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研究要旨

目的：我々は、JECS studyの付随研究として「健康関連 QOLアンケート調査」を行い、低線量 CT肺がん検

診に伴う受診者の身体的、精神的健康状態の変化について評価する予定であるが、試験デザインとアンケー

トの回収率について preliminaryな結果を得たので報告する。

方法：JECS studyに参加した非/軽喫煙（喫煙指数 600未満）の 50-70歳の男女を対象とした。QOLアンケー

トとしては Short Form-8（SF-8）を用い、研究登録時（CT群あるいは XP群の割付前）、検診後 3ヶ月、検診

後 1年の 3 時期に行った。検診後 3 ヶ月のアンケート実施時には対象者は自身の検診結果および精検要不要

を認知している。統計学的手法としては、比率の差の検定にはカイ２乗検定を用い、有意水準は５％に設定

した。

結果：登録時の QOLアンケートに回答し、かつ、3ヶ月経過後と 1年経過後の 2回のアンケートを郵送した

3145例を対象とした。内訳は、CT群が 1567例、XP 群が 1578例であり、2 群間で年齢・性別・喫煙状況に

有意差はなかった。3か月後、1年後の回収率はそれぞれ 90.0％、83.4％であった。群別に回収率を比較する

と、3か月後の回収率に有意差はなかったが、1年後の回収率は有意に CT群が高かった。
結論：無作為化された集団でQOLアンケート調査を行った結果、アンケート回収率は、検診後の期間を経るに
したがって低下していったが、群別に比較すると、1年後においてCT群の方がXP群に比較して有意に回収率が
高かった。

Ａ．研究目的
日本における低線量 CT による肺がん検診の有効

性評価のための無作為化比較試験（JECS study）が

2010年より進められているが、その評価に際しては、

検診による効果と不利益の双方の検証が不可欠であ

る。

CT 検査は早期のがんの検出に大変有用であるこ

とが知られているが、一方で X線検査と比較して偽

陽性・過剰診断が増加するという不利益も存在する。

Barton ら（2004）のマンモグラフィーによる乳がん

検診に着目した研究によれば、マンモグラフィーに

よる乳がん検診の際の偽陽性対象者は、最終的に非

乳がんと確認されても陰性者よりも大きな不安を抱

えていると示唆されている。従って、CT検査時の偽

陽性診断に際しての受診者自身の精神的健康状態の

変化についての検討が必要である。

我々は、JECS study の付随研究として「健康関連

QOLアンケート調査」を行い、低線量 CT肺がん検

診に伴う受診者の身体的、精神的健康状態の変化に

ついて評価する予定であるが、本年度は試験デザイ

ンとアンケートの回収率について preliminaryな結果

を得たので報告する。

Ｂ．研究方法
（１）JECS study
胸部 CT 検査の有効性を検証することを目的とし、

2010年より実施している無作為化比較試験であり、

喫煙指数 600未満の非喫煙ないしは軽喫煙の 50〜70
歳の男女を対象としている。対象者は封筒法（研究

開始初期には最小化法）により「胸部 CT 群」と「胸

部 X線群」の 2 群に分けられ、割り付けられた検診

を受診する。検診結果が Bあるいは Cの場合は精検

不要、D（肺がん以外の疾患の疑い）あるいは E（肺

がん疑い）の場合は要精検となる。最終的には両群

における死亡率の比較を行う。

（２）アンケート調査対象、調査時期

JECS studyに参加した非/軽喫煙（喫煙指数 600未
満）の 50-70歳の男女を対象とした。QOLアンケー

ト調査については研究登録時（CT群あるいは XP群

の割付前）、検診後 3ヶ月、検診後 1年の 3時期に行

った。検診後 3 ヶ月のアンケート実施時には対象者

は自身の検診結果および精検要不要を認知している。

（３）アンケート調査票

QOLアンケートとしては Short Form-8（SF-8）（福

山、鈴鴨 2012）を用いた。SF-8 では、全身的健康

感、身体機能、日常役割機能（身体）、体の痛み、活

力、社会生活機能、心の健康、日常役割機能（精神）

についての合計 8 種の下位尺度（設問）が設定され

ており、対象者自身のそれらへの回答を基に、所定

の計算式に則り身体的サマリースコア PCS、精神的

サマリースコアMCSという、身体的・精神的健康状

態を数値化した値を算出し評価することができる。



調査に際しては、上記 3期に SF-8 調査票を対象者へ

配布あるいは送付し、回答を回収した。

統計学的手法としては、比率の差の検定にはカイ

２乗検定を用い、有意水準は５％に設定した。算出

するアプリケーションは Statmateを用いた。

（倫理面への配慮）
個人情報保護には格別に注意を払い、データを格

納したコンピューターに触れる人間を限定する、イ
ンターネットに接続しない、などの対策を採ってい
る。

Ｃ．研究結果
登録時の QOLアンケートに回答し、かつ、3ヶ月

経過後と 1年経過後の 2回のアンケートを郵送した

3145例を対象とした。（若干の不確定例があり、本

解析は preliminaryなものである。最終的な数字は若

干変動する予定である）

3145例の内訳は、CT群が 1567例、XP群が 1578
例であり、その 2群間で年齢・性別・喫煙状況に有

意な差はなかった。

3 か月後のアンケート回収数は 2831、1 年後の回

収数は 2622で、回収率はそれぞれ 90.0％、83.4％で

あった。群別に回収率を比較すると、3 か月後の回

収率が CT 群では 91.0％、XP 群では 89.0％と、CT
群の方が少し高い値を示したが有意ではなかった

（p=0.066）。1年後の回収率は CT群では 85.1％、XP
群は 81.6％であり、有意に CT 群が高かった

（p=0.008）。

Ｄ．考察
JECS 研究では、無作為化された集団で QOLアン

ケート調査を行い、肺がん CT検診と肺がん XP検診

における、検診前後の QOLの変化を測定する研究を

実施中である。今回はその前段階として群ごとのア

ンケート回収率を比較した。ただし、アンケートの

処理は 100％完了していないため、preliminary な結

果であることを留意する必要がある。

アンケート回収率は、3ヶ月後、1年後と期間を経

るにしたがって 90.0％、83.4％と低下していったが、

群別に比較すると、3 ヶ月後では有意差がなかった

が、1年後において有意に CT群の方が回収率が高か

った。理由としては、確定的なことは言えないが、

CT を受診した者のほうが積極的にアンケート調査

に協力しようという意思が生じたと考えられる。

本 QOLアンケートについては、今後不確定例をす

べて確定させて、その後、回収率に関する解析を確

定させると共に、次段階として、回収された結果の

QOL解析へ進めていく予定である。

Ｅ．結論
無作為化された集団で QOL アンケート調査を行

った結果、アンケート回収率は、検診後の期間を経

るにしたがって低下していったが、群別に比較する

と、1年後において有意に CT群の方が回収率が高か

った。
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市町村におけるがん検診の精度管理手法の開発及び精度管理データの解析

―子宮頸がん検診における精密検査受診率と自治体における受診率向上のためのアプローチ―

研究分担者 青木 大輔 慶應義塾大学医学部産婦人科学教室 教授

研究要旨

地域保健・健康増進事業での子宮頸がん検診について都道府県別に、1．精密検査（精検）受診に関するプ

ロセス指標および 2．精検受診に関する精度管理に関するチェックリスト項目の実施市区町村の割合を、そ

れぞれ2014年度～2016年度の検診の地域保健・健康増進事業報告、全国がん検診実施状況データブックのデー

タを用いて検討した。その結果、精検受診率は全国値が改善傾向にあるものの75％程度に留まり、精検受診率

が高い県、また低い都道県がそれぞれ固定傾向にあることが判明した。高精検受診固定地域では未把握がほと

んどないのに対して、低精検受診固定地域では未把握率が30-50％程度の2地域と、未把握が30→20％程度に改

善したものの、12％前後の未受診率が改善しない地域とがあった。

高精検受診固定3地域と低精検受診固定3地域で、精検受診に関する市区町村のチェックリスト9項目の実施

自治体割合を集団検診と個別検診それぞれで比較したところ、いずれの項目についても高精検受診固定地域の

集団検診 > 同個別検診 > 低精検受診固定地域の集団検診 > 同個別検診という傾向が3年間を通じて見られ

た。高精検受診固定地域との比較から、低精検受診固定地域では、精検受診に関する精度管理項目を実施して

いる自治体の割合増加が捗々しくないことから、未実施自治体（市区町村）に対する個々のアプローチ・サポ

ートが、当該地域全体の精検受診率改善への介入策になる可能性が示唆された。また、その実現のためには本

報告と同様な具体的な数値データを、理解しやすく関係各部署および国民に広く開示することを更に進めるべ

きと考える。

Ａ．研究目的

地域保健・健康増進事業にて実施される、地域

住民への子宮頸がん検診事業のうち、精密検査受診

に着目し、精密検査（以下精検）受診についてのプ

ロセス指標と、それを改善するための精度管理項目

の実施状況とについて都道府県レベルで明らかに

することを目的とする。

Ｂ．研究方法

1. 都道府県別の精検受診の動向

1 2014年度、2015年、2016年度検診の地域保健・

健康増進事業データに基づき、全国および都道

府県別の精検受診に関するプロセス指標（精検

受診率・未受診率・未把握率）を、全年齢の受

診者を対象に算出した。

2 上記3年度の精検受診に関するプロセス指標を、

精検受診率が下位に留まる自治体及び、下位か

ら改善した自治体とで検討した。

２．精検受診率向上のための自治体のアプローチ

1.で判明した精検受診率が上位および下位そ

れぞれの都道府県での精検受診に関連するチ

ェックリスト項目の実施状況につき、全国がん

検診実施状況データブックの2014年度、2015年、

2016年度検診に対するデータより解析した。

検討したチェックリストの項目は表１に示す

ように、「受診者への説明、及び要精検者への

説明」の3項目と、「精密検査結果の把握、精

密検査未受診者の特定と受診勧奨」の6項目の

計9項目である。

（倫理面への配慮）

特になし



Ｃ．研究結果

１．都道府県別の精検受診の動向

図１.a～cに2014～2016年の各年度の精検受診、

未受診、未把握の割合を都道府県別に精検受診

率の高い順に示した。ほとんどの都府県で精検

受診率が改善しており、全国でも72.5%→74.4%
→75.5%と3ポイント改善している。全国値での

未受診率は8.0%→7.3%→7.0%、未把握率は19.5%
→18.3%→17.6%で、それぞれ1ポイントと2ポイ

ントの改善であったが、精検受診率が低い都道

府県では、高い県に比べて未受診率より未把握

率が高い傾向が3年間を通じて見られる。

表2、表3に示すように、検診実施年度毎の精

検受診率の順位を比較すると、精検受診率の高

い県、および低い道県がそれぞれ固定する傾向

が見られた。すなわち、精検受診率が高い３県

は3年間とも、１位：滋賀県、２位：宮城県、３

位：鹿児島県であり、3県とも精検受診率が3年
間でさらに2-3ポイント改善し、90%以上に到達

していた（表2）。

3年間を通じて精検受診率が下位で、43位～47
位に固定していた地域は北海道、埼玉県、山梨

県の3ヶ所で、北海道と埼玉県は3年間を通じて

精検受診率がそれぞれ50％、60％程度で向上が

みられず、山梨県は下位ではあるが、58.4％→

64.7％→67.8％へと8ポイント近く改善していた。

また、静岡県は2015年度までは最下位、徳島県

は2014年度に44位、2015年度は45位であったが、

2016年度に大きく改善していた（静岡県：78.9%
で27位、徳島県：83.7%で16位）。一方、愛知県

は精検受診率自体は66.6%から68.2%あまり変化

がないものの、順位としては40位→42位→43位
と低迷しており、神奈川県は、2014年度では

68.9%（34位）、2015年度は73.6%（32位）であ

ったにも関わらず、2016年度には63.3%（45位）

と精検受診率も順位も悪くなっていた。神奈川

県を除き、下位の都道府県でも精検受診率は改

善傾向が見られた。

図2-aには2014-2016年度のいずれかで、精検受

診率が下位5位以内の道県のうち、順位が大きく

変動した3県（神奈川県、静岡県、徳島県）の精

検受診関係プロセス指標を示す。順位が大きく

改善した静岡県と徳島県は未把握率の減少が著

明（静岡県：約40ポイント減、徳島県：約20ポ
イント減）であったのに対し、2016年度に45位
と精検受診率が10ポイント減少した神奈川県で

は未把握率が25.9%から32％に悪化していた。図

2-bは精検受診率が3年間下位5位以内に固定して

いた3道県の精検受診関係プロセス指標を示す。

北海道、埼玉県、山梨県のいずれも、明らかに

未把握率が高く、北海道と埼玉県は3年間で10ポ
イント程度改善してもそれぞれ40％、20％程度

の未把握が残り、さらに埼玉県は30％程度のま

まで改善がみられなかった。

２． 精検受診率向上のための自治体のアプローチ

図3のa,b,cにはそれぞれ2014、2015、2016年度

検診での、精検受診率高地域3ヶ所（滋賀県、宮

城県、鹿児島県）および低地域3ヶ所（北海道、

埼玉県、山梨県）の、精検受診に関するチェッ

クリスト9項目の実施市区町村の割合を集団検

診と個別検診とに分けて示した。全体としては、

高地域・低地域、集団・個別を問わず、「受診

者への説明、及び要精検者への説明」に関する3
項目の実施自治体割合が「精密検査結果の把握、

精密検査未受診者の特定と受診勧奨」に関する6
項目より低い傾向が3年間続いている。またいず

れの項目も高地域・低地域を問わず、集団検診

での実施割合が個別検診より高い傾向が3年間

続いていた。多くの項目において実施割合の傾

向は、3年間を通じて精検受診率高地域の集団検

診 > 同個別検診 > 精検受診率低地域の集団検

診> 同個別検診であった。

チェックリスト項目別では、「受診者への説

明、及び要精検者への説明」に関する項目のう

ち、受診可能な精密検査機関名（医療機関名）

の一覧に記載するすべての精密検査機関にはあ

らかじめ精密検査結果の報告を依頼する の実

施率が精検受診率低地域では集団、個別とも3年
間に渡り低い。「精密検査結果の把握、精密検

査未受診者の特定と受診勧奨」に関する項目に

ついては、・精密検査方法及び、精密検査（治

療）結果を把握すると、・精密検査方法及び、

精密検査（治療）方法が不明の者につては、本

人もしくは精密検査機関への照合等により、結

果を確認する、・精密検査未受診と精密検査未

把握を定義に従って区別し、精密検査未受診者

を特定する、・精密検査未受診者に精密検査の

受診勧奨を行うにおいて、精検受診率高地域で

は集団、個別検診共に元々実施割合が高かった

のに対し、低位地域では個別検診での実施割合

が低い傾向が3年間見られる。

Ⅾ. 考察

わが国の子宮頸がん検診においては、国の施策

である地域住民に対するものでさえ、精検受診率

が90％に到達しておらず、早急に解決を図るべき

課題である。今回実施した地域保健・健康増進事

業報告データの経時的解析は、わが国の、地域保

健・健康増進事業における子宮頸がん検診での精

密検査受診率を改善する具体的方法を策定する

上で、特に配慮を要する道県を同定するのに有用

であった。すなわち、精検受診率が低く、全国で

も下位で固定化している道県の存在が明らかに



なり、その原因の主たるものに、未把握率の高さ

解消が捗々しくないことにあることが示された。

また、2016年に急激に未把握率が増加し、精検

受診率が低下した神奈川県に生活習慣病検診精

度管理指導協議会の医師等へ聞き取りを実施し

たところ、受診者数の多い横浜市での精検結果

把握が2016年度に十分実施できなかったことが

判明し、精検受診率が低い地域では県庁所在地

など大都市でのデータが地域全体の悪化に影響

していないか考慮する必要もあると考えられた。

精検受診率の低さが固定化したり、急激に悪化

したりしているこれらの地域に対しては、本来

検診事業では未把握率は0％であるべきものとい

うことを大前提として、共有して貰う必要がある。

さらに、地域ごとの事業報告データの解析結果

に、全国がん検診実施状況データブックから精密

検査関連項目の実施市区町村割合を紐づけ、経時

的な検討することは、精検受診率下位道県の受診

率改善が捗々しくない原因を解析するのに有用

で、今後のアプローチに活用すべきである。すな

わち、精検受診率の下位に固定した地域では、上

位地域との比較から、集団検診、個別検診の両方

においてチエックリスト（市町村用）の項目の精

密検査機関にあらかじめ精検結果報告を依頼す

ることや、精検方法および結果の把握、精検結果

が不明の者への積極的な結果確認、精検未受診と

未把握の区別をし、未受診者に精検の受診勧奨を

行うといった精密検査結果を把握する基本的か

つ事務的な体制作りが出来ている自治体の割合

が少ないことが判明し、中でも個別検診では3年
間での改善が捗々しくなかった。近年わが国で

は個別検診受診者の割合が多いことを鑑みても、

精検受診率低地域の個別検診での精検結果把握

体制に重点的にアプローチすることの効果が期

待でき、その実現のために、今回の解析データ

や類似のものを広く活用すべきである。

E．結論

精検受診率の低い道県には改善が捗々しくな

く固定化が起こっており、そこでは精検受診に関

するチェックリストの実施自治体の割合の改善

が進んでいないことが判明した。これらでの精検

受診率改善には、チェックリスト項目の未実施自

治体に対して実施を求め、実施のサポートをして

いくことが有用であると考えられるので、本研究

で示すように具体的で視覚的に分かりやすいデ

ータ提供を活用すべきである。
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表 1. 精密検査受診率向上および精密検査結果把握に関連する項目

（市区町村用チェックリストより）

 受診者への説明、及び要精検者への説明

・受診勧奨時に、「受診者への説明（検診機関用チェックリスト）」の全項目が記載された資料を、

全員に個別配布する

・要精検者全員に対し、受診可能な精密検査機関名（医療機関名）の一覧を提示する

・受診可能な精密検査機関名（医療機関名）の一覧に記載するすべての精密検査機関にあらかじめ

精密検査結果の報告を依頼する

 精密検査結果の把握、精密検査未受診者の特定と受診勧奨

・精密検査方法及び、精密検査（治療）結果を把握する

・精密検査方法及び、精密検査（治療）結果が不明の者については、本人もしくは精密検査機関へ

の照会等により、結果を確認する

・個人毎の精密検査方法及び、精密検査（治療）結果を、市区町村、検診機関（個人医療機関）、精

密検査機関が共有する

・過去５年間の精密検査方法及び、精密検査（治療）結果を記録する

・精密検査未受診と精密検査未把握を定義に従って区別し、精密検査未受診者を特定する

・精密検査未受診者に精密検査の受診勧奨を行う

図 1-a．2014年度子宮頸がん検診都道府県別精検受診率・未受診率・未把握率



図 1-b．2015年度子宮頸がん検診都道府県別精検受診率・未受診率・未把握率

図 1-c．2016年度子宮頸がん検診都道府県別精検受診率・未受診率・未把握率





図 2-a 2014 年度-2016 年度・精検受診率下位地域の動向

－神奈川県および静岡県・徳島県－

2016 年度に神奈川県は未把握率が増加し、静岡県と徳島県は著明に減少していた。

図 2-b 2014 年度-2016 年度・精検受診率下位地域の動向

－北海道・静岡県・徳島県－

北海道と埼玉県は未把握率が 3 年間高く、山梨県は高かった未把握率に減少はあるものの未受診率が減って

いない。



図 3-a 2014年度検診精検受診率高地域・低地域のチェックリスト項目実施自治体割合

図 3-b 2015年度検診精検受診率高地域・低地域のチェックリスト項目実施自治体割合

図 3-c 2016年度検診精検受診率高地域・低地域のチェックリスト項目実施自治体割合



研究報告書

厚生労働科学研究費補助金（がん対策推進総合研究事業）

国民生活基礎調査（2013年、2016年、2019年）の質問票からみたがん検診受診率算定の問題点
～福井県における地域・職域全数調査および米国における受診率調査との比較から～

研究分担者 松田 一夫 公益財団法人福井県健康管理協会 副理事長・県民健康センター所長

研究要旨
日本では職域におけるがん検診が法的に規定されておらず実施状況が不明であるため、がん検診の受診率

調査は3年に１度行われる国民生活基礎調査に頼らざるを得ない。しかしながら国民生活基礎調査では、調
査対象者が自らの判断で回答するため、昨年度の研究報告書に書いたように、国民生活基礎調査と福井県が
実施している地域・職域全数調査による受診率との間には、胃がんと肺がん検診で大きな隔たりがあった。
そこで今年度の報告書では、2013年、2016年および2019年度の調査票の内容を確認し、より正確な受診率を
把握するための方法について検討した。
2016年の国民生活基礎調査による胃がん検診受診率が実態（地域・職域全数調査）よりも高く出る理由は、

「診療で胃内視鏡検査を受けた人が、胃がん検診と受けたと回答する」ため、肺がん検診の受診率が低く出
る理由は、「胸部Ｘ線検査を肺がん検診と認識していない」ためと考えられる。国民生活基礎調査で正確に
がん検診受診率を把握するには、まず調査票の質問項目に診療で受けた検査はがん検診に含めないことを明
記することが必要である。さらに米国が実施している電話あるいは対面での受診率調査のように、回答前に
がん検診について詳しく説明することが必要と思う。
また将来的には、職域におけるがん検診を保険者もしくは市区町村に義務付けて、すべての就労者が受け

られるようにし、加えて英国や北欧を手本に受診者台帳を整備した組織型検診を構築すべきである。そうす
れば正確な受診率の計測はもとより未受診者に対する受診勧奨も効果的に行えて、日本のがん死亡率減少に
寄与できると思う。

Ａ．研究目的
がん検診は、市区町村で健康増進法に基づいて行

われる対策型検診の他に、職域で福利厚生の一環と
して行われる検診、加えて全額自己負担で受ける人
間ドックがある。この中で、実施状況を正確に把握
できるのは対策型検診のみである。残りの２つにつ
いては法的な規定がないため実態を把握することが
できない。そこで日本では3年に1度行われる国民生
活基礎調査（健康票）によって、がん検診受診率を
算出している。調査対象者は調査員から事前配布さ
れた調査票に、受診歴を自らの判断で記入する。調
査員は調査票を回収する際に、記入漏れの確認のみ
行う。一方、福井県では2006年から、国民生活基礎
調査とは別に、対策型検診に加えて県内全医療機関
で実施されたがん検診を集計（地域・職域全数調査）
して受診率を算出している。
昨年度の研究報告書に書いたように、国民生活基

礎調査による受診率は５がん検診すべてにおいて福
井県が全国平均を少し上回っており、福井県と他の
都道府県とで国民生活基礎調査への回答に大きな違
いがなかった。しかしながら、福井県における国民
生活基礎調査による受診率と地域・職域全数調査に
よる受診率を比較すると、大腸・乳・子宮頸がん検
診では両者に大差がないものの、胃および肺がん検
診では両者に大きな隔たりがあった。
そこで今回は2013年、2016年の調査で、調査票の

質問内容の変更によって、受診率がどう変わったか、
また最新の2019年の調査票を踏まえて、今後の調査
で正確な受診率を得るために改善点がないかを検討
する。また米国で行われている受診率調査とも比較

検討する。

Ｂ．研究方法
2013年と2016年の国民生活基礎調査（健康票）で

用いられた調査票について、がん検診に関する質問
内容がどのように改変され、５がん検診の受診率が
どう変わったか、また胃および肺がん検診において
国民生活基礎調査による受診率が、福井県が実施し
ている地域・職域全数調査と大きく異なる理由を検
討する。また2019年の調査票の質問内容について改
善の余地がないかどうかを検討する。

加えて、米国が行っている受診率調査と日本の国
民生活基礎調査を比較して、日本の調査方法の改善
について検討する。

（倫理面への配慮）
今回の研究は、国や県が公表している統計のみを

用いた検討で個人情報は扱わないため、倫理面への
配慮は不要である。

Ｃ．研究結果
がん検診の受診率を算定するための国民生活基

礎調査（健康票）は大規模調査として、3年に1回、
27万7千世帯の68万8千人を抽出して行われる。最新
の調査は2019年に行われた。調査票はあらかじめ調
査員から配布されるが、調査内容に関する説明は行
われない。調査対象者は調査票を読んで、自らの判
断に基づいて受診歴を自己記入し、後日、調査員が
回収する。調査員は記入漏れの確認を行うが、記入
内容に誤りがないかどうかの確認はしない。



調査票で受診の有無を聞いているがん検診の方
法は、①胃がん検診：バリウムによるレントゲン撮
影や内視鏡（胃カメラ、ファイバースコープ）によ
る撮影など、②肺がん検診：胸のレントゲン撮影や
喀痰検査など、③子宮頸がん検診：子宮の細胞診検
査など、④乳がん検診：マンモグラフィ撮影や乳房
超音波（エコー）検査など、⑤大腸がん検診：便潜
血反応検査（検便）などである。検診内容は2013年、
2016年、2019年とも同様であり、５がん検診すべて
について、過去1年以内の受診の有無を聞き、乳が
ん・子宮頸がんおよび2019年の胃がん検診では過去
2年以内の受診の有無も聞いている。

また職域におけるがん検診の受診状況について
は、2013年の調査票では、「勤め先（家族の勤め先
を含む）からのお知らせで受けましたか」と聞いて
いたが、2016年以降の調査票では、受診した検診を、
①市区町村が実施した検診、②勤め先又は健康保険
組合等（家族の勤め先を含む）が実施した検診、③
その他に分けて具体的に聞いている（表1）。
2013年と2016年の国民生活基礎調査で40歳（子宮

頸がんは20歳）～69歳における男女計の過去1年間
の受診率を比較すると、胃がん：39.6％→40.9％、
肺がん：42.3％→46.2％、大腸がん：37.9％→41.4％
であり、過去2年間の受診率では子宮頸がん：42.1％
→42.3％、乳がん：43.4％→44.9％となり、すべての
検診で受診率が向上した。特に肺がんおよび大腸が
ん検診の受診率が向上している。
2016年における福井県の国民生活基礎調査によ

る受診率は胃がん：42.2％、肺がん：49.2％、大腸
がん：43.7％、子宮頸がん：45.1％、乳がん：46.4％
で、すべての検診で福井県の受診率が全国平均をや
や上回り、大差はなかった。一方、同年に福井県が
実施した地域・職域全数調査による受診率は、胃が
ん：33.5％、肺がん：74.0％、大腸がん：48.2％、子
宮頸がん：42.0％、乳がん：47.3％であった。２つ
の調査による受診率を比較すると、大腸がん、乳が
ん、子宮頸がん検診では両者の受診率に大差はない
ものの、国民生活による受診率は、胃がん検診では
地域・職域全数調査よりかなり高く、逆に肺がん検
診では大幅に低い数字となった（表2）。
組織型検診が行われている英国や北欧では、がん

検診の受診者台帳が完備していて、受診率が正確に
把握できる。それに対して、加入している医療保険
によって任意にがん検診が受けられる米国では、台
帳で受診率を把握することはできない。そこで米国
で行われているがん検診の受診率調査には、40万人
を対象とした電話によるBehavioral Risk Factor Sur
veillanceと、35,000世帯の87,500人を対象とした対面
によるNational Health Interview Surveyがある。日本
の国民生活基礎調査では調査内容について事前の
説明はなく、調査対象者が自らの判断に基づいてが
ん検診の受診状況を自己記入するが、米国の電話や
対面による受診率調査では、がん検診について詳し
く説明してから受診の有無について聞き取りをす
る（表3）。ちなみに米国における大腸がん検診に
は10年に1回の大腸内視鏡検査を始め複数の選択肢
があるが、内視鏡検査を中心とした受診率は2018年
のBehavioral Risk Factor Surveillanceでは68.8％、20
15年のNational Health InterviewSurveyでは62.6％で
ある。

Ｄ．考察
日本では法律に規定のない職域の検診および人間

ドックについては実施状況を把握できないため、3
年に１度行われる大規模国民生活基礎調査（健康票）
によって、がん検診の受診率を算出している。
調査票で受診の有無を聞いている検診方法は大半

が市区町村で行われる対策型検診と同一であるが、
有効性が確かではないため対策型検診に導入されて
いないものも含まれる。具体的には2013年の調査票
に記載された胃内視鏡検査、および2013年・2016年・
2019年の乳房超音波検査である。すなわち国民生活
基礎調査では、厚生労働省が推奨していない検診を
も受診率に計上してしまう。また列挙している検診
方法の最後に“など”と付記されているが、これも
調査対象者がどう理解するか疑問が残る。
国民生活基礎調査の意義は、健康増進法では把握

できない職域におけるがん検診を把握することにあ
る。そのため調査の回を追うごとに、『職域におけ
るがん検診の受診の有無』を回答しやすいように、
調査票が工夫されている。2013年の調査票では『勤
め先（家族の勤め先を含む）からのお知らせで受け
たか』と聞いているが、これでは意味がよくわから
ない。2016年には『勤め先又は健康保険組合等（家
族の勤め先を含む）が実施した検診を受けたか』と
聞いている。2016年のがん検診受診率は5がんすべて
において2013年よりも高くなった。とりわけ肺がん
および大腸がん検診の受診率が伸びている。これが
質問内容の変更によるものかはわからないが、調査
対象者にとって職域でのがん検診受診状況を回答し
やすい設問になったと思う。
昨年度の研究報告書に書いたが、福井県では2006

年から市町で行われた対策型検診に加えて県内の医
療機関で行われたがん検診を集計し、すなわち地域・
職域全数調査によって県全体のがん検診受診率を算
出している。これは他の地域ではほとんど行われな
い先進的な取り組みだと思う。福井県民が受けてい
る大半のがん検診を集計していることに加えて、医
療機関からの報告はがん検診に限定しているため、
国民基礎調査と違って診療上の検査を誤ってカウン
トすることはない。ただしこの調査では、一部では
あるが対策型検診に含まれない血清ピロリ抗体やＰ
ＥＴなども集計している。また福井県民が県外で受
けたがん検診を把握出来ない上に、自宅の住所が未
登録もしくは事業所の住所になっている場合には、
福井県民以外の受診をカウントする可能性もある。
従って福井県が行う地域・職域全数調査による受診
率も、必ずしも正確とは言えない。

福井県における2016年の国民生活基礎調査と地
域・職域全数調査による受診率とを比較すると、大
腸がん、子宮頸がん、乳がん検診では両者の受診率
に大差はないものの、胃がんおよび肺がん検診では
両者に大きな隔たりがあった。国民生活基礎調査で
は、質問票に対する回答を調査対象者が自分自身の
判断で行うため、胃がん検診の受診率が地域・職域
全数調査よりも高い理由として「診療で胃内視鏡検
査を受けた人が、胃がん検診を受けた」と誤って答
えている可能性があると思われる。質問15で健診等
の受診の有無を聞く際には、注：病院や診療所で行
う診療としての検査を除くと小さい文字で書いてあ
る。質問16でがん検診の受診歴を聞く際にも、診療
で受けた検査は含めない旨を、もっと大きく、かつ
わかりやすく記載すべきと考える。一方で、国民生
活基礎調査による肺がん検診の受診率は地域・職域
全数調査よりも大幅に低く出たが、「肺がん検診は
一般的に胸部Ｘ線検査で行われる」ことが一般市民



に理解されていないからだと思う。
国民生活基礎調査では、事前に配布された調査票

を調査対象者が読んで自らの判断と記憶に基づいて
回答する。調査員は調査票を開封回収する際、記入
漏れがないかは確認するが、健康に関する情報は究
極の個人情報であるため回答内容のチェックは行わ
ない。この点、米国における受診率調査では、電話
調査、対面調査にかかわらず、事前にがん検診とそ
の方法について詳しく説明を行った後に丁寧に聞き
取りを行って、正確を期している。日本の国民生活
基礎調査の方が米国の調査よりも規模は大きいが、
米国に比して正確とは言えない。
日本のがん死亡を減らすには、正確な受診率把握

が不可欠であり、将来的に職域における就労者全員
に対するがん検診を保険者もしくは市区町村に義務
付けることが必要と考える。加えて受診率調査は国
民生活基礎調査に頼ることなく受診者台帳によって
自動的に把握できるよう、英国や北欧諸国のような
組織型検診を目指すべきである。それが実現するま
では国民生活基礎調査に頼らざるを得ないが、是非、
調査票の質問16に、診療で受けた検査はがん検診に
は含めない旨を明記していただきたい。

Ｅ．結論
日本では職域におけるがん検診が法的に規定され

ていないため、その実施状況が不明である。従って、
がん検診受診率の把握は、3年に１度行われる国民生
活基礎調査に頼らざるを得ない。しかしながら、国
民生活基礎調査では調査対象者が自らの判断で回答
するため、この受診率を福井県が実施している地域・
職域全数調査と比較すると、胃がんと肺がん検診で
は両者の受診率に大きな隔たりがあった。胃がん検
診については、「診療で受けた胃内視鏡検査を胃が
ん検診と受けたと回答する」ため、肺がん検診につ
いては「胸部Ｘ線検査を肺がん検診とは認識してい
ない」ためと考えられる。国民生活基礎調査でがん
検診受診率をより正確に把握するには、調査票の質
問項目に診療で受けた検査はがん検診には含めない
ことを明記し、加えて米国での受診率調査のように
回答前に、がん検診について詳しく説明することが
必要と思う。
また将来的には、職域においても就労者に対する

がん検診を保険者もしくは市区町村に義務付け、英
国や北欧を手本として受診者台帳を整備した組織型
検診体制を構築すべきと考える。そうすれば正確な
受診率はもとより、未受診者に対する受診勧奨も、

効率よく効果的に行うことができ、日本のがん死亡
率低下に寄与できると思う。

Ｆ．健康危険情報
特になし。

Ｇ．研究発表
１．論文発表
1) 松田一夫．FIT開発の歴史と現状(2)FIT判定のと
らえ方と取り扱い．INTESTINE 23(5)：403-407，2
019.

2) 松田一夫．便潜血検査による大腸がん検診の現状
と大腸がん死亡率減少につながる大腸がん検診の
あり方．公衆衛生 84(3)：182-187，2019．

２．学会発表
1) 松田一夫．便潜血検査による大腸がん検診の現状
と課題．第105回日本消化器病学会総会パネルディ
スカッション4「消化器がん検診最適化を目指し
て」2019年5月19日．日消誌 116：A104, 2019.

2) 松田一夫．内視鏡による対策型検診大腸がん検診
に求められるもの．第58回日本消化器がん検診学
会総会 パネルディスカッション2の基調講演．2
019年6月7日．日消がん検診誌 57(3)：494，
2019．

3) 松田一夫．日米における大腸がん検診の現状―死
亡率減少のエビデンスを含めて―．第48回日本消
化器がん検診学会近畿支部地方会 シンポジウ
ム1「内視鏡検査は大腸がん検診のmodalityとな
り得るか？」の基調講演．2019年8月24日．
日消がん検診誌 58(2)：170，2020．

Ｈ．知的財産権の出願・登録状況
（予定を含む。）

1. 特許取得
特になし

2. 実用新案登録
特になし

3.その他
特になし





研究報告書

厚生労働科学研究費補助金（がん対策推進総合研究事業）

市町村におけるがん検診の精度管理手法の開発及び精度管理データの解析

研究分担者 中山 富雄 国立がん研究センター 社会と健康研究センター検診研究部 部長

研究要旨

喀痰細胞診は、喫煙者に特異的で画像診断で検出が困難な肺門部扁平上皮癌を標的疾患として、胸部Ｘ線と
併用して行われてきた。その対象者としては本来重喫煙者に限定した行われるべきであったが、一部の自治体
では喫煙にかかわらず、肺癌検診受診者全員に喀痰細胞診が行われていた。そこで平成24年度末に厚生労働省
の｢がん予防重点健康教育およびがん検診実施のための指針｣が改訂され、喀痰細胞診の対象者の記述が一新さ
れた。平成25年度から28年度の全国・市町村別の喀痰細胞診の対象者率・容器回収率を男女別に比較したが、
25年度にみられた対象者率100%という市町村は28年度にはほとんどなくなっていた。プロセス指標としての要
精検率を都道府県別に比較したが統計学的有意に高いあるいは低い府県が多くみられ、いまだに判定のバラツ
キが存在することが示された。がん予防重点健康教育およびがん検診実施のための指針の改定は、市町村での
適切ではない検診の運営に対して、一定の改善効果があることが示唆されたが、喀痰細胞診については今後肺
がん発見率について詳細な検討が必要である。

Ａ．研究目的

喀痰細胞診は画像診断でその初期像をとらえら

れない肺門部肺癌を標的として肺癌検診のスクリ

ーニング手法の一つとして行われてきた。肺門部

肺癌のほとんどは扁平上皮癌からなり、重喫煙者

に特異的ながんであることから喀痰細胞診は重喫

煙者にのみ行われるべきものであったが、対象者

の定義に問題を抱えていた。老人保健法による肺

癌検診の開始年度に策定された肺癌集団検診の手

引き第一版においては、喀痰細胞診の対象者とし

て｢１｣喫煙指数 600 以上の重喫煙者、２）過去 6
ヶ月以内に血痰を有することが判明したもの｣と

定義されていた。血痰を有するものを加えていた

理由は、当時のＸ線技術および読影技術を鑑みて

末梢性肺癌の見落としを喀痰細胞診で防ぎたいた

めであったと考えられるが、以後この定義が継続

された。また対策型検診の運用指針である厚生労

働省健康局長通達｢がん予防健康教育およびがん

検診実施のための指針｣（以下 指針）においては、

｢喀痰細胞診は、問診において医師が必要と判断さ

れるものに行う｣という一文が本文に記載され、集

団検診の手引きで定義された対象者は（別紙）が

ん検診等実施上の留意事項に記載されていた。こ

のため一部の自治体では、肺がん検診の受診者全

員を喀痰細胞診の対象者として喀痰容器を配布し

検査を実施していたことが知られている（中山富

雄、がん検診診断学会誌 2014; 22(2)）。

日本肺癌学会・日本臨床細胞学会の合同ＷＧであ

る喀痰細胞診小委員会では、肺門部早期肺がんの

多数例の背景を明らかにし、全例が喫煙指数 600
以上の重喫煙者であり非喫煙者や低喫煙者ではな

いことを示した(佐藤雅美、他．肺癌 2011;51(7))。
この報告を受けて、日本肺癌学会は、厚生労働省

に指針における喀痰細胞診の対象者の定義・記載

の変更を要望し、平成 25年 3月 28日の改定にお

いて、対象者は喫煙指数 600以上の重喫煙者のみ

と定義され、｢医師が必要と判断されるもの｣とい

う記載は削除された。

昨年度の報告では平成27年度の健康増進事業報

告のみで分析を行ったが、今年度は平成27，28年度

の2年度分の分析を行った。また喀痰細胞診の精度

管理についても評価した。

Ｂ．研究方法

平成25～28年度の健康増進事業報告を政府統計

窓口e-STATから入手した。都道府県別・市町村別に

全受診者に占める喀痰細胞診対象者割合、容器回収

数（喀痰受診者数に相当）、要精検率を男女別に求

めた。ここでは対象者率は喀痰細胞診対象者数／胸

部X線受診者数(%)、喀痰細胞診受診率は喀痰細胞診

提出者数／各単細胞診対象者数(%)と定義した。喀

痰細胞診の対象者は自治体によって定義が異なっ

ていたと考えられたため、全国と市町村別に分けて

4年間の喀痰細胞診対象者数（率）と容器提出者数

（率）の推移を男女別に比較した。この対象者率が



一般集団の喫煙率に比べて過剰に高い場合は、喫煙

状況にかかわらず、喀痰細胞診の対象者と決めてい

たと考えられた。次に喀痰細胞診のプロセス指標と

して、男性の要精検率（平成27，28年の平均値）を

都道府県別に比較した。女性は受診者が少ないこと

から解析から外した。また高知県・愛媛県ではほと

んど喀痰細胞診が行われていなかったので解析か

ら外した。県ごとに2年間の喀痰容器回収数は大幅

に差があり、最小862件（福井県）から最大44847

件（東京都）と差があることから、Funnel plotの

手法を用い、横軸に容器回収数（平成27，28年累計）、

縦軸に要精検率（平成27,28年平均）とした散布図

を作成し、平均要精検率、95%および99.8％信頼区

間を示した。

（倫理面への配慮）

本研究は、地域保健健康増進事業報告という統計

資料のみを用いた研究であり、倫理面の問題は発

生しない。

Ｃ．研究結果

表1に、男女別に全国の喀痰細胞診の対象者数と

受診者数（喀痰容器提出数）の推移を示した。X線

検査受診者数と、比べて対象者率は男性がH25,26

年ではそれぞれ21%強、女性が2%強であったが、H2

7年、H28年では男性の変化はほとんどなかったが、

女性では対象者率が1%台前半に低下した。対象者の

中で実際に喀痰細胞診を受診していたのは、この4

年間で男性で30%前後、女性で40%前後であった。

図１に市町村別の対象者割合の分布の推移を示

した。平成25年度では対象者割合が100%が特に男性

で目立っていたが、徐々に低下し平成28年度には男

女とも100%という市町村はほぼ無くなっていた。平

成28年度には胸部X線受診者に占める喀痰細胞診の

対象者率は男性で27.1％、女性で3.8%であった（表

２）。

次に、喀痰細胞診のプロセス指標として要精検率

の都道府県別のバラツキについて男性の状況を図

２に示した。統計学的有意に要精検率が高いのは、

95%信頼区間だと富山県、広島県、福岡県、長崎県、

岩手県、愛知県、茨城県の７県、99.8%信頼区間だ

と茨城県を除く6県であった。逆に統計学的有意に

要精検率が低いのは、95%信頼区間だと滋賀県、奈

良県、鳥取県、岡山県、佐賀県、大阪府、東京都、

秋田県、神奈川県、群馬県、静岡県の11県、99.8%

信頼区間だと群馬県、静岡県の2県であった。

Ｄ．考察

がん検診の精度を自治体間で比較し、バラツキを

モニタリングするためには、対象者や要精検の定義

は少なくとも自治体間で同一でなければならない。

特に喀痰細胞診が対象とする疾患は、「肺癌全体」

ではなく、喫煙者に特異的な「肺門部扁平上皮癌」

であることから、その対象者は肺癌検診の受診者全

体ではなく、少なくとも喫煙者に特化しなければな

らない。平成25年度までは、肺がん検診の受診者の

全員を喀痰細胞診の対象者として扱っていた自治

体が多く存在した（平成25年度男性211市町村、女

性183市町村）。その8割は受診者数が1000人に満た

ない小規模な町村であったが、中には東京の区部の

ように数万人の受診規模の大きな自治体も含まれ

ていた。

かつてのがん予防重点健康教育及びがん検診実

施のための指針においては、｢喀痰細胞診は、問診

の結果、医師が必要と認める者に対して行うものと

する。｣という記載と、同じ指針の別紙に、対象者

として、｢問診の結果、原則として50歳以上で喫煙

指数600以上の者及び6月以内に血痰のあった者の

いずれかに該当することが判明した者とする｣とい

う記載があった。指針の本文と別紙は、一体で配布

され、また厚生労働省のHPからも一体でダウンロー

ドが可能であった。よって、指針の本文だけを読ん

で、別紙は読まないということはあり得ない。指針

の本文だけを意図的に｢医師が必要と認める者｣を

受診者全員と課題解釈していた、あるいは指針さえ

も参照せず、喀痰細胞診は肺がん検診受診者全員に

行うべきものと誤解していたと推察される。肺門部

扁平上皮癌が起こりえない非喫煙者を、喀痰細胞診

の対象者に加えることによる不利益は、１）出ない

痰を喀出することの苦痛、２）偽陽性、３）検査精

度の低下、４）不要な検査費用・費用効果比の悪化

の4点である。喫煙者は、気管支粘膜の慢性炎症に

より杯細胞増生が起こることから痰の喀出は容易

であるが、非喫煙者は痰を出すことに相当苦労する。

無理な空咳は胸腔内圧を高めることから肋骨骨折

や迷走神経反射などのリスクが上がり、とても危険

である。非喫煙者には肺門部扁平上皮癌は発生しな

いものの、喀痰細胞診では異型細胞は起こりうる。

気道感染症では扁平上皮細胞の一過性異型は起こ

りえる。判定Cにとどまれば気管支鏡は必要とはな

らないが、判定Dになった場合は侵襲の強い気管支

鏡検査が必要とされてしまう。また細胞診は、細胞

検査士が検鏡を行い判定する。検診は一般的には有

病率の低い集団を対象とするものであるが、非喫煙

者が対象に加わることで更に有病率が低下してし

まう。極端な有病率の低下は、細胞検査士の疲労を



招き、スクリーニングエラーにつながり、検診の精

度を下げる要因となる。疾病が発症しえないものを

対象者に含めることは、費用効果比の悪化を招くこ

とであり容認できるものではない。

今回厚生労働省の指針の変更は、平成28年度にお

いて、ほぼ浸透し、肺がん検診受診者中の対象者率

は大幅に低下していった。無駄な検査が行われなく

なっていったことは評価すべきことである。

一方、プロセス指標としての要精検率については、

いまだに大幅なバラツキが都道府県間にあること

が示された。要精検率の検討においては、対象者の

変化が現れたH27～28の2年度の成績を用いて検討

したが、統計学的有意に高いあるいは低い府県が多

数見られた。要精検率と喀痰対象者率の間に相関関

係は認めなかった（データ省略）。これまで喀痰細

胞診の精度管理について、精力的に検討を重ねてき

た宮城県、千葉県、新潟県は信頼区間の中にあった

が、東京都や大阪府は有意に要精検率が低いグルー

プにあった。このような要精検率のバラツキの要因

が細胞検査士の判定能力のバラツキによるものか、

あるいは標的疾患である肺門部扁平上皮癌の有病

率の地域差によるものかは不明である。

喀痰細胞診については、対象者が適切になってき

たという点については、一定の精度の向上は見られ

たが、要精検率についてはまだ問題が残っている。

また実際の肺がん発見率について今回は検討して

いない。次年度に検討を行う予定である。

Ｅ．結論

厚生労働省のがん予防重点健康教育およびがん検

診実施のための指針の改定により、各自治体におけ

る喀痰細胞診の対象者の適切かつ迅速な改善につ

ながった。指針の改定は、各自治体での適切ではな

い検診の運営の改善に一定の改善効果があったが

肺がん発見率については更に検討が必要である。
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表1．X線検査受診者数、喀痰細胞診の対象者数、喀痰受診者数の推移

年度 男 女

X線

受診者数

喀痰

対象者数*1
喀痰容器

提出者数*2
X線

受診者数

喀痰

対象者数*1
喀痰容器

提出者数*2

H 25 2,978,891 642,488
(21.6%)

202,966
(31.6%)

4,452,024 114,134
(2.6%)

48,664
(42.6%)

26 3,095,315 673,379
(21.8%)

202,837
(30.1%)

4,599,094 114,336
(2.5%)

46,936
(41.1%)

27 3,202,171 674,021
(21.0%)

194,322
(28.8%)

4,752,297 45,901
(1.0%)

35,229
(76.7%)

28 3,191,644 684,234
(21.4%)

181,776
(26.6%)

4,735,099 73,167
(1.5%)

31,465
(43.0%)

*1; カッコ内はX線検査受診者に占める喀痰細胞診対象者率

*2; カッコ内は喀痰細胞診対象者に占める喀痰細胞診受診率

表２ 喀痰細胞診対象者率の推移

年度 男 女

中央値 平均値（95%信頼区間） 中央値 平均値（95%信頼区間）

H 25 33.7 39.3(37.8-40.7) 1.8 16.0(14.3-17.8)
26 33.3 37.2(35.8-38.5) 1.8 14.1(12.5-15.8)
27 32.2 34.8(33.6-36.1) 0.5 9.0( 7.6-10.5)
28 30.3 27.1(26.3-27.9) 1.3 3.8( 2.9- 4.6)



男性

女性

図１ 市町村ごとにみた喀痰細胞診の対象者率の推移

H25 H26 H27 H28
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図２ 喀痰細胞診の要精検率の都道府県別のバラツキ（男性）
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乳がん検診関係者の受診者に対する意識の検討

日本乳癌検診学会演題発表者の受診者へのメッセージの分析から

研究分担者 笠原善郎 福井県済生会病院 外科

研究要旨

第 29回日本乳癌検診学会における演題抄録に記載された「受診者へメッセージ」からキーワードを抽出し、

乳がん検診関係者の受診者への意識調査を施行した。最も多いメッセージは受診率向上に関することで、以

下精度管理・体制整備、不利益軽減、早期発見・早期治療、新技術、利益（死亡率減少）などであった。検

診提供側の意識は受診率向上に向いているが、不安軽減、偽陰性、被曝などの不利益に関するメッセージも

多く、検診の利益や効果とともに不利益に関しての情報提供に対しても関心が注がれていた。

A. 研究目的

乳がん検診関係者は、受診者に対してどんな情報

を発信しようとしているか、把握すること。

B. 研究方法

第 29 回日本乳癌検診学会学術総会の一般演題募

集時に、抄録本文以外に「受診者へのメッセージ」

を約 100字で記載を依頼した。内容は演題に関連す

ることが望ましいとしたが、特に限定しなかった（図

1）1）。応募され演題の中から受診者へのメッセージ

を分類し、集計した（重複を含む）。

（倫理面への配慮）データは文言のみの分析であり、

個人情報は含まれず特定されない。

C. 研究結果（表 1、）

採択された一般演題（口演、ポスター発表）は 191

題であった。この演題に付記された受診者へのメッ

セ－ジ 189個を分析した。最も多いメッセージは受

診率向上に関することで 59個、以下不利益（軽減）

45 個、精度管理・体制整備 41 個、早期発見・早期

治療 33個、新技術 28個、利益（死亡率減少）13個

などであった。検診提供側の意識は受診率向上に向

いているが、不安軽減、偽陰性、被曝などの不利益

に関するメッセージも多く、検診の利益や効果とと

もに不利益に関しての情報提供に対しても関心が注

がれていた。

D. 考察

乳がん検診による死亡率減少には、①科学的根

拠のある方法を用い、②精度管理されたやり方で、

③多くの受診者に対して施行する必要がある。受診

者への情報提供に関しては「検診の有効性（マンモ

グラフィ検診には死亡率減少効果があること）に加

えて、がん検診で必ずがん を見つけられるわけでは

ないこと（偽陰性）、がんがなくてもがん検診の結果

が「陽性」となる場合も あること（偽陽性）など、

がん検診の欠点について説明しているか」とされ 2）、

利益と不利益の説明をしたうえでの検診受診が始動

されており２）受診者との shared decision making が

重要視されている。

これまでのがん検診に関する情報提供には、受診

率向上を意識するあまりか、その不利益に対する情

報提供が不十分である感が否めない。今回の乳がん

検診学会発表者の意識では、かなり不利益に関する

意識が高まり、それを受診者に伝えようとする傾向

が示唆された。今後もがん検診の利益とともに不利

益も十分理解した上で検診受診率が上昇し、その結

果乳癌死亡減少がもたらされることに期待したい。

E. 結論

日本乳癌検診学会演題発表者の「受診者へのメッ

セージ」を分析すると、検診提供側の意識は受診率



向上に向いているが、不安軽減、偽陰性、被曝など

の不利益に関するメッセージも多く、検診の利益や

効果とともに不利益に関しての情報提供に対しても

関心が注がれていた。

F. 健康危険情報

特記すべき情報は得られなかった。
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住民検診（胃がん検診）の精度管理手法の開発及び精度管理データの解析に関する研究

研究分担者 加藤 勝章 宮城県対がん協会がん検診センター副所長

研究要旨
１．平成14年度に宮城県対がん協会で実施された対策型胃がん検診の成績ならびに地域がん登録データ用い対
策型胃Ｘ線検診のスクリーニング精度を評価した。高濃度低粘性バリウムによる胃X線検診(40-74歳)の感度は
82.1%、特異度は91.3%であった。検診受診者の罹患率は人口10万人対206.3であった。胃X線検診のプロセス指
標をスクリーニング精度や有病率をベースに設定するのは妥当であるが、最近は日常診療における内視鏡検査
の受診機会が増加しており、胃X線検査では発見困難な微小胃がんの内視鏡治療も増加している。また、ヘリ
コバクター・ピロリの未感染者や除菌者の増加しており、これらによる対象集団の有病率への影響もあるだろ
う。こうした状況を勘案して、各種プロセス指標を調整することが望ましいと考えられた。
２．令和元年度からスタートした仙台市胃がん検診胃内視鏡検査のプロセス評価を行った。令和2年年3月31日
時点で9464人、要精検率5.86%（生検率5.29%）、胃がん発見率0.64%（R2/3/31時点）であった。胃内視鏡検診
の精度管理については、2年1回の胃内視鏡検診と1年1回の胃X線検診の受診者管理方法、再検査の定義、生検
対象の設定、ダブルチェックのあり方など種々の課題がある。適切な精度管理方法の構築のためには、こうし
た課題の整理・再検討が必要である。

Ａ．研究目的
住民検診として実施されている胃X線検診ならび

に胃内視鏡検診の精度管理の評価法を開発する

Ｂ．研究方法
１．平成14年度に宮城県対がん協会で実施された対
策型胃がん検診(40-74歳)の成績ならびに地域がん
登録データ用い、高濃度低粘性バリウムを使用した
対策型胃Ｘ線検診の検診精度を評価した。
2．令和元年度からスタートした仙台市胃がん検診
胃内視鏡検査の精度管理体制を構築し、その評価
を行った。
（倫理面への配慮）
既存データを解析する研究であり、データは匿名
化されている。研究対象者に直接接触することは
なく、対象者が直接的な不利益を被ることはない。
研究内容は宮城県対がん協会ホームページで公開
し、参加拒否が可能なことを担保した。

Ｃ．研究結果
１．平成14年度の胃がん検診受診者(40-74歳)は
173,392人で要精検率8.9％、精検受診率94.1％、胃
がん発見率0.16％であった。検診陰性で1年以内に
地域がん登録に収載された胃がんを偽陰性とした
場合、胃X線検診のスクリーニング感度は82.1%であ
り、特異度は91.3%であった。検診受診者の罹患率
は人口10万人対206.3であった。
2．仙台市胃がん検診では、50歳以上の市民は2年
毎の胃内視鏡検診と1年毎の胃X線検診が選択可能
である。胃内視鏡検診受診者は翌年の検診は胃X線
検診を含め受診対象外となるため、前年度の受診
状況も含め受診者名簿を照合し、重複受診しない
ように通知する仕様となっている。仙台市胃がん
検診では、胃内視鏡検査と胃X線検査のいずれを選
択しても、受診者の検診履歴を一元管理できる体
制を構築している。

仙台市の胃内視鏡検診では、運営協議会の下に
認定審査委員会・教育研修委員会・偶発症対策委
員会を設置し実施を管理している。検査実施は医
師会を介した集合契約で、運営協議会が定める認
定要件を満たし、認定審査委員会による画像審査
に合格した医療機関95施設、検査医220名が参加し
た。宮城県対がん協会は読影・精度管理センター
としての役割を担い、受診者管理・追跡調査・集
計業務等を担う他、読影委員会を設置してダブル
チェックを行っている。

仙台市の胃内視鏡検診では、実施要綱で標準と
なる撮影法を定めている。1次検査機関で撮影した
画像は、宮城県対がん協会が作成して検査医療機
関に配布した画像提出用ソフトを用い、問診・内
視鏡所見・生検結果・偶発症等の必要情報を1次レ
ポートとして入力し、撮影画像と共にオンライン
またはUSBで宮城県対がん協会に提出する。画像提
出用ソフトでは画質不良なコマを削除したり、マ
ニュアルに準じた撮影順序に提出画像を再構成し
たりすることができるシステムとなっている。

生検については、実施要綱にて悪性を想定した
場合に行うことと限定し、1次レポートに悪性否
定・良悪性鑑別困難・悪性疑いといった生検目的
を記載することとした。

提出画像は受診者情報や検診履歴とマッチング
させ、画像データサーバーに取り込み、認定審査
委員会で認定された読影医が2次読影専用ソフト
を使って読影し、最終診断・再検査指示・画像評
価を行う。胃X線検診と胃内視鏡検診の画像データ
は宮城県対がん協会のデータ管理サーバに保存さ
れているため、両者の過去画像との比較読影が可
能になっている。

最終診断結果と事後指示は受診者にハガキ通知
すると共に、レビューチェック部位や画像改善点
などを読影レポートとして検査医にフィードバッ
クしている。再検査は受診者へのハガキ通知と検



査医に読影レポートを通じて通知・依頼するが、
一定期間内に再検査の結果報告がない場合には、
行政に連絡して受診者に受診状況を確認し、未検
者には受診勧奨を行うことにしている。

令和元年度仙台市胃がん検診胃内視鏡検査の受
診数は令和2年年3月31日時点で9464人、要精検率5.
86%、胃がん発見率0.64%（R2/3/31時点）であった。
生検率は5.29%で、生検例のうち悪性疑いは15％、
良悪性鑑別困難9％、悪性否定のため68％、胃部以
外8％であった。悪性疑い生検例の48.6％がGroup5
であり、良悪性鑑別困難では10.9%、悪性否定では
2.6%であり、悪性否定目的の生検の無駄を減らす
ことが重要と考えられた。
偶発症の発生率は0.55％で経鼻内視鏡による鼻

出血が最も多く重篤例はなかった。画像評価で改
善点ありとされた割合は、検診前期6～9月までの
集計では18.7%であったが、10~12月では12.7%、1
～3月では9.6％に低下した。

Ｄ．考察
1．高濃度低粘性バリウムを使用した胃X線検診のス
クリーニング感度は82.1％であり、検診対象者の罹
患率を検診時の有病率と推計した場合の胃がん発
見の期待値は0.17％となる。これは実測の胃がん発
見率0.16%とほぼ同等であり、スクリーニング感度
と有病率をベースとし、プロセス指標としての胃が
ん発見率の基準値を設定することには妥当性があ
るように見える。本研究データは高濃度低粘性バリ
ウムを使用したデータであるが、ガイドライン等に
収載されている胃X線検診の感度・特異度の測定デ
ータは低濃度製剤が使われている場合も多く、また、
撮影法についても新胃X線撮影法ガイドライン（20
11年改訂版）以前の古いデータである。胃X線検診
のスクリーニング精度については、最近の胃X線検
診における機器の進歩や造影剤・撮影法の改良など
が考慮されていないことにも留意すべきである。
また、胃がんの確実なリスク因子であるヘリコバ

クター・ピロリ感染については、日本人の感染率は
低下していることが報告されている。検診対象年齢
においても低リスク未感染者が増加している。
一方、平成25年2月ヘリコバクター・ピロリ感染

胃炎に対する除菌治療の保険適用拡大を受け、無症
候胃炎患者の内視鏡検査が増加し、それに伴い胃が
ん内視鏡治療が増加している。内視鏡治療可能な胃
がんの中には、胃X線検査では発見できない微小な
胃がんが多数含まれており、最近の胃X線検査のス
クリーニング感度は見かけ上は低下していると予
想される。
他方、胃X線検診の受診対象には既に10～20％ほ

どの除菌例が含まれている。除菌には胃がん罹患予
防効果があると期待されている。さらに、除菌例で
は除菌前に内視鏡検査を受けた際に、微小癌などが
先に発見されてしまっている可能性が高く、除菌後
の受診者は一般集団より有病率が低いと予想され
る。最近の胃X線検診受診者は、全国がん登録の罹
患データから予測される値よりも有病率が低い可
能性がある。
胃X線検診の感度・特異度の測定データは最近の

ならびに対象集団の有病率をベースにプロセス指
標を定めるとしても、年齢以外の要因による有病率
の変化やスクリーニング感度の低下も考慮すべき
であろう。
2．対策型胃内視鏡検診は平成28年度からその実施

が承認され、その導入を図る自治体も増加してき
ている。しかしながら、マンパワーや財源不足、
ダブルチェックを含む精度管理体制の構築につい
ては多くの課題がある。胃内視鏡検診の場合、1次
検査と同時に施行された生検とダブルチェックに
よる再検査が要精検として扱われるが、生検の対
象についても検査医の間で考え方に違いがあり、
健康増進事業報告にみる要精検率には大きなバラ
ツキがある。生検は出血や穿孔などの重篤な偶発
症のリスクを伴う手技であり、生検率の厳格なコ
ントロールが必要である。

また、胃内視鏡検診を導入した地域の殆どは、1
年1回の胃X線検診との併用であり、2年1回の胃内
視鏡検診との受診者管理についても課題がある。2
年1回の胃内視鏡検診と1年1回の胃X線検診が混在
することについては、行政の事務手続きの煩雑さ
を招くことになるが、検診を享受する住民の立場
に立てば、胃内視鏡検診と胃X線検診のどちらを選
択してもほぼ同等の効果が得られるような検診提
供が望ましい。2年1回の胃内視鏡検診と1年1回の
胃X線検診の受診者管理については、前年受診歴と
照合することによって当該申込者が胃内視鏡検診
の対象か否かを判断することが可能である。受診
者管理の仕様基準についても検討課題と考える。

胃内視鏡検診については、導入初期の混乱が多
く、プロセス評価基準を定められる状況にはない。
胃内視鏡検診は1次検診と同時に精密検査該当の
生検が実施できるため、検査自体は胃X線検診の精
密検査や日常診療の内視鏡検査と変わりが無い。
このため、診療と検診との区別が曖昧になってし
まい、検査医によっては診療の延長上で検診を行
っている場合も多く、検診としての精度管理の意
義が十分に理解されているとは言い難い。

胃内視鏡検査は、胃X線検診と異なり、検査法の
標準化が進んでいないため、個別に実施される検
査の質を担保するためには、ダブルチェックによ
る精度評価は必須であるが、そのあり方について
も課題が多い。ダブルチェックによる再検査の指
示は悪性疑いを前提とした要精検扱いであるが、
良性病変に対する臨床上の経過観察を目的とした
検査を再検査と混乱している場合もあり、今後検
討が必要であろう。

胃内視鏡検診は1次検診と同時に精密検査が実
施されてしまうという点で、他の検診にはない特
殊な状況にあり、精度管理体制の構築においても
こうした特殊な検診実施体制を勘案して検討する
必要であろう。

Ｅ．結論
１．胃X線検診ではスクリーニング感度や有病率を
ベースとしたプロセス指標の設定は妥当であるが、
最近のヘリコバクター・ピロリの未感染者や除菌者
の増加による対象集団の有病率への影響やスクリ
ーニング感度の低下を踏まえ、各種プロセス指標の
調整が望まれる。
２．胃内視鏡検診については、ダブルチェック導入
当初の混乱が続いており、適正な精度管理のために
は、生検や再検査といった要精検の取り扱い、受診
者の履歴管理に関する課題の整理・再検討が必要と
考える。

Ｆ．健康危険情報
なし



Ｇ．研究発表
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研究報告書

厚生労働科学研究費補助金（がん対策推進総合研究事業）

「レセプトデータを用いた職域がん検診の精度評価の試み」

研究分担者

小川 俊夫 国際医療福祉大学大学院医療福祉学研究科 教授

喜多村 祐里 大阪大学医学系研究科 招聘教授

研究要旨

死亡率減少効果が確実に認められているがん検診であっても、検診が正しく実施されているかどうかを常に、

評価し、改善点があれば直ちにフィードバックできていなければ、検診効果を十分に発揮することはできない。

厚労省では、平成15年頃から精度管理指標やその活用方法について検討し始め、平成20年「今後の我が国にお

けるがん検診事業評価の在り方について」の報告書(1)において初めて示された。３つの精度管理指標のうち、

「事業評価のためのチェックリスト」（平成28年に国立がん研究センターにより改定）は、がん検診の技術・

体制について定めたものであり、都道府県、市区町村、および検診機関の各々に対して最低限整備すべき技術・

体制指標である。一方、プロセス指標は、受診者の募集、スクリーニング、精密検査への誘導、精密検査、お

よび事業評価に分かれており、各プロセスが適切に行われるよう基準値（許容値、目標値）を設け、健康増進

法に基づく地域保健事業報告において報告することが義務付けられている。しかし、職域がん検診においては、

このような精度管理の仕組みがないため、検診効果が十分に発揮されているとは言い難い。

そこで当該分担研究では、職域がん検診において、組織的な精度管理の仕組みを整備するとともに、近年そ

の利用価値が注目されつつあるレセプトデータを用いた迅速かつ適切な精度管理指標の開発を試みる。研究２

年目の本年度は、昨年度検討したレセプトを用いたがん患者の特定手法の改訂を試みたほか、幅広い保険者で

実現可能な手法について検討した。

Ａ．研究目的

本研究の目的は、保険者保有のレセプトデータ

を用いて職域がん検診における精度評価を行い、

即応性のある精度管理手法を開発することである。

研究2年目の本年度は、昨年度検討したレセプトを

用いたがん患者の特定手法の改訂を試みたほか、幅

広い保険者で実現可能な手法について検討した。

Ｂ．研究方法

本年度研究においては、保険者で幅広く実施可能

なレセプトデータを用いたがん患者特定ロジック

の構築について検討を行った。このため、全国健康

保険協会（以下、協会けんぽ）及び2つの健康保険

組合（以下、A健保組合、B健保組合）の協力を得

て、保険者において保有するレセプトデータの解析

と、その活用法について検討を行った。また、この

検討結果は「手順書」として取りまとめを実施した

（別添資料１参照）。

手順書の作成にあたり、今年度は特に、（１）昨年

度研究で構築したレセプト傷病名と診療行為、医

薬品を用いたがん患者特定手法の精緻化、（２）健

保組合共通のレセプトを用いたがん患者抽出手法

の検討、の 2つについて実施した。

（１）レセプト傷病名、診療行為、医薬品情報を用

いたがん患者特定手法の精緻化

昨年度研究で検討したレセプト傷病名、診療行為、

医薬品情報を用いたがん患者特定手法の精緻化を

目的として、本年度研究では、臨床専門家の協力に

より、診療行為コードの見直しを実施した。

（２）健保組合共通のレセプトを用いたがん患者抽

出手法の検討

レセプトなどの保険者が保有する各種データは、

保険者によってそのデータ保管と利用の状況が大

きく異なることを鑑み、保険者における多様な環境

において共通のレセプトを用いたがん患者特定手

法の構築について検討した。具体的には、A健保組

合の協力を得て、支払基金から毎月送られてくる電

子レセプト情報（レセプト電算ファイル）に着目し、

この電子レセプト情報を用いたがん患者特定手法

について検討を実施した。なお本研究では、昨年度

に引き続き、胃、大腸、肺、乳房、および子宮頸部



の５部位を分析対象とした。

具体的には、i) 電子レセプトファイルの解析、ii)
識別コードを用いたファイルの分割とがん患者フ

ラグ付加、iii)集約と名寄せ、の手順でがん患者の特

定を試みた。また、iv)手順の自動化についても試み

た。

i) 電子レセプトファイルの解析

支払基金の電子レセプト情報のうち、医科電子レ

セプトファイル及びDPCレセプト電算ファイルの

構造を解析した。

ii) 識別コードごとのファイルの分割とがん患者フ

ラグ付加

医科電子レセプトファイル及びDPCレセプト電

算ファイルにおける「識別コード」情報を用いて、

『レセプト共通レコード』『保険者レコード』『診

療行為レコード』などのレコードごとに分割した。

分割したレコードごとに、レセプト傷病名、診療行

為、医薬品などの各種コードの有無を判定し、その

結果を「フラグ」として付加した。

iii) 集約と名寄せ

フラグが付加された各種レコードをレセプトご

とに集約した上で、個人ごとに名寄せを実施し、レ

セプトごとにがん治療の有無の判定を試みた。

iv) 手順の自動化

本研究の作業は、SPSSを用いて実施した。この

一連の作業の自動化を実現すべく、SPSSのシンタ

ックスの取りまとめを実施した。

さらに、上記の方法の実現可能性と妥当性を確認

するために、A健保組合で1カ月分のレセプトデー

タを用いてがん患者の抽出を試行したほか、B健保

組合においても同様の作業を試行した。その上で、

本研究で用いたレセプト詳細情報を用いたがん患

者の特定手法の妥当性について検討を行った。

（倫理面への配慮）

人を対象とする医学系研究に関する倫理指針を

遵守し、解析対象者の特定が不可能であるデータ

のみを用いた。

Ｃ．研究結果

（１）レセプト傷病名、診療行為、医薬品情報を用

いたがん患者特定手法の精緻化

昨年度検討したレセプト傷病名、診療行為、医薬

品に関するコード一覧それぞれをアップデートし

た。なお、具体的なコード一覧は、本報告の「別添

資料２」を参照されたい。

i) レセプト傷病名

昨年度構築したレセプト傷病名リストについて、

臨床の専門家の意見を踏まえて改訂した。

ii) 診療行為

該当部位ごとの臨床の専門家による検討を踏ま

えて、診療行為コードの改訂を行った。その際に、

大腸がんと子宮頸がんでは、がん患者の抽出に確実

に使えるコードと、その可能性はあるものの検討が

必要なコードに区分して抽出した。

さらに、放射線治療など部位共通のがん診療にか

かる診療行為もあるとの指摘が得られたことから、

部位共通コードについても、各部位の専門家に加え

て放射線治療の専門家へのヒアリングなどを通じ

て、取りまとめを実施した。

iii) 医薬品

昨年度構築した医薬品リストを用いて、本年度研

究を実施した。

（２）健保組合共通のレセプトを用いたがん患者抽

出手法の検討

本年度研究では、基金からの電子レセプト情報

を用いたがん患者抽出ロジックの構築を、以下の手

順で試行した。なお、詳細は「別添資料１」を参照

されたい。

i) 電子レセプトファイルの解析

電子レセプト情報のうち、医科電子レセプトファ

イル及びDPCレセプト電算ファイルの構造を、基金

サンプルファイルなどを用いて実施した。

例えば、医科電子レセプトファイルのうち、医科

レセプトの詳細情報は、「 11_RECODEINFO_
MED.CSV」として提供されている。このファイル

には、『レセプト共通レコード』『保険者レコード』

『傷病名レコード』『診療行為レコード』『医薬品

レコード』の5つに区分できることが明らかになっ

た。また、それぞれのレコードに格納されている情

報について、明らかにした。

また、傷病名レコードにおいて、「疑い」病名を

「修飾語」コードとして把握されていることから、

がん疑い患者のレセプトと、がん患者レセプトとを

区別することが可能である。そのため、この修飾語

コードにおける「疑い」の有無を把握することで、

がん患者をより正確に把握できることが明らかに

なったことから、本研究でもこの「疑い」情報の有

無を把握できるようにした。
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ii) 識別コードを用いたファイルの分割とがん患者

フラグ付加

医科電子レセプトファイル及びDPCレセプト電

算ファイルを「識別コード」ごとに分割し、分割後

のそれぞれのレコードごとにレセプト傷病名、診療

行為、医薬品などの各種コードの有無の判定結果を

「フラグ」として付加した。

iii) 集約と名寄せ

フラグが付加された各種レコードをレセプトご

とに集約した上で、個人ごとに名寄せを実施した。

また、がんレセプト特定のロジックとして、がん傷

病名が記載され、かつがん診療行為、医薬品の何か

あるいは両方が記載されたレセプトとし、個人ごと

のレセプトを名寄せすることで、がん患者を特定し

た。

iv) 手順の自動化

本研究で構築した一連の作業の自動化を目的と

して、作業過程をすべてSPSSのシンタックスとし

て取りまとめ、再現性を実施した。A健保組合の協

力により作成したシンタックスを用いて、B健保組

合でもがん患者特定を試行したところ、がん患者の

特定が可能であることが明らかになった。

これらの結果を踏まえ、レセプトを用いたがん患

者抽出の手法をSPSSシンタックスとして取りまと

めた。詳細は本報告の「別添資料３」を参照された

い。なお、このシンタックスの妥当性と実用可能性

について検討するために、現在本研究に参加してい

る複数の健保組合においてがん患者抽出を試行中

である。

上記のレセプトを用いたがん患者の特定につい

ては、A健保組合の2019年3月レセプトを用いて試

行した。A健保組合の2019年3月は、103,404人分の

レセプトが支払基金から送られてきており、本研究

の手法を用いることで、以下の480人ががん患者で

あると推定された。

胃がん 42

肺がん 49

大腸がん 115
乳がん 243

子宮頸がん 31

合計 480

また、このうち複数の部位でがん治療が行われ

ている、いわゆる多重がん患者は、

 大腸がんと胃がん 3名
 大腸がんと肺がん 1名
 大腸がんと乳がん 2名
 肺がんと乳がん 2名

と推定された。

Ｄ．考察

本研究により、レセプト詳細情報を用いることで、

がん患者の特定がかなり正確にまた簡便に可能で

あることが示唆された。

特に、本年度研究で構築した支払基金からのレセ

プト電子ファイルを用いたがん患者の特定手法を

用いることで、健保組合など支払基金を利用してい

るすべての保険者で共通の手法でがん患者の特定

が可能であることが示唆された。また、がん疑いで

の診療を把握できるようになったことで、より正確

にがん患者の特定が可能になったと考えられる。

一方で、本研究にはいくつかの課題が存在する。

第一に、レセプト傷病名と診療行為や医薬品など

レセプトの詳細情報を組み合わせてがん患者を抽

出する本研究の手法の妥当性について検討が必要

である。具体的には、本研究の手法を用いてレセプ

トを用いて抽出したがん患者情報と、がん登録情報

との突き合わせなどで、その妥当性について検証す

る必要がある。

第二に、本研究では多様な保険者の環境に適応し、

かつ簡便にレセプトを用いたがん患者の抽出を可

能とすべく、自動化についても取り組んだ。本年度

成果として、この自動化のプログラムがある程度完

成したことは大きな成果である一方で、このプログ

ラムはSPSSがインストールされたPCでのみ実現可

能であることは、SPSSを導入している保険者がご

くわずかであることから、本研究の手法の限界でも

ある。今後は、より汎用的な環境でがん患者の抽出

が可能となるようなシステム開発が必要と考えら

れる。

第三に、本研究は特定の保険者のレセプトを活

用する前提で実施したが、退職や転職などで保険

者を移動したがん患者の追跡は不可能であり、あ

くまでも同一の保険者に継続して加入しているこ

とが前提となる。

本研究で試行したレセプトを用いたがん患者の抽

出手法を用いることで、かなり正確にがん患者の

特定が可能になるばかりでなく、がん患者特定の

ための追加の情報収集などが必要なく、保険者が

保有しているレセプト情報のみでがん患者特定が

可能になること、さらに即時性が高いという利点

もあると考えられる。



今後、本手法の妥当性を検討した上で、実用化に

向けた検討を実施することで、職域がん検診の精度

管理に活用できると考えられるほか、レセプトを用

いたがん研究への活用に大いに期待される。

Ｅ．結論

保険者保有のレセプトデータを用いることで、が

ん患者の特定が簡便かつ正確にできる可能性が本

研究により示された。今後、本研究で用いた手法の

妥当性を検討した上で、本手法の実用化に向けた検

討を行いたいと考えている。レセプトを用いたがん

患者抽出手法が確立できれば、保険者において実施

したがん検診の精度管理が簡便に可能であると考

えられ、また感度・特異度などの各種指標の算出と

活用も可能になることで、わが国のがん検診の精度

向上に寄与するものと考えられる。

Ｆ．健康危険情報

該当なし

Ｇ．研究発表

1. 論文発表

なし

2. 学会発表

第92回日本産業衛生学会総会（2019年、於・名古

屋国際会議場）「レセプトを用いた職域がん検診

の精度管理指標の算出手法の検討」

小川俊夫、喜多村祐里、高橋宏和、飯地智紀、山

口真寛、武藤正樹、今村知明、祖父江友孝

Ｈ．知的財産権の出願・登録状況

（予定を含む。）

1. 特許取得

なし

2. 実用新案登録

なし

3.その他



レセプトを用いたがん患者の特定 手順書

Ver. 8 （2020.03.06作成）

国際医療福祉大学 小川俊夫

レセプトを用いたがん患者の特定は、レセプトデータベースからがんに関する傷病名、診療行為、医薬品が

記載されたレセプトを探索し、それらを組み合わせることで実現する。具体的な手順は、医科レセプト及び

DPCごとに、がん関連の傷病名、診療行為、医薬品のコードの記載有無を確認して「フラグ」を作成し、患

者 ID で名寄せをして医科レセプトと DPC レセプトを統合し、がん患者一覧を作成、の手順で抽出する。さ

らに、新規がん患者の特定手法についても説明する。

SI

RE 診療年月 氏名

HO
保険者
番号 記号 番号

SY 傷病名
コード

修飾語
コード

診療行為
コード

IY 医薬品
コード

1

2

3

5

6

レセプト
ID

レセプト
ID

レセプト
ID

レセプト
ID

レセプト
ID

SB
傷病
コード

修飾語
コード

RE 診療年月 氏名

HO 保険者
番号

記号 番号

BU DPCコード

1

2

3

4 ICDコード

DPCレセプト
ID

DPCレセプト
ID

DPCレセプト
ID

DPCレセプト
ID

基金医科レセプトファイル 基金DPCファイル

傷病名
レコード

レセプト共
通レコード

保険者
レコード

診療行為
レコード

医薬品
レコード

レセプト共
通レコード

保険者
レコード

傷病名
レコード

該当項目ごとに分解

傷病フラグ 治療フラグ
医薬品
フラグ

DPC傷病
フラグ

フラグ作成

レセプト
ID 診療年月 記号番号 傷病フラグ 治療フラグ

医薬品
フラグ

DPC
レセプト

ID
診療年月 記号番号

DPC傷病
フラグ

名寄せ

個人ID がん患者
フラグ

統合

診療年月

本手順書は、基金からのレセプト電算処理システムで提供される電子ファイルを用いて、統計解析ソフトSPSS
でのがん患者抽出作業を想定しており、変数名や作業名称など SPSS 特有の用語・コマンドを用いている。ま

た、MSACCESSでの作業手順も別途取りまとめる予定である。

別添資料１



１．医科レセプト

支払基金から毎月送られてくる電子レセプト情報（レセプト電算ファイル）のうち医科レセプト関連の情報

を用いて、以下の手順でがんレセプトを抽出する。

（１） 医科電子レセプトファイルの SPSS への取り込み

支払基金からのファイルのうち、「0.COMMON001_MED」フォルダにがん患者を抽出するための医科レセプ

トの詳細情報が、「11_RECODEINFO_MED.CSV」として格納されている。このファイルを SPSS データとし

て保存する。なお、支払基金からのデータは月ごとに届くことから、例えば 2019 年 5 月データであれば、

「11_RECODEINFO_MED201905.CSV」などのように年月がわかるファイル名に変更する。

CSVファイルを SPSS に取り込む際に、6、7列目を文字列とする必要があるため以下の手順で行う。

1) 「ファイル」「データのインポート」「CSV データ」から該当するファイルを選択

2) ポップアップ画面で「高度なオプション（テキストウィザード）」ボタンをクリック。

3) 「続行」を数回押し、「データプレビューで選択されている変数の仕様」画面で、変数名 V7 を選択して「データ形

式」を「文字列」に変更して続行

4) 取り込んだファイルは適切な名前をつけて保存（例えば、「基金医科レセ 201810.sav」など

取り込んだ結果のファイル構造は以下のようになっており、1枚のレセプトの各種情報が複数の行として収載

されている。このうち、最初の列にレセプトごとの連番（レセ連番）が振られており、CSVファイルを加工

しないでそのまま取り込むと、レセプトごと・レセ連番ごとに並んでいる。

SI

RE 診療年月 氏名

HO 保険者
番号

記号 番号

SY
傷病名
コード

修飾語
コード

診療行為
コード

IY 医薬品
コード

1

2

3

5

6

レセ連番
識別

コード
V5 V6 V7 V8

レセプト共通レコード

保険者レコード

傷病名レコード

診療行為レコード

医薬品レコード

レセプト1枚
SY 傷病名

コード
修飾語
コード

4 傷病名レコード

IY 医薬品
コード

7 医薬品レコード

性別

V9

生年月日

V10

（２） レセプト ID 付加

取り込んだファイルにはレセプトごとの連番コードがふられている（レセ連番）が、レセプトごとの識別 ID
は存在しない。そのため、レセプトごとに区分するための「レセプト ID」を作成する。手順としては、行番

号を作成し、レセ連番と組み合わせることで実施する。

1) 行番号の作成：以下のシンタックスで「ID」という変数を作成（エクセルでは関数「ROW (B1)」で作成）
COMPUTE ID=$casenum.
EXECUTE.*

2) レセプト ID の作成：以下のシンタックスで「ID 計算」という変数を作成
COMPUTE ID計算=ID - V2.
EXECUTE.



（３） 識別コードごとの分解

取り込んだファイルを、識別コードのうちがん患者抽出に用いる診療行為コード（SI）、医薬品コード（IY）、
傷病コード（SY）の各コードで分解する。

SI

RE 診療年月 氏名

HO 保険者
番号

記号 番号

SY 傷病名
コード

修飾語
コード

診療行為
コード

IY
医薬品
コード

1

2

3

5

6

レセプト共通レコード

保険者レコード

傷病名レコード

診療行為レコード

医薬品レコード

レセプト
ID

レセプト
ID

レセプト
ID

レセプト
ID

レセプト
ID

基金レセプトファイル

SISY 傷病名
コード

修飾語
コード

診療行為
コード

IY 医薬品
コード

3 5

6

傷病名レコード
診療行為レコード

医薬品レコード

レセプト
ID

レセプト
ID

レセプト
ID

（４） 傷病コード、診療行為コード、医薬品コードを用いたフラグ付加と集約

別添のがん傷病名、診療行為、医薬品コード一覧を用いて、該当するコードが記載されたレセプトに対して

「フラグ」を付加したうえで、レセプトごとにフラグを集約する。なお、傷病情報にはいわゆる「疑い」病

名が存在するため、疑い病名を含むフラグと疑い病名を除外したフラグの 2種類を用意する。

a) 傷病フラグの付加と集約

識別コード SYを用いて傷病コードを抽出する。次に、基金傷病マスターを用いて、該当するがん部位ごとに

該当するコードが記載されたレセプトにフラグ「1」を付加する。コード一覧は、別添を参照されたい。また、

「疑い」病名を把握するため、「修飾語コード」に 8002 として記載されている「疑い」病名について別途フ

ラグ「0」を付加する。この作業により、以下の 6つのフラグが付加される。

胃がんフラグ

肺がんフラグ

大腸がんフラグ

乳がんフラグ

子宮頸がんフラグ

疑いフラグ

次に、レセプトごとに作成したフラグを集約（集計）する。その際に、疑いフラグを含む傷病フラグと、疑

いフラグを含まない傷病フラグの 2種類を作成したうえで、集約する。この作業により、10個のフラグが付

加される。

1) 疑いフラグを含む傷病フラグの集約

５つのがん部位のフラグを単純にレセプトごとに集計

2) 疑いフラグを含まない傷病フラグの集約

疑いフラグ「0」と傷病フラグ「1」を掛け合わせることで、疑いフラグ項目はゼロとして集計

され、疑いフラグのない項目だけが集計される。具体的には、以下のように疑いなしフラグを

別途作成する。



DATASETACTIVATE 傷病.
COMPUTE 胃がん傷病フラグ疑いなし=胃がん傷病フラグ * 疑いフラグ.
COMPUTE 肺がん傷病フラグ疑いなし=肺がん傷病フラグ * 疑いフラグ.
COMPUTE 大腸がん傷病フラグ疑いなし=大腸がん傷病フラグ * 疑いフラグ.
COMPUTE 乳がん傷病フラグ疑いなし=乳がん傷病フラグ * 疑いフラグ.
COMPUTE 子宮頸がん傷病フラグ疑いなし=子宮頸がん傷病フラグ * 疑いフラグ.
EXECUTE.

SY 傷病名
コード

修飾語
コード

3レセプト
ID

SY 傷病名
コード

修飾語
コード

3レセプト
ID

がん傷病
フラグ
胃がん

レセプト
ID

傷病名コードからがん傷病フラグ付加

レセプトIDごとに集計

がん傷病
フラグ
肺がん

がん傷病
フラグ

大腸がん

がん傷病
フラグ
乳がん

がん傷病
フラグ

子宮頸がん

がん傷病
フラグ集計
肺がん

がん傷病
フラグ集計
大腸がん

がん傷病
フラグ集計
乳がん

がん傷病
フラグ集計
子宮頸がん

がん傷病
フラグ集計
胃がん

疑いフラグ

がん傷病
フラグ集計
疑いなし
肺がん

がん傷病
フラグ集計
疑いなし
大腸がん

がん傷病
フラグ集計
疑いなし
乳がん

がん傷病
フラグ集計
疑いなし

子宮頸がん

がん傷病
フラグ集計
疑いなし
胃がん

b) 診療行為フラグの付加と集約

識別コード SIを用いて診療行為コードを抽出する。次に、診療行為コードからがん患者抽出用のコード一覧

に合致する項目に対してがん治療フラグを作成し、レセプトごとに集約する。なお、この作業で作成される

フラグは以下の 7つである。

がん治療フラグ・胃がん

がん治療フラグ・肺がん

がん治療フラグ・大腸がん

がん治療フラグ・乳がん

がん治療フラグ・子宮頸がん

がん治療フラグ・共通

がん治療フラグ・放射線

SI 診療行為
コード

5レセプト
ID

診療行為コードからがん診療行為フラグ付加

SI 診療行為
コード

5レセプト
ID

レセプトIDごとに集計

レセプト
ID

がん治療
フラグ
胃がん

がん治療
フラグ
肺がん

がん治療
フラグ

大腸がん

がん治療
フラグ
乳がん

がん治療
フラグ

子宮頸がん

がん治療
フラグ
共通

がん治療
フラグ
放射線

がん治療
フラグ集計
胃がん

がん治療
フラグ集計
肺がん

がん治療
フラグ集計
大腸がん

がん治療
フラグ集計
乳がん

がん治療
フラグ集計
子宮頸がん

がん治療
フラグ集計

共通

がん治療
フラグ集計
放射線

c) 医薬品フラグの付加と集約

識別コード IYを用いて医薬品コードを抽出する。次に、がん部位共通の医薬品コード一覧を用いて、がん医

薬品フラグを作成し、レセプトごとに集約する。

IY 医薬品
コード

6レセプト
ID

IY
医薬品
コード6

レセプト
ID

レセプト
ID

医薬品コードからがん医薬品フラグ付加

がん医薬品
フラグ

レセプトIDごとに集計

がん医薬品
フラグ集計



（５） レセプトごとに名寄せ

レセプトごとに、レセプト共通レコード（RE）から診療年月と氏名、保険者レコード（HO）から記号番号を

抽出し、さらに傷病フラグ、診療行為フラグ、医薬品フラグをレセプト IDで名寄せする。

レセプト
ID

がん傷
病フラグ

レセプト
ID

診療年
月

氏名
レセプト

ID 記号 番号
レセプト

ID
がん治療
フラグ

レセプト
ID

がん医薬
品フラグ

がん傷
病フラグ

レセプト
ID

診療年
月

氏名 記号 番号
がん治療
フラグ

がん医薬
品フラグ

レセプトごとに名寄せ

がん傷病
フラグ疑
いなし

がん傷病
フラグ疑
いなし

生年月
日

生年月
日

（６） がんレセプトフラグ作成

傷病フラグ、治療フラグ、医薬品フラグを組み合わせて、がんレセプトフラグを作成する。具体的には、傷

病フラグかつ治療フラグ、あるいは傷病フラグかつ医薬品フラグが存在するレセプトを抽出する。また、「疑

い」症例ではないがんレセプトフラグも併せて抽出する。

レセプト
ID 診療年月 氏名 記号 番号

がん傷病
フラグ

がん治療
フラグ
胃がん

がん治療
フラグ
共通

がん治療
フラグ
放射線

がん医薬品
フラグ疑いフラグ

a 1 1 1 1 1
b 1 0 1 1 1 1

c 1 1 1
d 1 0 1 1

e 1 1
f 1 0 1

レセプト
ID 診療年月 氏名 記号 番号

胃がん
レセプラグ

胃がんレセ
フラグ疑い

なし

a 4 4
b 4 0

c 2 2
d 2 0

e 1 1
f 1 0

レセフラグ算出

例） a 胃がんレセフラグ＝1×1＋ 1×1＋ 1×1＋ 1×1＝4

例） d 胃がんレセフラグ疑いなし＝1×0×1＋ 1×0×1＝0

具体的には、胃がんの場合は、以下のように胃がんレセプトフラグを作成する。

胃がんレセフラグ ＝ 胃がん傷病フラグ× がん治療フラグ胃がん ＋

胃がん傷病フラグ× がん治療フラグ共通 ＋

胃がん傷病フラグ× がん治療フラグ放射線 ＋

胃がん傷病フラグ× がん医薬品フラグ

胃がんレセフラグ疑いなし ＝ 胃がん傷病フラグ× 疑いフラグ× がん治療フラグ胃がん ＋

胃がん傷病フラグ× 疑いフラグ× がん治療フラグ共通 ＋

胃がん傷病フラグ× 疑いフラグ× がん治療フラグ放射線 ＋

胃がん傷病フラグ× 疑いフラグ× がん医薬品フラグ

上記作業が完了したら、「基金医科レセプト 201901.sav」など適切な名前をつけて保存。



２．DPC レセプト

支払基金から毎月送られてくる電子レセプト情報（レセプト電算ファイル）のうち DPCレセプト関連の情報

を用いて、以下の手順でがんレセプトを抽出する。

（１） DPC レセプト電算ファイルの SPSS への取り込み

支払基金からのファイルのうち、「0.COMMON001_MED」フォルダにデータベースを構築するための DPCレ

セプトの詳細情報が、「12_RECODEINFO_DPC.CSV」として格納されている。このファイルを SPSSデータと

して保存する。なお、支払基金からのデータは月ごとに届くことから、例えば 2019年 5月データであれば、

「12_RECODEINFO_DPC201905.CSV」などのように年月がわかるファイル名に変更する。また、CSVファイ

ルを SPSS に取り込む際に、5、6、7列目を文字列で取り込む。

取り込んだ結果のファイル構造は以下のようになっており、1枚のレセプトの各種情報が複数の行として収載

されている。このうち、最初の列にレセプトごとの連番（レセ連番）が振られており、CSVファイルを加工

しないでそのまま取り込むと、レセプトごと・レセ連番ごとに並んでいる。

SB 傷病
コード

修飾語
コード

RE 診療年月 氏名

HO 保険者
番号

記号 番号

BU DPCコード

1

2

3

4

レセ連番
識別

コード
V5 V6 V7 V8

ICDコード

レセプト共通レコード

保険者レコード

診療群分類レコード

傷病レコード

DPCレセプト1枚

（２） レセプト ID 付加

医科レセプトと同様に、DPCレセプトごとの識別 IDは存在しない。そのため、レセプトごとに区分するため

の「レセプト ID」を作成する。手順としては、行番号を作成し、レセ連番と組み合わせることで実施する。

詳細は医科レセプトでの作業手順を参照されたい。

（３） 傷病レコードの抽出とがん DPC フラグの付加、集約

ICDコードを用いて、該当するがん部位ごとに該当するコードが記載されたレセプトにフラグ「1」を付加す

る。また、医科レセプトと同様に「疑い」病名を把握するため、「修飾語コード」に 8002として記載されて

いる「疑い」病名について別途フラグ「0」を付加する。詳細は医科レセプトでの作業手順を参照されたい。

がんDPC
フラグ
胃がん

DPCレセプト
ID

ICDコードからがん傷病フラグ付加

レセプトIDごとに集計

SB 傷病
コード

修飾語
コード

4 ICDコード
DPCレセプト

ID

SB 傷病
コード

修飾語
コード

4 ICDコード
DPCレセプト

ID

がんDPC
フラグ
肺がん

がんDPC
フラグ

大腸がん

がんDPC
フラグ
乳がん

がんDPC
フラグ

子宮頸がん

がんDPC
フラグ集計
胃がん

がんDPC
フラグ集計
肺がん

がんDPC
フラグ集計
大腸がん

がんDPC
フラグ集計
乳がん

がんDPC
フラグ集計
子宮頸がん

がん傷病
フラグ集計
疑いなし
肺がん

がん傷病
フラグ集計
疑いなし
大腸がん

がん傷病
フラグ集計
疑いなし
乳がん

がん傷病
フラグ集計
疑いなし

子宮頸がん

がん傷病
フラグ集計
疑いなし
胃がん

疑いフラグ

（４） レセプトごとに名寄せ

レセプトごとに、レセプト共通レコード（RE）から診療年月と氏名、保険者レコード（HO）から記号番号を

抽出し、さらに傷病フラグを DPCレセプト IDで名寄せする。



DPCレセプト
ID 記号 番号診療年月 氏名

レセプトIDで名寄せ

DPCレセプト
ID 診療年月 氏名

DPCレセプト
ID 記号 番号

保険者レコードレセプト共通レコード 傷病名レコード

DPCレセプト
ID

がんDPC
フラグ
胃がん

がんDPC
フラグ
胃がん

がんDPC
フラグ疑い

なし
胃がん

がんDPC
フラグ疑い

なし
胃がん

上記作業が完了したら、「基金 DPCレセプト 201901.sav」など適切な名前をつけて保存。



３．レセプトと DPCの統合と集約

（１） レセプトと DPC の統合

医科レセプトと DPCレセプトの作業結果を統合する。

（２） がん患者フラグの作成

記号番号と診療年月で集約し、がん患者フラグを作成する。

DPC
レセプト

ID
記号 番号

診療年
月 氏名

がんDPC
フラグ

がんDPC
フラグ疑
いなし

レセプト
ID

診療年
月

氏名 記号 番号
がん
レセ
プラグ

がん
レセ

フラグ疑
いなし

DPC
レセプト

ID
記号 番号

診療年
月

氏名
がんDPC
フラグ

がんDPC
フラグ疑
いなし

レセプト
ID

診療年
月 氏名 記号 番号

がん
レセ
プラグ

がん
レセ

フラグ疑
いなし

統合

診療年
月 氏名 記号 番号

がん
患者
プラグ

がん
患者
フラグ

疑いなし

記号番号と診療年月で集計

医科レセプト DPCレセプト

４．年次がん患者フラグの作成
年ごとに作成したファイルを結合し、がん患者フラグを作成する。

診療年
月

氏名 記号 番号
がん
患者
プラグ

がん
患者
フラグ

疑いなし

診療年
月

氏名 記号 番号
がん
患者
プラグ

がん
患者
フラグ

疑いなし

診療年
月 氏名 記号 番号

がん
患者
プラグ

がん
患者
フラグ

疑いなし

診療年
月

氏名 記号 番号

がん
患者
プラグ

がん
患者
フラグ

疑いなし

患者ごとに年集計

診療年 氏名 記号 番号
がん
患者
プラグ

がん
患者
フラグ

疑いなし



５．新規がん患者の特定

上記で特定したがん患者のうち、新規がん患者を特定する。ただし、新規がん患者はあくまで分析対象期間

において、一定期間分析対象がん部位のがん治療が行われず、その後がん治療を開始した患者であり、以下

の点を留意する必要がある。

● 分析対象期間より前に行われたがん治療は把握できないため、新規がん患者に一部既存がん患者が含まれる

可能性がある。

● 複数のがん部位の治療を受けているがん患者については、分析対象のがん部位以外のがん治療は把握でき

ない。

（１） がん患者の在籍期間の確認

1 「がん患者一覧」ファイルと保険者が保有する「適用」ファイルを開き、「変数の追加」により個人 ID をキー変

数として、資格取得日、資格喪失日を「がん患者一覧」ファイルに付加する。

2 分析対象期間（例えば、2014〜2018 年）を通じて、当該保険者に在籍した人を特定する。その場合、資格取

得日と分析対象期間の初日、資格喪失日と分析対象期間の最終日との差を求めることで、判定可能。

2014〜2018年度を分析対象期間とすると、初日は2014/04/01で、最終日は2019/03/31となる。この初日

と最終日の変数を「がん患者一覧」ファイルで作成する。

3 以下のシンタックスを利用して、年月日データの差を求める（例：分析対象期間初日から資格取得日）。この

差がマイナスになると、分析対象期間の途中で加入したことになるので、分析対象から除外する。同様に、

資格喪失日と分析対象期間の最終日の差を計算し、分析対象期間に資格喪失した人を把握する。

COMPUTE 月数差=DATEDIFF（分析対象期間初日,資格取得日,”months”）.
EXECUTE.

（２） Wash-out 期間の指定

「がん患者一覧」ファイルを開き、分析対象期間初日から「初出がん治療年月」の間のがんレセプトがない

期間を計算する。その際には、以下の手順で実施する。

1 初出がん治療年月（文字列）を「初出がん治療年月日」などと別名の変数として保存して、年月日データ（日

付）に加工（例えば、201607を2016/07/01に変更）し、分析対象期間初日から初出治療年月日までの月数

を求める

COMPUTE 初出がん治療年月日= DATE.DMY(1,MOD(年月,100),RND（年月/100）.
FORMATS 初出がん治療年月日 (SDATE10).
COMPUTE 月数差=DATEDIFF（初出がん治療年月日,分析対象期間初日,”months”）.
EXECUTE.

2 がん治療開始より前の 2 年間はがん治療が行われていない患者を「新規がん患者」と仮定し、分析対象期

間初日から 24 カ月以降にがん治療を開始した人を選択する。具体的には、月数差を「他の変数への値の

再割り当て」で新しい変数「新規がん患者」とし、月数差が 24 以上の場合（分析対象期間初日から 24 カ月

以上がんレセプトのない人）を「1」、24 未満を「0」とする。

（３） 新規がん患者の年度ごとの把握



新規がん患者を年度ごとに把握する場合は、以下のシンタックスで「初出がん治療年月」から年度情報の変

数「初出がん治療年度」を作成する。

COMPUTE初出がん治療年度=TRUNC((初出がん治療年月-4)/100).
FORMATS 初出がん治療年度(F4.0).
EXECUTE.
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42
80
2

直
腸
Ｓ
状
部
悪
性
腫
瘍

C
19

88
48
74
9

直
腸
Ｓ
状
部
結
腸
癌

C
19

88
42
80
8

Ｋ
Ｉ
Ｔ
（
Ｃ
Ｄ
１
１
７
）
陽
性
直
腸
消
化
管
間
質
腫
瘍

C
20

88
47
83
1

Ｋ
Ｒ
Ａ
Ｓ
遺
伝
子
野
生
型
直
腸
癌

C
20

88
47
91
6

直
腸
悪
性
黒
色
腫

C
20

88
37
77
6

直
腸
カ
ル
チ
ノ
イ
ド

C
20

88
37
77
9

直
腸
癌

C
20

15
41
00
5

直
腸
癌
術
後
再
発

C
20

15
41
00
9

直
腸
癌
穿
孔

C
20

15
41
01
0

直
腸
脂
肪
肉
腫

C
20

88
45
01
7

直
腸
消
化
管
間
質
腫
瘍

C
20

88
47
88
6

直
腸
神
経
内
分
泌
細
胞
癌

C
20

88
49
17
6

直
腸
神
経
内
分
泌
腫
瘍

C
20

88
49
17
7

直
腸
平
滑
筋
肉
腫

C
20

88
46
01
8

結
腸
上
皮
内
癌

D
01
0

88
43
05
0

大
腸
腺
腫
内
癌

D
01
0

88
49
16
9

直
腸
Ｓ
状
部
上
皮
内
癌

D
01
1

88
43
08
7

直
腸
上
皮
内
癌

D
01
2

88
43
08
9

乳
が
ん

IC
D
コ
ー
ド

基
金
傷
病
マ
ス
タ

ー
コ
ー
ド

乳
頭
部
乳
癌

C
50
0

88
45
45
0

乳
房
パ
ジ
ェ
ッ
ト
病

C
50
0

88
38
48
9

乳
輪
部
乳
癌

C
50
0

88
45
45
2

乳
房
中
央
部
乳
癌

C
50
1

88
38
48
3

乳
房
上
内
側
部
乳
癌

C
50
2

88
38
47
6

乳
房
下
内
側
部
乳
癌

C
50
3

88
38
46
5

乳
房
上
外
側
部
乳
癌

C
50
4

88
38
47
5

乳
房
下
外
側
部
乳
癌

C
50
5

88
38
46
4

腋
窩
部
乳
癌

C
50
6

88
48
84
3

異
所
性
乳
癌

C
50
8

88
48
69
0

乳
房
境
界
部
乳
癌

C
50
8

88
45
45
1

Ｈ
Ｅ
Ｒ
２
陽
性
乳
癌

C
50
9

88
49
69
9

悪
性
葉
状
腫
瘍

C
50
9

88
42
66
5

炎
症
性
乳
癌

C
50
9

88
30
91
7

進
行
乳
癌

C
50
9

88
42
75
9

浸
潤
性
乳
管
癌

C
50
9

88
48
72
2

術
後
乳
癌

C
50
9

17
49
00
4

多
発
乳
癌

C
50
9

88
48
74
3

乳
癌

C
50
9

17
49
00
8

乳
癌
局
所
再
発

C
50
9

88
49
81
5

乳
癌
再
発

C
50
9

17
49
00
9

乳
癌
術
後
胸
壁
再
発

C
50
9

88
49
81
6

乳
腺
悪
性
腫
瘍

C
50
9

17
49
01
1

乳
腺
硬
癌

C
50
9

88
49
18
3

乳
腺
充
実
腺
管
癌

C
50
9

88
49
18
4

乳
頭
腺
管
癌

C
50
9

88
48
77
3

乳
房
悪
性
腫
瘍

C
50
9

17
49
01
5

乳
房
血
管
肉
腫

C
50
9

88
48
64
6

乳
房
脂
肪
肉
腫

C
50
9

88
45
02
5

乳
房
線
維
肉
腫

C
50
9

88
48
64
7

乳
房
肉
腫

C
50
9

17
49
01
7

非
浸
潤
性
小
葉
癌

D
05
0

88
48
99
2

非
浸
潤
性
乳
管
癌

D
05
1

88
48
78
2

非
浸
潤
性
乳
癌

D
05
9

88
48
99
3

子
宮
頸
が
ん

IC
D
コ
ー
ド

基
金
傷
病
マ
ス
タ

ー
コ
ー
ド

子
宮
頚
管
癌

C
53
0

18
00
00
3

子
宮
腟
部
癌

C
53
1

88
34
24
3

子
宮
頚
部
境
界
部
癌

C
53
8

88
48
88
3

子
宮
断
端
癌

C
53
8

88
34
24
2

子
宮
頚
癌

C
53
9

18
09
00
4

子
宮
頚
部
腺
癌

C
53
9

88
44
72
2

子
宮
頚
部
微
小
浸
潤
癌

C
53
9

88
42
73
9

子
宮
頚
管
上
皮
内
癌

D
06
0

88
48
88
2

子
宮
腟
部
上
皮
内
癌

D
06
1

88
48
88
8

子
宮
頚
部
上
皮
内
癌

D
06
9

18
09
01
2

子
宮
頚
部
上
皮
内
腫
瘍
・
異
型
度
３

D
06
9

88
47
02
1

（
２
）
診
療
行
為
コ
ー
ド

＜
診
療
行
為
コ
ー
ド
・
胃
が
ん
＞

診
療
行
為
コ
ー

ド
診
療
行
為
名

可
能
性

15
01
68
01
0

胃
切
除
術
（
悪
性
腫
瘍
手
術
）

必
須

15
01
68
11
0

胃
全
摘
術
（
悪
性
腫
瘍
手
術
）

必
須

15
02
76
31
0

内
視
鏡
的
胃
、
十
二
指
腸
ポ
リ
ー
プ
・
粘
膜
切
除
術
（
早
期
悪
性
腫
瘍
ポ
リ
ー
プ
）

必
須

15
02
76
41
0

内
視
鏡
的
胃
、
十
二
指
腸
ポ
リ
ー
プ
・
粘
膜
切
除
術
（
早
期
悪
性
腫
瘍
粘
膜
）

必
須

15
02
81
65
0

内
視
鏡
的
表
在
性
胃
悪
性
腫
瘍
光
線
力
学
療
法

必
須

15
03
23
01
0

内
視
鏡
的
胃
、
十
二
指
腸
ポ
リ
ー
プ
・
粘
膜
切
除
術
（
早
期
悪
性
腫
瘍
粘
膜
下
層
）

必
須

15
03
23
51
0

腹
腔
鏡
下
胃
切
除
術
（
悪
性
腫
瘍
手
術
）

必
須

15
03
23
71
0

腹
腔
鏡
下
胃
全
摘
術
（
悪
性
腫
瘍
手
術
）

必
須

15
03
37
31
0

噴
門
側
胃
切
除
術
（
悪
性
腫
瘍
切
除
術
）

必
須

15
03
77
91
0

腹
腔
鏡
下
噴
門
側
胃
切
除
術
（
悪
性
腫
瘍
切
除
術
）

必
須

15
04
06
71
0

腹
腔
鏡
下
胃
切
除
術
（
悪
性
腫
瘍
手
術
）
（
内
視
鏡
手
術
用
支
援
機
器
使
用
）

必
須

15
04
06
91
0

腹
腔
鏡
下
噴
門
側
胃
切
除
術
（
悪
性
腫
瘍
切
除
術
・
手
術
用
支
援
機
器
使
用
）

必
須

15
04
07
11
0

腹
腔
鏡
下
胃
全
摘
術
（
悪
性
腫
瘍
手
術
）
（
内
視
鏡
手
術
用
支
援
機
器
使
用
）

必
須

＜
診
療
行
為
コ
ー
ド
・
大
腸
が
ん
＞

診
療
行
為
コ
ー

ド
診
療
行
為
名

可
能
性

15
01
80
95
0

腸
閉
塞
症
手
術
（
結
腸
切
除
術
）
（
全
切
除
、
亜
全
切
除
又
は
悪
性
腫
瘍
手
術
）

必
須

15
01
81
91
0

結
腸
切
除
術
（
全
切
除
、
亜
全
切
除
又
は
悪
性
腫
瘍
手
術
）

必
須

15
01
83
11
0

結
腸
腫
瘍
摘
出
術
（
回
盲
部
腫
瘍
摘
出
術
を
含
む
）

必
須

15
01
83
41
0

内
視
鏡
的
大
腸
ポ
リ
ー
プ
・
粘
膜
切
除
術
（
長
径
２
ｃ
ｍ
以
上
）

必
須

15
01
86
81
0

直
腸
腫
瘍
摘
出
術
（
経
肛
門
）

必
須

15
01
86
91
0

直
腸
腫
瘍
摘
出
術
（
経
括
約
筋
）

必
須

15
01
87
01
0

直
腸
腫
瘍
摘
出
術
（
経
腹
及
び
経
肛
）

必
須

15
02
85
01
0

内
視
鏡
的
大
腸
ポ
リ
ー
プ
・
粘
膜
切
除
術
（
長
径
２
ｃ
ｍ
未
満
）

必
須

15
03
24
91
0

腹
腔
鏡
下
結
腸
悪
性
腫
瘍
切
除
術

必
須

15
03
48
61
0

経
肛
門
的
内
視
鏡
下
手
術
（
直
腸
腫
瘍
）

必
須

15
03
63
91
0

早
期
悪
性
腫
瘍
大
腸
粘
膜
下
層
剥
離
術

必
須

19
01
81
21
0

短
手
３
（
内
視
鏡
的
大
腸
ポ
リ
ー
プ
・
粘
膜
切
除
術
２
ｃ
ｍ
未
満
）

必
須

19
01
81
31
0

短
手
３
（
内
視
鏡
的
大
腸
ポ
リ
ー
プ
・
粘
膜
切
除
術
２
ｃ
ｍ
未
満
）
（
生
活
療
養
）

必
須

19
01
81
41
0

短
手
３
（
内
視
鏡
的
大
腸
ポ
リ
ー
プ
・
粘
膜
切
除
術
２
ｃ
ｍ
以
上
）

必
須

19
01
81
51
0

短
手
３
（
内
視
鏡
的
大
腸
ポ
リ
ー
プ
・
粘
膜
切
除
術
２
ｃ
ｍ
以
上
）
（
生
活
療
養
）

必
須

15
01
83
51
0

結
腸
ポ
リ
ー
プ
切
除
術
（
開
腹
）

可
能
性
あ
り

＜
診
療
行
為
コ
ー
ド
・
肺
が
ん
＞

診
療
行
為
コ
ー

ド
診
療
行
為
名

可
能
性

15
02
81
45
0

光
線
力
学
療
法
（
早
期
肺
が
ん
（
０
期
又
は
１
期
に
限
る
）
）

必
須

15
03
57
81
0

肺
悪
性
腫
瘍
手
術
（
部
分
切
除
）

必
須

15
03
57
91
0

肺
悪
性
腫
瘍
手
術
（
区
域
切
除
）

必
須

15
03
58
01
0

肺
悪
性
腫
瘍
手
術
（
肺
葉
切
除
又
は
１
肺
葉
を
超
え
る
）

必
須

15
03
58
11
0

肺
悪
性
腫
瘍
手
術
（
肺
全
摘
）

必
須

15
03
58
21
0

肺
悪
性
腫
瘍
手
術
（
隣
接
臓
器
合
併
切
除
を
伴
う
肺
切
除
）

必
須

15
03
58
31
0

肺
悪
性
腫
瘍
手
術
（
気
管
支
形
成
を
伴
う
肺
切
除
）

必
須

15
03
58
41
0

肺
悪
性
腫
瘍
手
術
（
気
管
分
岐
部
切
除
を
伴
う
肺
切
除
）

必
須

15
03
58
51
0

肺
悪
性
腫
瘍
手
術
（
気
管
分
岐
部
再
建
を
伴
う
肺
切
除
）

必
須

15
03
58
61
0

胸
腔
鏡
下
肺
悪
性
腫
瘍
手
術
（
部
分
切
除
）

必
須

15
03
58
71
0

胸
腔
鏡
下
肺
悪
性
腫
瘍
手
術
（
区
域
切
除
）

必
須



15
03
58
81
0

胸
腔
鏡
下
肺
悪
性
腫
瘍
手
術
（
肺
葉
切
除
又
は
１
肺
葉
を
超
え
る
）

必
須

15
04
06
11
0

胸
腔
鏡
下
肺
悪
性
腫
瘍
手
術
（
肺
葉
切
除
、
１
肺
葉
超
・
手
術
用
支
援
機
器
使
用
）

必
須

＜
診
療
行
為
コ
ー
ド
・
乳
が
ん
＞

診
療
行
為
コ
ー

ド
診
療
行
為
名

可
能
性

15
01
21
55
0

乳
癌
冷
凍
凝
固
摘
出
術

必
須

15
01
21
61
0

乳
腺
悪
性
腫
瘍
手
術
（
単
純
乳
房
切
除
術
（
乳
腺
全
摘
術
））

必
須

15
01
21
71
0

乳
腺
悪
性
腫
瘍
手
術
（
乳
房
切
除
術
・
胸
筋
切
除
を
併
施
し
な
い
）

必
須

15
01
21
81
0

乳
腺
悪
性
腫
瘍
手
術
（
乳
房
切
除
術
・
胸
筋
切
除
を
併
施
す
る
）

必
須

15
01
21
91
0

乳
腺
悪
性
腫
瘍
手
術
（
拡
大
乳
房
切
除
術
（
郭
清
を
併
施
す
る
））

必
須

15
02
62
71
0

乳
腺
悪
性
腫
瘍
手
術
（
乳
房
部
分
切
除
術
（
腋
窩
部
郭
清
を
伴
う
））

必
須

15
02
74
61
0

乳
管
腺
葉
区
域
切
除
術

必
須

15
03
03
11
0

乳
腺
悪
性
腫
瘍
手
術
（
乳
房
部
分
切
除
術
（
腋
窩
部
郭
清
を
伴
わ
な
い
）
）

必
須

15
03
16
51
0

乳
腺
悪
性
腫
瘍
手
術
（
乳
房
切
除
術
（
腋
窩
部
郭
清
を
伴
わ
な
い
））

必
須

15
03
45
87
0

乳
が
ん
セ
ン
チ
ネ
ル
リ
ン
パ
節
加
算
１

必
須

15
03
45
97
0

乳
が
ん
セ
ン
チ
ネ
ル
リ
ン
パ
節
加
算
２

必
須

15
03
86
41
0

乳
腺
悪
性
腫
瘍
手
術
（
乳
輪
温
存
乳
房
切
除
術
（
腋
窩
郭
清
を
伴
わ
な
い
）
）

必
須

15
03
86
51
0

乳
腺
悪
性
腫
瘍
手
術
（
乳
輪
温
存
乳
房
切
除
術
（
腋
窩
郭
清
を
伴
う
））

必
須

＜
診
療
行
為
コ
ー
ド
・
子
宮
頸
が
ん
＞

診
療
行
為
コ
ー

ド
診
療
行
為
名

可
能
性

15
02
17
71
0

子
宮
悪
性
腫
瘍
手
術

必
須

15
02
81
75
0

子
宮
頸
部
初
期
癌
に
対
す
る
光
線
力
学
療
法

必
須

15
02
81
95
0

子
宮
頸
部
摘
出
術
（
腟
部
切
断
術
を
含
む
）

必
須

15
03
27
01
0

子
宮
頸
部
上
皮
内
癌
レ
ー
ザ
ー
照
射
治
療

必
須

15
04
09
81
0

腹
腔
鏡
下
子
宮
悪
性
腫
瘍
手
術
（
子
宮
頸
が
ん
に
限
る
）

必
須

19
01
81
81
0

短
手
３
（
子
宮
頸
部
（
腟
部
）
切
除
術
）

必
須

19
01
81
91
0

短
手
３
（
子
宮
頸
部
（
腟
部
）
切
除
術
）
（
生
活
療
養
）

必
須

14
00
16
01
0

子
宮
腟
部
薬
物
焼
灼
法

可
能
性
あ
り

14
00
16
21
0

子
宮
腟
部
焼
灼
法

可
能
性
あ
り

15
02
16
15
0

子
宮
腟
部
冷
凍
凝
固
術

可
能
性
あ
り

15
02
16
51
0

子
宮
頸
部
（
腟
部
）
切
除
術

可
能
性
あ
り

15
02
16
65
0

子
宮
頸
部
異
形
成
上
皮
レ
ー
ザ
ー
照
射
治
療

可
能
性
あ
り

15
02
17
51
0

子
宮
全
摘
術

可
能
性
あ
り

15
02
17
61
0

広
靱
帯
内
腫
瘍
摘
出
術

可
能
性
あ
り

15
02
78
51
0

子
宮
筋
腫
摘
出
（
核
出
）
術
（
腟
式
）

可
能
性
あ
り

15
03
27
11
0

子
宮
頸
部
異
形
成
光
線
力
学
療
法

可
能
性
あ
り

15
03
27
21
0

腹
腔
鏡
下
広
靱
帯
内
腫
瘍
摘
出
術

可
能
性
あ
り

15
04
09
21
0

腹
腔
鏡
下
腟
式
子
宮
全
摘
術
（
内
視
鏡
手
術
用
支
援
機
器
使
用
）

可
能
性
あ
り

＜
診
療
行
為
コ
ー
ド
・
共
通
・
が
ん
治
療
＞

診
療
行
為
コ
ー

ド
診
療
行
為
名

可
能
性

11
30
01
21
0

悪
性
腫
瘍
特
異
物
質
治
療
管
理
料
（
尿
中
Ｂ
Ｔ
Ａ
）

必
須

11
30
01
31
0

悪
性
腫
瘍
特
異
物
質
治
療
管
理
料
（
そ
の
他
・
１
項
目
）

必
須

11
30
01
47
0

腫
瘍
マ
ー
カ
ー
検
査
初
回
月
加
算

必
須

11
30
02
11
0

悪
性
腫
瘍
特
異
物
質
治
療
管
理
料
（
そ
の
他
・
２
項
目
以
上
）

必
須

11
30
06
61
0

小
児
悪
性
腫
瘍
患
者
指
導
管
理
料

必
須

11
30
10
41
0

リ
ン
パ
浮
腫
指
導
管
理
料

必
須

11
30
12
01
0

が
ん
治
療
連
携
計
画
策
定
料
１

必
須

11
30
12
11
0

が
ん
治
療
連
携
指
導
料

必
須

11
30
12
81
0

が
ん
性
疼
痛
緩
和
指
導
管
理
料

必
須

11
30
12
97
0

小
児
加
算
（
が
ん
性
疼
痛
緩
和
指
導
管
理
料
）
（
１
５
歳
未
満
）

必
須

11
30
14
41
0

が
ん
治
療
連
携
計
画
策
定
料
２

必
須

11
30
15
21
0

が
ん
患
者
指
導
管
理
料
（
医
師
と
看
護
師
の
共
同
診
療
方
針
等
を
文
書
等
で
提
供
）

必
須

11
30
15
31
0

が
ん
患
者
指
導
管
理
料
（
医
師
・
看
護
師
が
心
理
的
不
安
軽
減
の
た
め
面
接
）

必
須

11
30
15
41
0

が
ん
患
者
指
導
管
理
料
（
医
師
等
が
抗
悪
性
腫
瘍
剤
の
必
要
性
等
を
文
書
説
明
）

必
須

11
30
22
21
0

が
ん
治
療
連
携
管
理
料
（
が
ん
診
療
連
携
拠
点
病
院
）

必
須

11
30
22
31
0

が
ん
治
療
連
携
管
理
料
（
地
域
が
ん
診
療
病
院
）

必
須

11
30
22
41
0

が
ん
治
療
連
携
管
理
料
（
小
児
が
ん
拠
点
病
院
）

必
須

11
30
22
51
0

外
来
が
ん
患
者
在
宅
連
携
指
導
料

必
須

11
40
05
61
0

在
宅
悪
性
腫
瘍
等
患
者
指
導
管
理
料

必
須

11
40
07
61
0

在
が
ん
医
総
（
在
支
診
等
）
（
処
方
箋
あ
り
）

必
須

11
40
07
71
0

在
が
ん
医
総
（
在
支
診
等
）
（
処
方
箋
な
し
）

必
須

11
40
19
51
0

在
が
ん
医
総
（
機
能
強
化
し
た
在
支
診
等
）
（
病
床
あ
り
）（
処
方
箋
あ
り
）

必
須

11
40
19
61
0

在
が
ん
医
総
（
機
能
強
化
し
た
在
支
診
等
）
（
病
床
あ
り
）（
処
方
箋
な
し
）

必
須

11
40
19
71
0

在
が
ん
医
総
（
機
能
強
化
し
た
在
支
診
等
）
（
病
床
な
し
）（
処
方
箋
あ
り
）

必
須

11
40
19
81
0

在
が
ん
医
総
（
機
能
強
化
し
た
在
支
診
等
）
（
病
床
な
し
）（
処
方
箋
な
し
）

必
須

11
40
19
97
0

死
亡
診
断
加
算
（
在
が
ん
医
総
）

必
須

11
40
21
31
0

在
宅
悪
性
腫
瘍
患
者
共
同
指
導
管
理
料

必
須

11
40
40
27
0

在
宅
緩
和
ケ
ア
充
実
診
療
所
・
病
院
加
算
（
在
が
ん
医
総
）

必
須

11
40
40
37
0

在
宅
療
養
実
績
加
算
１
（
在
が
ん
医
総
）

必
須

11
40
40
47
0

在
宅
療
養
実
績
加
算
２
（
在
が
ん
医
総
）

必
須

11
40
42
05
0

在
宅
腫
瘍
治
療
電
場
療
法
指
導
管
理
料

必
須

12
00
03
37
0

抗
悪
性
腫
瘍
剤
処
方
管
理
加
算
（
処
方
料
）

必
須

12
00
03
47
0

抗
悪
性
腫
瘍
剤
処
方
管
理
加
算
（
処
方
箋
料
）

必
須

13
00
07
51
0

抗
悪
性
腫
瘍
剤
局
所
持
続
注
入

必
須

13
00
07
97
0

抗
悪
性
腫
瘍
剤
動
脈
内
持
続
注
入
用
植
込
型
カ
テ
ー
テ
ル
設
置
（
開
腹
）

必
須

13
00
10
05
0

抗
悪
性
腫
瘍
剤
静
脈
内
持
続
注
入
用
植
込
型
カ
テ
ー
テ
ル
設
置
（
開
腹
）

必
須

13
00
10
35
0

抗
悪
性
腫
瘍
剤
腹
腔
内
持
続
注
入
用
植
込
型
カ
テ
ー
テ
ル
設
置
（
開
腹
）

必
須

14
00
08
31
0

局
所
灌
流
（
悪
性
腫
瘍
）

必
須

15
02
16
65
0

子
宮
頸
部
異
形
成
上
皮
レ
ー
ザ
ー
照
射
治
療

必
須

18
00
12
81
0

電
磁
波
温
熱
療
法
（
深
在
性
悪
性
腫
瘍
）

必
須

18
00
12
91
0

電
磁
波
温
熱
療
法
（
浅
在
性
悪
性
腫
瘍
）

必
須

18
00
33
11
0

が
ん
患
者
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
料

必
須

18
00
46
41
0

リ
ン
パ
浮
腫
複
合
的
治
療
料
（
重
症
）

必
須

18
00
46
51
0

リ
ン
パ
浮
腫
複
合
的
治
療
料
（
１
以
外
）

必
須

19
01
91
41
0

が
ん
診
療
連
携
拠
点
病
院
加
算
（
が
ん
診
療
連
携
拠
点
病
院
）

必
須

19
01
91
51
0

が
ん
診
療
連
携
拠
点
病
院
加
算
（
地
域
が
ん
診
療
病
院
）

必
須

19
01
91
61
0

小
児
が
ん
拠
点
病
院
加
算

必
須

19
02
06
57
0

が
ん
ゲ
ノ
ム
医
療
提
供
保
険
医
療
機
関
加
算

必
須

＜
診
療
行
為
コ
ー
ド
・
共
通
・
放
射
線
治
療
＞

診
療
行
為
コ
ー

ド
診
療
行
為
名

可
能
性

11
30
01
11
0

放
射
線
治
療
管
理
料
（
１
門
照
射
）

必
須

11
30
11
31
0

医
療
機
器
安
全
管
理
料
（
放
射
線
治
療
計
画
策
定
）

必
須

11
30
14
11
0

外
来
放
射
線
照
射
診
療
料

必
須

11
30
14
27
0

外
来
放
射
線
照
射
診
療
料
（
４
日
以
上
予
定
な
し
）
減
算

必
須

18
00
08
81
0

体
外
照
射
（
エ
ッ
ク
ス
線
表
在
治
療
）
（
１
回
目
）

必
須

18
00
09
27
0

術
中
照
射
療
法
加
算

必
須

18
00
09
41
0

密
封
小
線
源
治
療
（
外
部
照
射
）

必
須

18
00
09
51
0

密
封
小
線
源
治
療
（
腔
内
照
射
）
（
そ
の
他
）

必
須

18
00
09
61
0

密
封
小
線
源
治
療
（
組
織
内
照
射
）
（
そ
の
他
）

必
須

18
00
09
71
0

密
封
小
線
源
治
療
（
放
射
性
粒
子
照
射
）

必
須

18
00
12
71
0

全
身
照
射

必
須

18
00
16
97
0

体
外
照
射
用
固
定
器
具
加
算

必
須

18
00
17
01
0

密
封
小
線
源
治
療
（
腔
内
照
射
）
（
高
線
量
率
イ
リ
ジ
ウ
ム
照
射
）

必
須

18
00
18
41
0

放
射
線
治
療
管
理
料
（
非
対
向
２
門
照
射
）

必
須

18
00
18
51
0

放
射
線
治
療
管
理
料
（
４
門
以
上
の
照
射
）

必
須

18
00
18
61
0

密
封
小
線
源
治
療
（
組
織
内
照
射
）
（
高
線
量
率
イ
リ
ジ
ウ
ム
照
射
）

必
須

18
00
18
91
0

ガ
ン
マ
ナ
イ
フ
に
よ
る
定
位
放
射
線
治
療

必
須

18
00
19
01
0

放
射
線
治
療
管
理
料
（
対
向
２
門
照
射
）

必
須

18
00
19
11
0

放
射
線
治
療
管
理
料
（
３
門
照
射
）

必
須

18
00
19
21
0

放
射
線
治
療
管
理
料
（
原
体
照
射
）

必
須

18
00
19
31
0

放
射
線
治
療
管
理
料
（
運
動
照
射
）

必
須

18
00
19
41
0

体
外
照
射
（
エ
ッ
ク
ス
線
表
在
治
療
）
（
２
回
目
）

必
須



18
00
19
71
0

直
線
加
速
器
に
よ
る
放
射
線
治
療
（
定
位
放
射
線
治
療
）

必
須

18
00
20
17
0

放
射
線
治
療
専
任
加
算
（
放
射
線
治
療
管
理
料
）

必
須

18
00
20
71
0

体
外
照
射
（
高
エ
ネ
ル
ギ
ー
放
射
線
治
療
）
（
１
回
目
）
（
１
門
照
射
）

必
須

18
00
20
81
0

体
外
照
射
（
高
エ
ネ
ル
ギ
ー
放
射
線
治
療
）
（
１
回
目
）
（
対
向
２
門
照
射
）

必
須

18
00
20
91
0

体
外
照
射
（
高
エ
ネ
ル
ギ
ー
放
射
線
治
療
）
（
１
回
目
）
（
非
対
向
２
門
照
射
）

必
須

18
00
21
01
0

体
外
照
射
（
高
エ
ネ
ル
ギ
ー
放
射
線
治
療
）
（
１
回
目
）
（
３
門
照
射
）

必
須

18
00
21
11
0

体
外
照
射
（
高
エ
ネ
ル
ギ
ー
放
射
線
治
療
）
（
１
回
目
）
（
４
門
以
上
の
照
射
）

必
須

18
00
21
21
0

体
外
照
射
（
高
エ
ネ
ル
ギ
ー
放
射
線
治
療
）
（
１
回
目
）
（
運
動
照
射
）

必
須

18
00
21
31
0

体
外
照
射
（
高
エ
ネ
ル
ギ
ー
放
射
線
治
療
）
（
１
回
目
）
（
原
体
照
射
）

必
須

18
00
21
41
0

体
外
照
射
（
高
エ
ネ
ル
ギ
ー
放
射
線
治
療
）
（
２
回
目
）
（
１
門
照
射
）

必
須

18
00
21
51
0

体
外
照
射
（
高
エ
ネ
ル
ギ
ー
放
射
線
治
療
）
（
２
回
目
）
（
対
向
２
門
照
射
）

必
須

18
00
21
61
0

体
外
照
射
（
高
エ
ネ
ル
ギ
ー
放
射
線
治
療
）
（
２
回
目
）
（
非
対
向
２
門
照
射
）

必
須

18
00
21
71
0

体
外
照
射
（
高
エ
ネ
ル
ギ
ー
放
射
線
治
療
）
（
２
回
目
）
（
３
門
照
射
）

必
須

18
00
21
81
0

体
外
照
射
（
高
エ
ネ
ル
ギ
ー
放
射
線
治
療
）
（
２
回
目
）
（
４
門
以
上
の
照
射
）

必
須

18
00
21
91
0

体
外
照
射
（
高
エ
ネ
ル
ギ
ー
放
射
線
治
療
）
（
２
回
目
）
（
運
動
照
射
）

必
須

18
00
22
01
0

体
外
照
射
（
高
エ
ネ
ル
ギ
ー
放
射
線
治
療
）
（
２
回
目
）
（
原
体
照
射
）

必
須

18
00
25
27
0

施
設
基
準
不
適
合
減
算
（
放
射
線
）
（
１
０
０
分
の
７
０
）

必
須

18
00
26
51
0

放
射
性
同
位
元
素
内
用
療
法
管
理
料
（
甲
状
腺
癌
）

必
須

18
00
26
75
0

直
線
加
速
器
に
よ
る
放
射
線
治
療
（
定
位
放
射
線
治
療
・
体
幹
部
に
対
す
る
）

必
須

18
00
26
81
0

放
射
線
治
療
管
理
料
（
外
部
照
射
）

必
須

18
00
26
91
0

放
射
線
治
療
管
理
料
（
腔
内
照
射
）

必
須

18
00
27
01
0

放
射
線
治
療
管
理
料
（
組
織
内
照
射
）

必
須

18
00
27
11
0

密
封
小
線
源
治
療
（
組
織
内
照
射
）
（
前
立
腺
癌
に
対
す
る
永
久
挿
入
療
法
）

必
須

18
00
31
71
0

放
射
線
治
療
管
理
料
（
Ｉ
Ｍ
Ｒ
Ｔ
に
よ
る
体
外
照
射
）

必
須

18
00
31
87
0

外
来
放
射
線
治
療
加
算
（
放
射
線
治
療
管
理
料
）

必
須

18
00
31
91
0

体
外
照
射
（
Ｉ
Ｍ
Ｒ
Ｔ
）

必
須

18
00
32
11
0

密
封
小
線
源
治
療
（
腔
内
照
射
）
（
新
型
コ
バ
ル
ト
小
線
源
治
療
装
置
）

必
須

18
00
32
31
0

密
封
小
線
源
治
療
（
組
織
内
照
射
）
（
新
型
コ
バ
ル
ト
小
線
源
治
療
装
置
）

必
須

18
00
33
51
0

放
射
性
同
位
元
素
内
用
療
法
管
理
料
（
固
形
癌
骨
転
移
）

必
須

18
00
34
89
0

新
生
児
加
算
（
放
射
線
治
療
）

必
須

18
00
34
99
0

乳
幼
児
加
算
（
放
射
線
治
療
）

必
須

18
00
35
09
0

幼
児
加
算
（
放
射
線
治
療
）

必
須

18
00
35
19
0

小
児
加
算
（
放
射
線
治
療
）

必
須

18
00
35
27
0

体
外
照
射
呼
吸
性
移
動
対
策
加
算

必
須

18
00
35
31
0

直
線
加
速
器
に
よ
る
放
射
線
治
療
（
１
以
外
）

必
須

18
00
35
47
0

定
位
放
射
線
治
療
呼
吸
性
移
動
対
策
加
算
（
動
体
追
尾
法
）

必
須

18
00
35
57
0

定
位
放
射
線
治
療
呼
吸
性
移
動
対
策
加
算
（
そ
の
他
）

必
須

18
00
43
27
0

１
回
線
量
増
加
加
算
（
全
乳
房
照
射
）

必
須

18
00
46
97
0

粒
子
線
治
療
適
応
判
定
加
算

必
須

18
00
47
07
0

粒
子
線
治
療
医
学
管
理
加
算

必
須

18
00
54
47
0

遠
隔
放
射
線
治
療
計
画
加
算
（
放
射
線
治
療
管
理
料
）

必
須

18
00
54
51
0

放
射
性
同
位
元
素
内
用
療
法
管
理
料
（
骨
転
移
の
あ
る
去
勢
抵
抗
性
前
立
腺
癌
）

必
須

18
00
54
67
0

画
像
誘
導
放
射
線
治
療
加
算
（
体
表
面
の
位
置
情
報
）

必
須

18
00
54
77
0

画
像
誘
導
放
射
線
治
療
加
算
（
骨
構
造
の
位
置
情
報
）

必
須

18
00
54
87
0

画
像
誘
導
放
射
線
治
療
加
算
（
腫
瘍
の
位
置
情
報
）

必
須

18
00
54
97
0

１
回
線
量
増
加
加
算
（
前
立
腺
照
射
）

必
須

18
00
55
01
0

粒
子
線
治
療
（
希
少
な
疾
病
）
（
重
粒
子
線
治
療
）

必
須

18
00
55
11
0

粒
子
線
治
療
（
希
少
な
疾
病
）
（
陽
子
線
治
療
）

必
須

18
00
55
21
0

粒
子
線
治
療
（
１
以
外
の
特
定
の
疾
病
）
（
重
粒
子
線
治
療
）

必
須

18
00
55
31
0

粒
子
線
治
療
（
１
以
外
の
特
定
の
疾
病
）
（
陽
子
線
治
療
）

必
須

19
01
06
67
0

放
射
線
治
療
病
室
管
理
加
算

必
須

19
01
97
91
0

短
手
３
（
ガ
ン
マ
ナ
イ
フ
に
よ
る
定
位
放
射
線
治
療
）

必
須

19
01
98
01
0

短
手
３
（
ガ
ン
マ
ナ
イ
フ
に
よ
る
定
位
放
射
線
治
療
）
（
生
活
療
養
）

必
須

（
３
）
医
薬
品
・
薬
価
基
準
収
載
医
薬
品
コ
ー
ド
（
支
払
基
金
医
薬
品
マ
ス
タ

20
19
年

5
月

28
日
版
の
該
当
薬
効
コ
ー
ド
を

全
て
記
載
）

＜
39
2
解
毒
剤
＞

医
薬
品
コ
ー

ド

薬
価
基
準
収
載
医

薬
品
コ
ー
ド

医
薬
品
名

胃
が
ん

肺
が
ん

大
腸
が
ん

乳
が
ん

子
宮
頸
が
ん

62
08
49
60
1

39
21
00
1F
10
31
ブ
ラ
イ
ア
ン
錠
５
０
０
ｍ
ｇ

62
00
08
92
1

39
21
40
0A

10
32
ブ
ラ
イ
ア
ン
点
滴
静
注
１
ｇ

２
０
％
５
ｍ
Ｌ

62
00
05
03
6

39
22
00
1B

20
41
タ
チ
オ
ン
散
２
０
％

61
39
20
05
7

39
22
00
1F
10
98
タ
チ
オ
ン
錠
５
０
ｍ
ｇ

61
39
20
05
6

39
22
00
1F
22
48
タ
チ
オ
ン
錠
１
０
０
ｍ
ｇ

62
08
50
60
1

39
22
00
1F
23
37
ラ
ン
デ
ー
ル
チ
オ
ン
錠
１
０
０
ｍ
ｇ

62
00
04
70
2

39
22
40
0D

10
60
タ
チ
オ
ン
注
射
用
１
０
０
ｍ
ｇ

62
00
03
71
9

39
22
40
0D

31
10
グ
ル
タ
チ
オ
ン
注
射
用
２
０
０
ｍ
ｇ
「
タ
イ
ヨ
ー
」

62
00
04
70
3

39
22
40
0D

31
28
タ
チ
オ
ン
注
射
用
２
０
０
ｍ
ｇ

62
00
09
27
1

39
23
40
0A

10
10
バ
ル
筋
注
１
０
０
ｍ
ｇ
「
第
一
三
共
」

１
０
％
１
ｍ
Ｌ

62
08
52
90
4

39
23
40
0A

10
10
バ
ル
筋
注
１
０
０
ｍ
ｇ
「
Ａ
Ｆ
Ｐ
」

１
０
％
１
ｍ
Ｌ

64
39
20
03
1

39
23
40
0A

10
10
ジ
メ
ル
カ
プ
ロ
ー
ル
注
射
液

１
０
％
１
ｍ
Ｌ

64
39
20
03
7

39
25
40
0A

10
15
チ
オ
硫
酸
ナ
ト
リ
ウ
ム
注
射
液

１
０
％
２
０
ｍ
Ｌ

62
23
05
10
0

39
25
40
0A

20
11
チ
オ
硫
酸
ナ
ト
リ
ウ
ム
注
射
液

１
０
％
２
０
ｍ
Ｌ

62
23
05
10
1

39
25
40
0A

20
11
デ
ト
キ
ソ
ー
ル
静
注
液
２
ｇ

１
０
％
２
０
ｍ
Ｌ

62
00
05
11
6

39
29
00
1M

10
39
メ
タ
ル
カ
プ
タ
ー
ゼ
カ
プ
セ
ル
５
０
ｍ
ｇ

62
00
05
11
7

39
29
00
1M

20
35
メ
タ
ル
カ
プ
タ
ー
ゼ
カ
プ
セ
ル
１
０
０
ｍ
ｇ

62
00
05
11
8

39
29
00
1M

30
31
メ
タ
ル
カ
プ
タ
ー
ゼ
カ
プ
セ
ル
２
０
０
ｍ
ｇ

62
00
09
30
9

39
29
00
3C

10
59
球
形
吸
着
炭
細
粒
「
マ
イ
ラ
ン
」

62
13
20
60
1

39
29
00
3C

10
67
ク
レ
メ
ジ
ン
細
粒
分
包
２
ｇ

62
16
33
10
2

39
29
00
3C

10
75
球
形
吸
着
炭
細
粒
分
包
２
ｇ
「
日
医
工
」

62
25
85
20
1

39
29
00
3F
10
20
ク
レ
メ
ジ
ン
速
崩
錠
５
０
０
ｍ
ｇ

62
00
09
30
8

39
29
00
3M

10
46
球
形
吸
着
炭
カ
プ
セ
ル
２
０
０
ｍ
ｇ
「
マ
イ
ラ
ン
」

62
08
53
40
1

39
29
00
3M

10
54
ク
レ
メ
ジ
ン
カ
プ
セ
ル
２
０
０
ｍ
ｇ

62
16
33
00
2

39
29
00
3M

20
34
球
形
吸
着
炭
カ
プ
セ
ル
２
８
６
ｍ
ｇ
「
日
医
工
」

61
39
20
08
4

39
29
00
4F
10
25
ロ
イ
コ
ボ
リ
ン
錠
５
ｍ
ｇ

大
腸
が
ん

62
00
00
42
1

39
29
00
4F
20
21
ユ
ー
ゼ
ル
錠
２
５
ｍ
ｇ

大
腸
が
ん

62
00
00
42
4

39
29
00
4F
20
30
ロ
イ
コ
ボ
リ
ン
錠
２
５
ｍ
ｇ

大
腸
が
ん

62
25
13
00
1

39
29
00
4F
20
48
ホ
リ
ナ
ー
ト
錠
２
５
ｍ
ｇ
「
タ
イ
ホ
ウ
」

62
25
35
80
1

39
29
00
4F
20
56
ホ
リ
ナ
ー
ト
錠
２
５
ｍ
ｇ
「
Ｄ
Ｓ
Ｅ
Ｐ
」

62
25
53
70
1

39
29
00
4F
20
64
ホ
リ
ナ
ー
ト
錠
２
５
ｍ
ｇ
「
Ｊ
Ｇ
」

62
25
52
40
1

39
29
00
4F
20
72
ホ
リ
ナ
ー
ト
錠
２
５
ｍ
ｇ
「
Ｋ
Ｃ
Ｃ
」

62
25
40
80
1

39
29
00
4F
20
80
ホ
リ
ナ
ー
ト
錠
２
５
ｍ
ｇ
「
Ｎ
Ｋ
」

62
25
66
00
1

39
29
00
4F
20
99
ホ
リ
ナ
ー
ト
錠
２
５
ｍ
ｇ
「
オ
ー
ハ
ラ
」

62
25
61
40
1

39
29
00
4F
21
02
ホ
リ
ナ
ー
ト
錠
２
５
ｍ
ｇ
「
サ
ワ
イ
」

62
25
48
80
1

39
29
00
4F
21
10
ホ
リ
ナ
ー
ト
錠
２
５
ｍ
ｇ
「
武
田
テ
バ
」

62
25
44
20
1

39
29
00
4F
21
29
ホ
リ
ナ
ー
ト
錠
２
５
ｍ
ｇ
「
ト
ー
ワ
」

61
04
06
39
4

39
29
00
5M

10
29
メ
タ
ラ
イ
ト
２
５
０
カ
プ
セ
ル

２
５
０
ｍ
ｇ

62
14
95
90
3

39
29
00
6S
10
49
ア
セ
チ
ル
シ
ス
テ
イ
ン
内
用
液
１
７
．
６
％
「
あ
ゆ
み
」

62
23
89
00
1

39
29
00
7F
10
29
ノ
ベ
ル
ジ
ン
錠
２
５
ｍ
ｇ

62
23
89
10
1

39
29
00
7F
20
25
ノ
ベ
ル
ジ
ン
錠
５
０
ｍ
ｇ

62
25
73
20
1

39
29
00
8D

10
22
ジ
ャ
ド
ニ
ュ
顆
粒
分
包
９
０
ｍ
ｇ

62
25
73
30
1

39
29
00
8D

20
29
ジ
ャ
ド
ニ
ュ
顆
粒
分
包
３
６
０
ｍ
ｇ

62
00
06
79
8

39
29
00
8X

10
29
エ
ク
ジ
ェ
イ
ド
懸
濁
用
錠
１
２
５
ｍ
ｇ

62
00
06
79
9

39
29
00
8X

20
25
エ
ク
ジ
ェ
イ
ド
懸
濁
用
錠
５
０
０
ｍ
ｇ

62
23
66
70
1

39
29
00
9M

10
27
ニ
シ
ス
タ
ゴ
ン
カ
プ
セ
ル
５
０
ｍ
ｇ

62
23
66
80
1

39
29
00
9M

20
23
ニ
シ
ス
タ
ゴ
ン
カ
プ
セ
ル
１
５
０
ｍ
ｇ

62
00
02
33
6

39
29
40
0A

30
17
重
ソ
ー
注
７
％
「
Ｃ
Ｍ
Ｘ
」

２
０
ｍ
Ｌ

62
00
03
43
0

39
29
40
0A

30
17
タ
ン
ソ
ニ
ン
注
７
％

２
０
ｍ
Ｌ

62
00
04
32
1

39
29
40
0A

30
17
重
ソ
ー
注
７
％
「
ト
ー
ワ
」

２
０
ｍ
Ｌ

62
08
53
80
6

39
29
40
0A

30
17
炭
酸
水
素
ナ
ト
リ
ウ
ム
静
注
７
％
「
Ｎ
Ｐ
」

２
０
ｍ
Ｌ

62
08
53
82
2

39
29
40
0A

30
17
重
ソ
ー
注
７
％
Ｐ
Ｌ
「
Ｈ
ｐ
」

２
０
ｍ
Ｌ

62
14
27
20
2

39
29
40
0A

30
17
重
ソ
ー
静
注
７
％
「
Ｎ
Ｓ
」

２
０
ｍ
Ｌ

62
23
74
40
1

39
29
40
0A

30
17
炭
酸
水
素
ナ
ト
リ
ウ
ム
静
注
７
％
Ｐ
Ｌ
「
イ
セ
イ
」

２
０
ｍ
Ｌ



64
04
21
01
3

39
29
40
0A

30
17
プ
レ
ビ
ネ
ー
ト
注
７
％
２
０
ｍ
Ｌ

64
04
31
05
6

39
29
40
0A

30
17
炭
酸
水
素
ナ
ト
リ
ウ
ム
注
７
％
「
イ
セ
イ
」

２
０
ｍ
Ｌ

64
04
50
00
8

39
29
40
0A

30
17
炭
酸
水
素
ナ
ト
リ
ウ
ム
注
射
液
Ｔ
７
％

２
０
ｍ
Ｌ

64
39
20
05
2

39
29
40
0A

30
17
炭
酸
水
素
ナ
ト
リ
ウ
ム
注
射
液

７
％
２
０
ｍ
Ｌ

62
00
08
36
9

39
29
40
0A

32
20
炭
酸
水
素
Ｎ
ａ
静
注
７
％
Ｐ
Ｌ
「
フ
ソ
ー
」

２
０
ｍ
Ｌ

62
00
08
39
8

39
29
40
0A

32
38
メ
イ
ロ
ン
静
注
７
％

２
０
ｍ
Ｌ

62
00
08
37
0

39
29
40
0A

70
12
炭
酸
水
素
Ｎ
ａ
静
注
８
．
４
％
Ｐ
Ｌ
「
フ
ソ
ー
」

２
０
ｍ
Ｌ

62
00
08
40
0

39
29
40
0A

70
12
メ
イ
ロ
ン
静
注
８
．
４
％

２
０
ｍ
Ｌ

62
14
27
10
1

39
29
40
0A

70
12
重
ソ
ー
静
注
８
．
４
％
「
Ｎ
Ｓ
」

２
０
ｍ
Ｌ

64
39
20
05
6

39
29
40
0A

70
12
炭
酸
水
素
ナ
ト
リ
ウ
ム
注
射
液

８
．
４
％
２
０
ｍ
Ｌ

62
00
01
94
9

39
29
40
0H

10
12
炭
酸
水
素
ナ
ト
リ
ウ
ム
注
射
液

１
．
２
６
％
１
Ｌ

62
00
08
36
8

39
29
40
0H

10
12
炭
酸
水
素
Ｎ
ａ
静
注
１
．
２
６
％
バ
ッ
グ
「
フ
ソ
ー
」

１
Ｌ

62
00
02
96
0

39
29
40
0H

20
19
炭
酸
水
素
ナ
ト
リ
ウ
ム
注
射
液

７
％
２
５
０
ｍ
Ｌ

62
00
08
39
9

39
29
40
0H

20
19
メ
イ
ロ
ン
静
注
７
％

２
５
０
ｍ
Ｌ

62
00
02
96
1

39
29
40
0H

30
15
炭
酸
水
素
ナ
ト
リ
ウ
ム
注
射
液

８
．
４
％
２
５
０
ｍ
Ｌ

62
00
08
40
1

39
29
40
0H

30
15
メ
イ
ロ
ン
静
注
８
．
４
％

２
５
０
ｍ
Ｌ

62
00
04
73
1

39
29
40
1A

10
35
パ
ム
静
注
５
０
０
ｍ
ｇ
２
．
５
％
２
０
ｍ
Ｌ

62
00
05
18
2

39
29
40
2D

10
36
デ
ス
フ
ェ
ラ
ー
ル
注
射
用
５
０
０
ｍ
ｇ

62
00
02
61
8

39
29
40
3A

10
34
ロ
イ
コ
ボ
リ
ン
注
３
ｍ
ｇ

０
．
３
％
１
ｍ
Ｌ

大
腸
が
ん

64
04
06
23
0

39
29
40
6A

10
20
ウ
ロ
ミ
テ
キ
サ
ン
注
１
０
０
ｍ
ｇ

１
ｍ
Ｌ

64
04
06
23
1

39
29
40
6A

20
26
ウ
ロ
ミ
テ
キ
サ
ン
注
４
０
０
ｍ
ｇ

４
ｍ
Ｌ

62
00
05
72
4

39
29
40
7D

10
39
レ
ボ
ホ
リ
ナ
ー
ト
点
滴
静
注
用
２
５
ｍ
ｇ
「
Ｂ
Ｔ
」

大
腸
が
ん

62
00
05
71
9

39
29
40
7D

10
47
レ
ボ
ホ
リ
ナ
ー
ト
点
滴
静
注
用
２
５
ｍ
ｇ
「
Ｆ
」

大
腸
が
ん

62
00
05
71
6

39
29
40
7D

10
55
レ
ボ
ホ
リ
ナ
ー
ト
点
滴
静
注
用
２
５
ｍ
ｇ
「
Ｈ
Ｋ
」

大
腸
が
ん

62
00
05
71
7

39
29
40
7D

10
63
レ
ボ
ホ
リ
ナ
ー
ト
点
滴
静
注
用
２
５
ｍ
ｇ
「
Ｎ
Ｋ
」

大
腸
が
ん

62
00
05
71
8

39
29
40
7D

10
71
レ
ボ
ホ
リ
ナ
ー
ト
点
滴
静
注
用
２
５
ｍ
ｇ
「
Ｎ
Ｐ
」

大
腸
が
ん

62
00
05
71
5

39
29
40
7D

10
80
レ
ボ
ホ
リ
ナ
ー
ト
点
滴
静
注
用
２
５
「
オ
ー
ハ
ラ
」

２
５
ｍ
ｇ

大
腸
が
ん

62
00
05
72
0

39
29
40
7D

10
98
レ
ボ
ホ
リ
ナ
ー
ト
点
滴
静
注
用
２
５
ｍ
ｇ
「
サ
ワ
イ
」

大
腸
が
ん

62
00
05
72
1

39
29
40
7D

11
01
レ
ボ
ホ
リ
ナ
ー
ト
点
滴
静
注
用
２
５
ｍ
ｇ
「
タ
イ
ヨ
ー
」

大
腸
が
ん

62
00
05
72
2

39
29
40
7D

11
10
レ
ボ
ホ
リ
ナ
ー
ト
点
滴
静
注
用
２
５
ｍ
ｇ
「
ト
ー
ワ
」

大
腸
が
ん

62
00
05
72
3

39
29
40
7D

11
28
レ
ボ
ホ
リ
ナ
ー
ト
点
滴
静
注
用
２
５
ｍ
ｇ
「
日
医
工
」

大
腸
が
ん

62
00
05
72
5

39
29
40
7D

11
36
レ
ボ
ホ
リ
ナ
ー
ト
点
滴
静
注
用
２
５
ｍ
ｇ
「
ヤ
ク
ル
ト
」

大
腸
が
ん

62
00
07
16
1

39
29
40
7D

11
60
ア
イ
ソ
ボ
リ
ン
点
滴
静
注
用
２
５
ｍ
ｇ

大
腸
が
ん

62
00
05
72
8

39
29
40
7D

20
35
レ
ボ
ホ
リ
ナ
ー
ト
点
滴
静
注
用
１
０
０
ｍ
ｇ
「
Ｎ
Ｋ
」

大
腸
が
ん

62
00
05
72
7

39
29
40
7D

20
43
レ
ボ
ホ
リ
ナ
ー
ト
点
滴
静
注
用
１
０
０
「
オ
ー
ハ
ラ
」

１
０
０

ｍ
ｇ

大
腸
が
ん

62
00
05
72
9

39
29
40
7D

20
51
レ
ボ
ホ
リ
ナ
ー
ト
点
滴
静
注
用
１
０
０
ｍ
ｇ
「
ト
ー
ワ
」

大
腸
が
ん

62
00
05
73
0

39
29
40
7D

20
60
レ
ボ
ホ
リ
ナ
ー
ト
点
滴
静
注
用
１
０
０
ｍ
ｇ
「
ヤ
ク
ル
ト
」

大
腸
が
ん

62
00
05
87
9

39
29
40
7D

20
78
レ
ボ
ホ
リ
ナ
ー
ト
点
滴
静
注
用
１
０
０
ｍ
ｇ
「
Ｈ
Ｋ
」

大
腸
が
ん

62
00
05
88
0

39
29
40
7D

20
86
レ
ボ
ホ
リ
ナ
ー
ト
点
滴
静
注
用
１
０
０
ｍ
ｇ
「
Ｎ
Ｐ
」

大
腸
が
ん

62
00
05
88
1

39
29
40
7D

20
94
レ
ボ
ホ
リ
ナ
ー
ト
点
滴
静
注
用
１
０
０
ｍ
ｇ
「
サ
ワ
イ
」

大
腸
が
ん

62
00
07
16
2

39
29
40
7D

21
08
ア
イ
ソ
ボ
リ
ン
点
滴
静
注
用
１
０
０
ｍ
ｇ

大
腸
が
ん

62
00
08
23
4

39
29
40
7D

21
16
レ
ボ
ホ
リ
ナ
ー
ト
点
滴
静
注
用
１
０
０
ｍ
ｇ
「
Ｆ
」

大
腸
が
ん

62
00
08
54
3

39
29
40
7D

21
24
レ
ボ
ホ
リ
ナ
ー
ト
点
滴
静
注
用
１
０
０
ｍ
ｇ
「
日
医
工
」

大
腸
が
ん

62
00
09
59
0

39
29
40
7D

21
32
レ
ボ
ホ
リ
ナ
ー
ト
点
滴
静
注
用
１
０
０
ｍ
ｇ
「
Ｂ
Ｔ
」

大
腸
が
ん

62
00
09
58
9

39
29
40
7D

21
40
レ
ボ
ホ
リ
ナ
ー
ト
点
滴
静
注
用
１
０
０
ｍ
ｇ
「
タ
イ
ヨ
ー
」

大
腸
が
ん

62
00
05
72
6

39
29
40
7D

30
23
レ
ボ
ホ
リ
ナ
ー
ト
点
滴
静
注
用
５
０
ｍ
ｇ
「
日
医
工
」

大
腸
が
ん

62
23
05
00
1

39
29
40
8D

20
21
シ
ア
ノ
キ
ッ
ト
注
射
用
５
ｇ
セ
ッ
ト

（
溶
解
液
付
）

62
19
81
90
1

39
29
40
9A

10
23
ブ
リ
デ
ィ
オ
ン
静
注
２
０
０
ｍ
ｇ

２
ｍ
Ｌ

62
19
82
00
1

39
29
40
9A

20
20
ブ
リ
デ
ィ
オ
ン
静
注
５
０
０
ｍ
ｇ

５
ｍ
Ｌ

62
23
05
70
1

39
29
41
0D

10
22
サ
ビ
ー
ン
点
滴
静
注
用
５
０
０
ｍ
ｇ

62
23
75
90
1

39
29
41
1A

10
20
ホ
メ
ピ
ゾ
ー
ル
点
滴
静
注
１
．
５
ｇ
「
タ
ケ
ダ
」

62
24
02
70
1

39
29
41
2A

10
25
メ
チ
レ
ン
ブ
ル
ー
静
注
５
０
ｍ
ｇ
「
第
一
三
共
」

１
０
ｍ
Ｌ

＜
42
1
ア
ル
キ
ル
化
剤
＞

医
薬
品
コ
ー

ド

薬
価
基
準
収
載
医

薬
品
コ
ー
ド

医
薬
品
名

胃
が
ん

肺
が
ん

大
腸
が
ん

乳
が
ん

子
宮
頸
が
ん

62
00
05
94
1

42
11
00
2F
10
44
エ
ン
ド
キ
サ
ン
錠
５
０
ｍ
ｇ

乳
が
ん

62
21
81
60
1

42
11
00
2X

10
23
経
口
用
エ
ン
ド
キ
サ
ン
原
末
１
０
０
ｍ
ｇ

乳
が
ん

64
04
53
10
1

42
11
40
1D

10
33
注
射
用
エ
ン
ド
キ
サ
ン
１
０
０
ｍ
ｇ

乳
が
ん

64
42
10
03
7

42
11
40
1D

20
21
注
射
用
エ
ン
ド
キ
サ
ン
５
０
０
ｍ
ｇ

乳
が
ん

64
42
10
05
8

42
11
40
2D

10
20
注
射
用
イ
ホ
マ
イ
ド
１
ｇ

62
26
78
70
1

42
12
40
0A

10
21
リ
サ
イ
オ
点
滴
静
注
液
１
０
０
ｍ
ｇ

２
．
５
ｍ
Ｌ

62
09
04
10
1

42
13
00
2B

10
47
マ
ブ
リ
ン
散
１
％

62
00
09
11
6

42
13
40
0A

20
25
ブ
ス
ル
フ
ェ
ク
ス
点
滴
静
注
用
６
０
ｍ
ｇ

62
00
05
91
2

42
19
00
2F
10
34
ア
ル
ケ
ラ
ン
錠
２
ｍ
ｇ

62
00
04
93
9

42
19
00
3M

10
54
エ
ス
ト
ラ
サ
イ
ト
カ
プ
セ
ル
１
５
６
．
７
ｍ
ｇ

62
25
76
80
1

42
19
00
4F
10
25
テ
モ
ゾ
ロ
ミ
ド
錠
２
０
ｍ
ｇ
「
Ｎ
Ｋ
」

62
25
76
90
1

42
19
00
4F
20
21
テ
モ
ゾ
ロ
ミ
ド
錠
１
０
０
ｍ
ｇ
「
Ｎ
Ｋ
」

62
00
04
35
3

42
19
00
4M

10
24
テ
モ
ダ
ー
ル
カ
プ
セ
ル
２
０
ｍ
ｇ

62
00
04
35
4

42
19
00
4M

20
20
テ
モ
ダ
ー
ル
カ
プ
セ
ル
１
０
０
ｍ
ｇ

64
42
10
02
0

42
19
40
0D

10
29
ニ
ド
ラ
ン
注
射
用
２
５
ｍ
ｇ

64
42
10
02
1

42
19
40
0D

20
25
ニ
ド
ラ
ン
注
射
用
５
０
ｍ
ｇ

62
00
03
75
0

42
19
40
1D

10
31
ダ
カ
ル
バ
ジ
ン
注
用
１
０
０

１
０
０
ｍ
ｇ

64
42
10
06
5

42
19
40
2D

10
28
注
射
用
サ
イ
メ
リ
ン
５
０
ｍ
ｇ

64
42
10
06
6

42
19
40
2D

20
24
注
射
用
サ
イ
メ
リ
ン
１
０
０
ｍ
ｇ

64
04
51
00
6

42
19
40
3F
10
23
ア
ル
ケ
ラ
ン
静
注
用
５
０
ｍ
ｇ

（
溶
解
液
付
）

62
19
82
10
1

42
19
40
4D

10
27
テ
モ
ダ
ー
ル
点
滴
静
注
用
１
０
０
ｍ
ｇ

62
20
41
10
1

42
19
40
5D

10
21
ト
レ
ア
キ
シ
ン
点
滴
静
注
用
１
０
０
ｍ
ｇ

62
25
18
50
1

42
19
40
5D

20
28
ト
レ
ア
キ
シ
ン
点
滴
静
注
用
２
５
ｍ
ｇ

62
23
74
50
1

42
19
40
6D

10
26
ザ
ノ
サ
ー
点
滴
静
注
用
１
ｇ

62
22
13
20
1

42
19
70
0X

10
20
ギ
リ
ア
デ
ル
脳
内
留
置
用
剤
７
．
７
ｍ
ｇ

＜
42
2
代
謝
拮
抗
剤
＞

医
薬
品
コ
ー

ド

薬
価
基
準
収
載
医

薬
品
コ
ー
ド

医
薬
品
名

胃
が
ん

肺
が
ん

大
腸
が
ん

乳
が
ん

子
宮
頸
が

ん

62
00
08
77
8

42
21
00
1B

10
52
ロ
イ
ケ
リ
ン
散
１
０
％

61
42
10
09
8

42
22
00
1F
10
27
メ
ソ
ト
レ
キ
セ
ー
ト
錠
２
．
５
ｍ
ｇ

乳
が
ん

62
00
07
51
5

42
22
40
0A

10
36
メ
ソ
ト
レ
キ
セ
ー
ト
点
滴
静
注
液
２
０
０
ｍ
ｇ

８
ｍ
Ｌ

乳
が
ん

62
22
21
30
1

42
22
40
0A

20
24
メ
ソ
ト
レ
キ
セ
ー
ト
点
滴
静
注
液
１
０
０
０
ｍ
ｇ

１
，
０
０
０
ｍ
ｇ

４
０
ｍ
Ｌ

乳
が
ん

64
42
10
04
9

42
22
40
0D

10
24
注
射
用
メ
ソ
ト
レ
キ
セ
ー
ト
５
ｍ
ｇ

乳
が
ん

64
42
10
04
8

42
22
40
0D

20
20
注
射
用
メ
ソ
ト
レ
キ
セ
ー
ト
５
０
ｍ
ｇ

乳
が
ん

62
00
05
08
7

42
23
00
2D

20
83
フ
ト
ラ
フ
ー
ル
腸
溶
顆
粒
５
０
％

乳
が
ん

62
00
04
56
6

42
23
00
2M

14
19
フ
ト
ラ
フ
ー
ル
カ
プ
セ
ル
２
０
０
ｍ
ｇ

乳
が
ん

61
42
10
00
4

42
23
00
3F
10
31
５
－
Ｆ
Ｕ
錠
５
０
協
和

５
０
ｍ
ｇ

大
腸
が
ん

乳
が
ん

61
42
10
00
3

42
23
00
3F
20
38
５
－
Ｆ
Ｕ
錠
１
０
０
協
和

１
０
０
ｍ
ｇ

大
腸
が
ん

乳
が
ん

61
42
10
12
8

42
23
00
4M

10
27
フ
ル
ツ
ロ
ン
カ
プ
セ
ル
１
０
０

１
０
０
ｍ
ｇ

61
42
10
12
9

42
23
00
4M

20
23
フ
ル
ツ
ロ
ン
カ
プ
セ
ル
２
０
０

２
０
０
ｍ
ｇ

61
04
70
00
9

42
23
00
5F
10
22
ゼ
ロ
ー
ダ
錠
３
０
０

３
０
０
ｍ
ｇ

大
腸
が
ん

乳
が
ん

62
26
56
40
1

42
23
00
5F
10
30
カ
ペ
シ
タ
ビ
ン
錠
３
０
０
ｍ
ｇ
「
サ
ワ
イ
」

62
00
04
74
8

42
23
40
0A

11
06
フ
ト
ラ
フ
ー
ル
注
４
０
０
ｍ
ｇ

４
％
１
０
ｍ
Ｌ

乳
が
ん

64
42
10
04
6

42
23
40
0D

10
21
注
射
用
フ
ト
ラ
フ
ー
ル
４
０
０

４
０
０
ｍ
ｇ

乳
が
ん

62
20
47
90
1

42
23
40
1A

30
22
５
－
Ｆ
Ｕ
注
１
０
０
０
ｍ
ｇ

１
，
０
０
０
ｍ
ｇ

大
腸
が
ん

乳
が
ん

62
24
12
60
1

42
23
40
1A

30
30
フ
ル
オ
ロ
ウ
ラ
シ
ル
注
１
０
０
０
ｍ
ｇ
「
ト
ー
ワ
」
１
，
０
０
０
ｍ

ｇ
胃
が
ん

大
腸
が
ん

乳
が
ん

62
22
29
10
1

42
23
40
1A

40
29
５
－
Ｆ
Ｕ
注
２
５
０
ｍ
ｇ

大
腸
が
ん

乳
が
ん

62
24
12
50
1

42
23
40
1A

40
37
フ
ル
オ
ロ
ウ
ラ
シ
ル
注
２
５
０
ｍ
ｇ
「
ト
ー
ワ
」

胃
が
ん

大
腸
が
ん

乳
が
ん

62
00
04
82
0

42
23
70
0J
21
90
フ
ト
ラ
フ
ー
ル
坐
剤
７
５
０
ｍ
ｇ

乳
が
ん

62
00
06
50
2

42
23
70
1M

10
47
５
－
Ｆ
Ｕ
軟
膏
５
％
協
和

61
42
20
01
1

42
24
00
1M

10
20
ス
タ
ラ
シ
ド
カ
プ
セ
ル
５
０

５
０
ｍ
ｇ

61
42
20
01
2

42
24
00
1M

20
27
ス
タ
ラ
シ
ド
カ
プ
セ
ル
１
０
０

１
０
０
ｍ
ｇ

62
00
03
71
4

42
24
40
1A

10
35
キ
ロ
サ
イ
ド
注
２
０
ｍ
ｇ

62
00
03
71
5

42
24
40
1A

20
31
キ
ロ
サ
イ
ド
注
４
０
ｍ
ｇ

62
00
03
71
6

42
24
40
1A

30
38
キ
ロ
サ
イ
ド
注
６
０
ｍ
ｇ

62
00
03
71
7

42
24
40
1A

40
34
キ
ロ
サ
イ
ド
注
１
０
０
ｍ
ｇ

62
00
03
71
8

42
24
40
1A

50
30
キ
ロ
サ
イ
ド
注
２
０
０
ｍ
ｇ

62
00
03
71
3

42
24
40
1A

60
37
キ
ロ
サ
イ
ド
Ｎ
注
４
０
０
ｍ
ｇ

62
19
72
00
1

42
24
40
1A

70
25
キ
ロ
サ
イ
ド
Ｎ
注
１
ｇ

62
22
83
00
1

42
24
40
1A

70
33
シ
タ
ラ
ビ
ン
点
滴
静
注
液
１
ｇ
「
テ
バ
」

62
22
82
90
1

42
24
40
1A

80
21
シ
タ
ラ
ビ
ン
点
滴
静
注
液
４
０
０
ｍ
ｇ
「
テ
バ
」

62
09
14
30
1

42
24
40
2D

10
36
サ
ン
ラ
ビ
ン
点
滴
静
注
用
１
５
０
ｍ
ｇ

62
09
14
40
1

42
24
40
2D

20
32
サ
ン
ラ
ビ
ン
点
滴
静
注
用
２
０
０
ｍ
ｇ



62
09
14
50
1

42
24
40
2D

30
39
サ
ン
ラ
ビ
ン
点
滴
静
注
用
２
５
０
ｍ
ｇ

62
22
02
40
1

42
24
40
3A

10
26
ゲ
ム
シ
タ
ビ
ン
点
滴
静
注
液
２
０
０
ｍ
ｇ
／
５
ｍ
Ｌ
「
サ
ン
ド
」

肺
が
ん

乳
が
ん

62
24
87
70
1

42
24
40
3A

10
34
ゲ
ム
シ
タ
ビ
ン
点
滴
静
注
液
２
０
０
ｍ
ｇ
／
５
ｍ
Ｌ
「
Ｎ
Ｋ
」

肺
が
ん

乳
が
ん

62
22
02
50
1

42
24
40
3A

20
22
ゲ
ム
シ
タ
ビ
ン
点
滴
静
注
液
１
ｇ
／
２
５
ｍ
Ｌ
「
サ
ン
ド
」

肺
が
ん

乳
が
ん

62
24
87
80
1

42
24
40
3A

20
30
ゲ
ム
シ
タ
ビ
ン
点
滴
静
注
液
１
ｇ
／
２
５
ｍ
Ｌ
「
Ｎ
Ｋ
」

肺
が
ん

乳
が
ん

62
24
60
40
1

42
24
40
3A

30
29
ゲ
ム
シ
タ
ビ
ン
点
滴
静
注
液
２
０
０
ｍ
ｇ
／
５
．
３
ｍ
Ｌ
「
ホ
ス
ピ
ー

ラ
」

肺
が
ん

乳
が
ん

62
24
60
50
1

42
24
40
3A

40
25
ゲ
ム
シ
タ
ビ
ン
点
滴
静
注
液
１
ｇ
／
２
６
．
３
ｍ
Ｌ
「
ホ
ス
ピ
ー
ラ
」

肺
が
ん

乳
が
ん

64
04
54
01
3

42
24
40
3D

10
30
ジ
ェ
ム
ザ
ー
ル
注
射
用
２
０
０
ｍ
ｇ

肺
が
ん

乳
が
ん

62
19
70
20
1

42
24
40
3D

10
57
ゲ
ム
シ
タ
ビ
ン
点
滴
静
注
用
２
０
０
ｍ
ｇ
「
タ
イ
ホ
ウ
」

肺
が
ん

乳
が
ん

62
19
73
40
1

42
24
40
3D

10
65
ゲ
ム
シ
タ
ビ
ン
点
滴
静
注
用
２
０
０
ｍ
ｇ
「
ヤ
ク
ル
ト
」

肺
が
ん

乳
が
ん

62
20
28
60
1

42
24
40
3D

10
73
ゲ
ム
シ
タ
ビ
ン
点
滴
静
注
用
２
０
０
ｍ
ｇ
「
Ｎ
Ｋ
」

肺
が
ん

乳
が
ん

62
20
19
60
1

42
24
40
3D

10
81
ゲ
ム
シ
タ
ビ
ン
点
滴
静
注
用
２
０
０
ｍ
ｇ
「
ホ
ス
ピ
ー
ラ
」

肺
が
ん

乳
が
ん

62
20
98
90
1

42
24
40
3D

11
03
ゲ
ム
シ
タ
ビ
ン
点
滴
静
注
用
２
０
０
ｍ
ｇ
「
サ
ワ
イ
」

肺
が
ん

乳
が
ん

62
20
62
10
3

42
24
40
3D

11
11
ゲ
ム
シ
タ
ビ
ン
点
滴
静
注
用
２
０
０
ｍ
ｇ
「
Ｔ
Ｙ
Ｋ
」

肺
が
ん

乳
が
ん

62
23
93
00
1

42
24
40
3D

11
38
ゲ
ム
シ
タ
ビ
ン
点
滴
静
注
用
２
０
０
ｍ
ｇ
「
日
医
工
」

肺
が
ん

乳
が
ん

64
04
54
01
2

42
24
40
3D

20
37
ジ
ェ
ム
ザ
ー
ル
注
射
用
１
ｇ

肺
が
ん

乳
が
ん

62
19
70
30
1

42
24
40
3D

20
53
ゲ
ム
シ
タ
ビ
ン
点
滴
静
注
用
１
ｇ
「
タ
イ
ホ
ウ
」

肺
が
ん

乳
が
ん

62
19
73
50
1

42
24
40
3D

20
61
ゲ
ム
シ
タ
ビ
ン
点
滴
静
注
用
１
ｇ
「
ヤ
ク
ル
ト
」

肺
が
ん

乳
が
ん

62
20
28
70
1

42
24
40
3D

20
70
ゲ
ム
シ
タ
ビ
ン
点
滴
静
注
用
１
ｇ
「
Ｎ
Ｋ
」

肺
が
ん

乳
が
ん

62
20
19
70
1

42
24
40
3D

20
88
ゲ
ム
シ
タ
ビ
ン
点
滴
静
注
用
１
ｇ
「
ホ
ス
ピ
ー
ラ
」

肺
が
ん

乳
が
ん

62
20
99
00
1

42
24
40
3D

21
00
ゲ
ム
シ
タ
ビ
ン
点
滴
静
注
用
１
ｇ
「
サ
ワ
イ
」

肺
が
ん

乳
が
ん

62
20
62
20
3

42
24
40
3D

21
18
ゲ
ム
シ
タ
ビ
ン
点
滴
静
注
用
１
ｇ
「
Ｔ
Ｙ
Ｋ
」

肺
が
ん

乳
が
ん

62
23
93
10
1

42
24
40
3D

21
34
ゲ
ム
シ
タ
ビ
ン
点
滴
静
注
用
１
ｇ
「
日
医
工
」

肺
が
ん

乳
が
ん

61
42
20
01
0

42
29
00
1M

10
27
ハ
イ
ド
レ
ア
カ
プ
セ
ル
５
０
０
ｍ
ｇ

62
00
04
87
0

42
29
00
2F
10
22
フ
ル
ダ
ラ
錠
１
０
ｍ
ｇ

62
19
29
90
1

42
29
10
0D

30
23
ユ
ー
エ
フ
テ
ィ
Ｅ
配
合
顆
粒
Ｔ
１
０
０
１
０
０
ｍ
ｇ
（
テ
ガ
フ
ー
ル

相
当
量
）

胃
が
ん

大
腸
が
ん

乳
が
ん

62
19
30
00
1

42
29
10
0D

40
20
ユ
ー
エ
フ
テ
ィ
Ｅ
配
合
顆
粒
Ｔ
１
５
０
１
５
０
ｍ
ｇ
（
テ
ガ
フ
ー
ル

相
当
量
）

胃
が
ん

大
腸
が
ん

乳
が
ん

62
19
30
10
1

42
29
10
0D

50
26
ユ
ー
エ
フ
テ
ィ
Ｅ
配
合
顆
粒
Ｔ
２
０
０
２
０
０
ｍ
ｇ
（
テ
ガ
フ
ー
ル

相
当
量
）

胃
が
ん

大
腸
が
ん

乳
が
ん

62
09
15
00
1

42
29
10
0M

20
35
ユ
ー
エ
フ
テ
ィ
配
合
カ
プ
セ
ル
Ｔ
１
０
０

１
０
０
ｍ
ｇ
（
テ
ガ
フ
ー

ル
相
当
量
）

胃
が
ん

大
腸
が
ん

乳
が
ん

62
00
09
35
3

42
29
10
1D

10
25
テ
ィ
ー
エ
ス
ワ
ン
配
合
顆
粒
Ｔ
２
０

２
０
ｍ
ｇ
（
テ
ガ
フ
ー
ル
相
当

量
）

胃
が
ん

肺
が
ん

大
腸
が
ん

乳
が
ん

62
24
30
80
1

42
29
10
1D

10
33
エ
ス
エ
ー
ワ
ン
配
合
顆
粒
Ｔ
２
０

２
０
ｍ
ｇ
（
テ
ガ
フ
ー
ル
相
当
量
）
胃
が
ん

大
腸
が
ん

乳
が
ん

62
24
34
70
1

42
29
10
1D

10
41
エ
ヌ
ケ
ー
エ
ス
ワ
ン
配
合
顆
粒
Ｔ
２
０
２
０
ｍ
ｇ
（
テ
ガ
フ
ー
ル
相

当
量
）

胃
が
ん

大
腸
が
ん

乳
が
ん

62
00
09
35
4

42
29
10
1D

20
21
テ
ィ
ー
エ
ス
ワ
ン
配
合
顆
粒
Ｔ
２
５

２
５
ｍ
ｇ
（
テ
ガ
フ
ー
ル
相
当

量
）

胃
が
ん

肺
が
ん

大
腸
が
ん

乳
が
ん

62
24
30
90
1

42
29
10
1D

20
30
エ
ス
エ
ー
ワ
ン
配
合
顆
粒
Ｔ
２
５

２
５
ｍ
ｇ
（
テ
ガ
フ
ー
ル
相
当
量
）
胃
が
ん

大
腸
が
ん

乳
が
ん

62
24
34
80
1

42
29
10
1D

20
48
エ
ヌ
ケ
ー
エ
ス
ワ
ン
配
合
顆
粒
Ｔ
２
５
２
５
ｍ
ｇ
（
テ
ガ
フ
ー
ル
相

当
量
）

胃
が
ん

大
腸
が
ん

乳
が
ん

62
22
43
00
1

42
29
10
1F
10
26
テ
ィ
ー
エ
ス
ワ
ン
配
合
Ｏ
Ｄ
錠
Ｔ
２
０
２
０
ｍ
ｇ
（
テ
ガ
フ
ー
ル
相

当
量
）

胃
が
ん

肺
が
ん

大
腸
が
ん

乳
が
ん

62
24
97
90
1

42
29
10
1F
10
34
エ
ス
エ
ー
ワ
ン
配
合
Ｏ
Ｄ
錠
Ｔ
２
０

２
０
ｍ
ｇ
（
テ
ガ
フ
ー
ル
相
当

量
）

大
腸
が
ん

乳
が
ん

62
24
87
30
1

42
29
10
1F
10
42
エ
ヌ
ケ
ー
エ
ス
ワ
ン
配
合
Ｏ
Ｄ
錠
Ｔ
２
０

２
０
ｍ
ｇ
（
テ
ガ
フ
ー
ル

相
当
量
）

大
腸
が
ん

乳
が
ん

62
25
37
50
1

42
29
10
1F
10
50
エ
ス
ワ
ン
タ
イ
ホ
ウ
配
合
Ｏ
Ｄ
錠
Ｔ
２
０

２
０
ｍ
ｇ
（
テ
ガ
フ
ー
ル

相
当
量
）

大
腸
が
ん

乳
が
ん

62
22
43
10
1

42
29
10
1F
20
22
テ
ィ
ー
エ
ス
ワ
ン
配
合
Ｏ
Ｄ
錠
Ｔ
２
５
２
５
ｍ
ｇ
（
テ
ガ
フ
ー
ル
相

当
量
）

胃
が
ん

肺
が
ん

大
腸
が
ん

乳
が
ん

62
24
98
00
1

42
29
10
1F
20
30
エ
ス
エ
ー
ワ
ン
配
合
Ｏ
Ｄ
錠
Ｔ
２
５

２
５
ｍ
ｇ
（
テ
ガ
フ
ー
ル
相
当

量
）

大
腸
が
ん

乳
が
ん

62
24
87
40
1

42
29
10
1F
20
49
エ
ヌ
ケ
ー
エ
ス
ワ
ン
配
合
Ｏ
Ｄ
錠
Ｔ
２
５

２
５
ｍ
ｇ
（
テ
ガ
フ
ー
ル

相
当
量
）

大
腸
が
ん

乳
が
ん

62
25
37
60
1

42
29
10
1F
20
57
エ
ス
ワ
ン
タ
イ
ホ
ウ
配
合
Ｏ
Ｄ
錠
Ｔ
２
５

２
５
ｍ
ｇ
（
テ
ガ
フ
ー
ル

相
当
量
）

大
腸
が
ん

乳
が
ん

62
23
97
10
1

42
29
10
1F
30
29
Ｅ
Ｅ
エ
ス
ワ
ン
配
合
錠
Ｔ
２
０

２
０
ｍ
ｇ
（
テ
ガ
フ
ー
ル
相
当
量
）

胃
が
ん

大
腸
が
ん

乳
が
ん

62
23
97
30
1

42
29
10
1F
30
37
エ
ス
ワ
ン
ケ
ー
ケ
ー
配
合
錠
Ｔ
２
０

２
０
ｍ
ｇ
（
テ
ガ
フ
ー
ル
相
当

量
）

胃
が
ん

大
腸
が
ん

乳
が
ん

62
23
97
20
1

42
29
10
1F
40
25
Ｅ
Ｅ
エ
ス
ワ
ン
配
合
錠
Ｔ
２
５

２
５
ｍ
ｇ
（
テ
ガ
フ
ー
ル
相
当
量
）

胃
が
ん

大
腸
が
ん

乳
が
ん

62
23
97
40
1

42
29
10
1F
40
33
エ
ス
ワ
ン
ケ
ー
ケ
ー
配
合
錠
Ｔ
２
５

２
５
ｍ
ｇ
（
テ
ガ
フ
ー
ル
相
当

量
）

胃
が
ん

大
腸
が
ん

乳
が
ん

62
09
15
50
1

42
29
10
1M

10
33
テ
ィ
ー
エ
ス
ワ
ン
配
合
カ
プ
セ
ル
Ｔ
２
０

２
０
ｍ
ｇ
（
テ
ガ
フ
ー
ル

相
当
量
）

胃
が
ん

肺
が
ん

大
腸
が
ん

乳
が
ん

62
22
56
00
1

42
29
10
1M

10
41
エ
ス
エ
ー
ワ
ン
配
合
カ
プ
セ
ル
Ｔ
２
０

２
０
ｍ
ｇ
（
テ
ガ
フ
ー
ル
相

当
量
）

胃
が
ん

大
腸
が
ん

乳
が
ん

62
22
54
90
1

42
29
10
1M

10
50
エ
ヌ
ケ
ー
エ
ス
ワ
ン
配
合
カ
プ
セ
ル
Ｔ
２
０

２
０
ｍ
ｇ
（
テ
ガ
フ
ー

ル
相
当
量
）

胃
が
ん

大
腸
が
ん

乳
が
ん

62
22
94
60
1

42
29
10
1M

10
68
エ
ス
ワ
ン
エ
ヌ
ピ
ー
配
合
カ
プ
セ
ル
Ｔ
２
０

２
０
ｍ
ｇ
（
テ
ガ
フ
ー

ル
相
当
量
）

胃
が
ん

大
腸
が
ん

乳
が
ん

62
22
85
70
1

42
29
10
1M

10
76
エ
ス
ワ
ン
メ
イ
ジ
配
合
カ
プ
セ
ル
Ｔ
２
０

２
０
ｍ
ｇ
（
テ
ガ
フ
ー
ル

相
当
量
）

胃
が
ん

大
腸
が
ん

乳
が
ん

62
22
66
70
1

42
29
10
1M

10
84
テ
ノ
ッ
ク
ス
配
合
カ
プ
セ
ル
Ｔ
２
０

２
０
ｍ
ｇ
（
テ
ガ
フ
ー
ル
相
当

量
）

胃
が
ん

大
腸
が
ん

乳
が
ん

62
22
75
70
1

42
29
10
1M

10
92
テ
メ
ラ
ー
ル
配
合
カ
プ
セ
ル
Ｔ
２
０

２
０
ｍ
ｇ
（
テ
ガ
フ
ー
ル
相
当

量
）

胃
が
ん

大
腸
が
ん

乳
が
ん

62
09
15
60
1

42
29
10
1M

20
30
テ
ィ
ー
エ
ス
ワ
ン
配
合
カ
プ
セ
ル
Ｔ
２
５

２
５
ｍ
ｇ
（
テ
ガ
フ
ー
ル

相
当
量
）

胃
が
ん

肺
が
ん

大
腸
が
ん

乳
が
ん

62
22
56
10
1

42
29
10
1M

20
48
エ
ス
エ
ー
ワ
ン
配
合
カ
プ
セ
ル
Ｔ
２
５

２
５
ｍ
ｇ
（
テ
ガ
フ
ー
ル
相

当
量
）

胃
が
ん

大
腸
が
ん

乳
が
ん

62
22
55
00
1

42
29
10
1M

20
56
エ
ヌ
ケ
ー
エ
ス
ワ
ン
配
合
カ
プ
セ
ル
Ｔ
２
５

２
５
ｍ
ｇ
（
テ
ガ
フ
ー

ル
相
当
量
）

胃
が
ん

大
腸
が
ん

乳
が
ん

62
22
94
70
1

42
29
10
1M

20
64
エ
ス
ワ
ン
エ
ヌ
ピ
ー
配
合
カ
プ
セ
ル
Ｔ
２
５

２
５
ｍ
ｇ
（
テ
ガ
フ
ー

ル
相
当
量
）

胃
が
ん

大
腸
が
ん

乳
が
ん

62
22
85
80
1

42
29
10
1M

20
72
エ
ス
ワ
ン
メ
イ
ジ
配
合
カ
プ
セ
ル
Ｔ
２
５

２
５
ｍ
ｇ
（
テ
ガ
フ
ー
ル

相
当
量
）

胃
が
ん

大
腸
が
ん

乳
が
ん

62
22
66
80
1

42
29
10
1M

20
80
テ
ノ
ッ
ク
ス
配
合
カ
プ
セ
ル
Ｔ
２
５

２
５
ｍ
ｇ
（
テ
ガ
フ
ー
ル
相
当

量
）

胃
が
ん

大
腸
が
ん

乳
が
ん

62
22
75
80
1

42
29
10
1M

20
99
テ
メ
ラ
ー
ル
配
合
カ
プ
セ
ル
Ｔ
２
５

２
５
ｍ
ｇ
（
テ
ガ
フ
ー
ル
相
当

量
）

胃
が
ん

大
腸
が
ん

乳
が
ん

62
00
02
60
0

42
29
40
0D

10
33
フ
ル
ダ
ラ
静
注
用
５
０
ｍ
ｇ

62
00
04
85
0

42
29
40
1D

10
20
ア
リ
ム
タ
注
射
用
５
０
０
ｍ
ｇ

肺
が
ん

62
19
32
60
1

42
29
40
1D

20
26
ア
リ
ム
タ
注
射
用
１
０
０
ｍ
ｇ

肺
が
ん

62
00
05
89
7

42
29
40
2A

10
28
ア
ラ
ノ
ン
ジ
ー
静
注
用
２
５
０
ｍ
ｇ

５
０
ｍ
Ｌ

62
22
50
60
1

42
29
40
3A

10
22
エ
ボ
ル
ト
ラ
点
滴
静
注
２
０
ｍ
ｇ

２
０
ｍ
Ｌ

62
25
73
40
1

42
29
40
4A

10
27
ジ
フ
ォ
ル
タ
注
射
液
２
０
ｍ
ｇ

１
ｍ
Ｌ

＜
42
3
抗
腫
瘍
性
抗
生
物
質
製
剤
＞

医
薬
品
コ
ー

ド

薬
価
基
準
収
載
医

薬
品
コ
ー
ド

医
薬
品
名

胃
が
ん

肺
が
ん

大
腸
が
ん

乳
が
ん

子
宮
頸
が

ん

62
00
00
32
8

42
31
40
0D

10
31
マ
イ
ト
マ
イ
シ
ン
注
用
２
ｍ
ｇ

大
腸
が
ん

62
00
00
32
9

42
31
40
0D

20
38
マ
イ
ト
マ
イ
シ
ン
注
用
１
０
ｍ
ｇ

大
腸
が
ん

62
00
07
29
9

42
33
40
0D

10
36
コ
ス
メ
ゲ
ン
静
注
用
０
．
５
ｍ
ｇ

62
00
03
79
9

42
34
40
0D

40
32
ブ
レ
オ
注
射
用
５
ｍ
ｇ

62
00
03
80
0

42
34
40
0D

50
39
ブ
レ
オ
注
射
用
１
５
ｍ
ｇ

62
00
05
22
3

42
34
40
2D

10
32
ペ
プ
レ
オ
注
射
用
５
ｍ
ｇ

62
00
05
22
4

42
34
40
2D

20
39
ペ
プ
レ
オ
注
射
用
１
０
ｍ
ｇ

62
00
05
29
9

42
34
70
0M

10
38
ブ
レ
オ
Ｓ
軟
膏
５
ｍ
ｇ
／
ｇ

62
00
05
14
8

42
35
40
0D

10
30
ア
ク
ラ
シ
ノ
ン
注
射
用
２
０
ｍ
ｇ

62
00
05
17
6

42
35
40
1D

10
35
ダ
ウ
ノ
マ
イ
シ
ン
静
注
用
２
０
ｍ
ｇ

62
00
04
85
1

42
35
40
2A

10
25
ド
キ
シ
ル
注
２
０
ｍ
ｇ

１
０
ｍ
Ｌ

乳
が
ん

62
19
95
30
1

42
35
40
2A

20
21
ド
キ
ソ
ル
ビ
シ
ン
塩
酸
塩
注
射
液
１
０
ｍ
ｇ
「
サ
ン
ド
」

５
ｍ
Ｌ

乳
が
ん

62
19
95
40
1

42
35
40
2A

30
28
ド
キ
ソ
ル
ビ
シ
ン
塩
酸
塩
注
射
液
５
０
ｍ
ｇ
「
サ
ン
ド
」

２
５
ｍ

Ｌ
乳
が
ん

62
00
03
67
5

42
35
40
2D

10
30
ア
ド
リ
ア
シ
ン
注
用
１
０

１
０
ｍ
ｇ

乳
が
ん

62
19
83
20
1

42
35
40
2D

10
48
ド
キ
ソ
ル
ビ
シ
ン
塩
酸
塩
注
射
用
１
０
ｍ
ｇ
「
Ｎ
Ｋ
」

乳
が
ん

62
19
83
30
1

42
35
40
2D

20
28
ド
キ
ソ
ル
ビ
シ
ン
塩
酸
塩
注
射
用
５
０
ｍ
ｇ
「
Ｎ
Ｋ
」

乳
が
ん

62
20
14
00
1

42
35
40
2D

20
36
ア
ド
リ
ア
シ
ン
注
用
５
０

５
０
ｍ
ｇ

乳
が
ん

62
00
03
76
2

42
35
40
3D

10
42
テ
ラ
ル
ビ
シ
ン
注
射
用
１
０
ｍ
ｇ

62
00
05
20
6

42
35
40
3D

10
50
ピ
ノ
ル
ビ
ン
注
射
用
１
０
ｍ
ｇ

62
00
03
76
3

42
35
40
3D

20
49
テ
ラ
ル
ビ
シ
ン
注
射
用
２
０
ｍ
ｇ

62
00
05
20
7

42
35
40
3D

20
57
ピ
ノ
ル
ビ
ン
注
射
用
２
０
ｍ
ｇ

62
25
13
10
1

42
35
40
3D

30
29
ピ
ノ
ル
ビ
ン
注
射
用
３
０
ｍ
ｇ

62
00
03
79
0

42
35
40
4A

10
32
フ
ァ
ル
モ
ル
ビ
シ
ン
Ｒ
Ｔ
Ｕ
注
射
液
１
０
ｍ
ｇ

５
ｍ
Ｌ

乳
が
ん

62
00
09
52
3

42
35
40
4A

10
40
エ
ピ
ル
ビ
シ
ン
塩
酸
塩
注
射
液
１
０
ｍ
ｇ
／
５
ｍ
Ｌ
「
Ｎ
Ｋ
」

乳
が
ん

62
19
66
40
1

42
35
40
4A

10
67
エ
ピ
ル
ビ
シ
ン
塩
酸
塩
注
射
液
１
０
ｍ
ｇ
／
５
ｍ
Ｌ
「
サ
ワ
イ
」

乳
が
ん

62
19
66
50
1

42
35
40
4A

10
75
エ
ピ
ル
ビ
シ
ン
塩
酸
塩
注
射
液
１
０
ｍ
ｇ
／
５
ｍ
Ｌ
「
サ
ン
ド
」

乳
が
ん



62
00
03
79
1

42
35
40
4A

20
39
フ
ァ
ル
モ
ル
ビ
シ
ン
Ｒ
Ｔ
Ｕ
注
射
液
５
０
ｍ
ｇ

２
５
ｍ
Ｌ

乳
が
ん

62
00
09
52
6

42
35
40
4A

20
47
エ
ピ
ル
ビ
シ
ン
塩
酸
塩
注
射
液
５
０
ｍ
ｇ
／
２
５
ｍ
Ｌ
「
Ｎ
Ｋ
」

乳
が
ん

62
19
66
60
1

42
35
40
4A

20
63
エ
ピ
ル
ビ
シ
ン
塩
酸
塩
注
射
液
５
０
ｍ
ｇ
／
２
５
ｍ
Ｌ
「
サ
ワ
イ
」

乳
が
ん

62
19
66
70
1

42
35
40
4A

20
71
エ
ピ
ル
ビ
シ
ン
塩
酸
塩
注
射
液
５
０
ｍ
ｇ
／
２
５
ｍ
Ｌ
「
サ
ン
ド
」

乳
が
ん

62
00
03
79
2

42
35
40
4D

10
47
フ
ァ
ル
モ
ル
ビ
シ
ン
注
射
用
１
０
ｍ
ｇ

乳
が
ん

62
00
07
22
4

42
35
40
4D

10
63
エ
ピ
ル
ビ
シ
ン
塩
酸
塩
注
射
用
１
０
ｍ
ｇ
「
Ｎ
Ｋ
」

乳
が
ん

62
00
08
17
4

42
35
40
4D

10
71
エ
ピ
ル
ビ
シ
ン
塩
酸
塩
注
射
用
１
０
ｍ
ｇ
「
サ
ワ
イ
」

乳
が
ん

62
00
03
79
3

42
35
40
4D

20
43
フ
ァ
ル
モ
ル
ビ
シ
ン
注
射
用
５
０
ｍ
ｇ

乳
が
ん

62
00
07
22
5

42
35
40
4D

20
60
エ
ピ
ル
ビ
シ
ン
塩
酸
塩
注
射
用
５
０
ｍ
ｇ
「
Ｎ
Ｋ
」

乳
が
ん

62
00
08
17
5

42
35
40
4D

20
78
エ
ピ
ル
ビ
シ
ン
塩
酸
塩
注
射
用
５
０
ｍ
ｇ
「
サ
ワ
イ
」

乳
が
ん

62
00
08
80
0

42
35
40
5D

10
33
イ
ダ
マ
イ
シ
ン
静
注
用
５
ｍ
ｇ

64
04
62
03
8

42
35
40
6D

10
20
カ
ル
セ
ド
注
射
用
２
０
ｍ
ｇ

肺
が
ん

64
04
62
03
9

42
35
40
6D

20
26
カ
ル
セ
ド
注
射
用
５
０
ｍ
ｇ

肺
が
ん

62
00
07
49
9

42
39
40
0D

10
30
マ
イ
ロ
タ
ー
グ
点
滴
静
注
用
５
ｍ
ｇ

62
26
22
40
1

42
39
40
1D

10
26
ベ
ス
ポ
ン
サ
点
滴
静
注
用
１
ｍ
ｇ

＜
42
4
抗
腫
瘍
性
植
物
成
分
製
剤
＞

医
薬
品
コ
ー

ド

薬
価
基
準
収
載
医

薬
品
コ
ー
ド

医
薬
品
名

胃
が
ん

肺
が
ん

大
腸
が
ん

乳
が
ん

子
宮
頸
が
ん

62
00
03
64
2

42
40
00
1M

10
67
ラ
ス
テ
ッ
ト
Ｓ
カ
プ
セ
ル
２
５
ｍ
ｇ

肺
が
ん

62
00
06
11
9

42
40
00
1M

10
75
ベ
プ
シ
ド
カ
プ
セ
ル
２
５
ｍ
ｇ

肺
が
ん

62
00
03
64
3

42
40
00
1M

20
63
ラ
ス
テ
ッ
ト
Ｓ
カ
プ
セ
ル
５
０
ｍ
ｇ

肺
が
ん

62
00
06
12
0

42
40
00
1M

20
71
ベ
プ
シ
ド
カ
プ
セ
ル
５
０
ｍ
ｇ

肺
が
ん

64
04
54
00
6

42
40
40
0D

10
30
オ
ン
コ
ビ
ン
注
射
用
１
ｍ
ｇ

62
00
01
33
5

42
40
40
1D

20
15
エ
ク
ザ
ー
ル
注
射
用
１
０
ｍ
ｇ

64
42
40
00
2

42
40
40
1D

20
15
注
射
用
ビ
ン
ブ
ラ
ス
チ
ン
硫
酸
塩

１
０
ｍ
ｇ

64
42
10
05
9

42
40
40
2D

10
21
注
射
用
フ
ィ
ル
デ
シ
ン
１
ｍ
ｇ

64
42
10
06
0

42
40
40
2D

20
28
注
射
用
フ
ィ
ル
デ
シ
ン
３
ｍ
ｇ

62
00
04
77
7

42
40
40
3A

20
42
ラ
ス
テ
ッ
ト
注
１
０
０
ｍ
ｇ
／
５
ｍ
Ｌ

肺
が
ん

62
00
04
76
0

42
40
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キ
サ
ン
点
滴
静
注
用
１
０
０
ｍ
ｇ

肺
が
ん

乳
が
ん

62
23
64
60
1

42
40
41
0A

10
20
ジ
ェ
ブ
タ
ナ
点
滴
静
注
６
０
ｍ
ｇ

１
．
５
ｍ
Ｌ
（
溶
解
液
付
）



＜
42
9
そ
の
他
の
腫
瘍
用
薬
＞

医
薬
品
コ
ー

ド

薬
価
基
準
収
載
医

薬
品
コ
ー
ド

医
薬
品
名

胃
が
ん

肺
が
ん

大
腸
が
ん

乳
が
ん

子
宮
頸
が
ん

62
00
02
68
0

42
91
00
2M

10
36
塩
酸
プ
ロ
カ
ル
バ
ジ
ン
カ
プ
セ
ル
５
０
ｍ
ｇ
「
中
外
」

62
00
01
88
5

42
91
00
3F
10
15
タ
モ
キ
シ
フ
ェ
ン
ク
エ
ン
酸
塩
１
０
ｍ
ｇ
錠

62
09
20
50
4

42
91
00
3F
10
15
タ
モ
キ
シ
フ
ェ
ン
錠
１
０
ｍ
ｇ
「
日
医
工
」

62
09
21
70
1

42
91
00
3F
10
15
タ
モ
キ
シ
フ
ェ
ン
錠
１
０
ｍ
ｇ
「
サ
ワ
イ
」

62
00
03
59
3

42
91
00
3F
11
63
ノ
ル
バ
デ
ッ
ク
ス
錠
１
０
ｍ
ｇ

62
09
21
50
1

42
91
00
3F
12
01
タ
モ
キ
シ
フ
ェ
ン
錠
１
０
ｍ
ｇ
「
明
治
」

62
09
21
00
5

42
91
00
3F
12
44
タ
モ
キ
シ
フ
ェ
ン
錠
１
０
ｍ
ｇ
「
Ｍ
Ｙ
Ｌ
」

62
20
53
00
1

42
91
00
3F
20
11
タ
モ
キ
シ
フ
ェ
ン
錠
２
０
ｍ
ｇ
「
サ
ワ
イ
」

62
20
75
10
1

42
91
00
3F
20
11
タ
モ
キ
シ
フ
ェ
ン
錠
２
０
ｍ
ｇ
「
日
医
工
」

62
23
17
90
0

42
91
00
3F
20
11
タ
モ
キ
シ
フ
ェ
ン
ク
エ
ン
酸
塩
２
０
ｍ
ｇ
錠

62
00
03
59
4

42
91
00
3F
20
54
ノ
ル
バ
デ
ッ
ク
ス
錠
２
０
ｍ
ｇ

62
20
41
70
1

42
91
00
3F
20
89
タ
モ
キ
シ
フ
ェ
ン
錠
２
０
ｍ
ｇ
「
明
治
」

62
09
21
90
5

42
91
00
3F
21
00
タ
モ
キ
シ
フ
ェ
ン
錠
２
０
ｍ
ｇ
「
Ｍ
Ｙ
Ｌ
」

62
00
07
08
3

42
91
00
4C

10
30
ペ
ラ
ゾ
リ
ン
細
粒
４
０
０
ｍ
ｇ

62
00
07
08
4

42
91
00
4C

20
36
ペ
ラ
ゾ
リ
ン
細
粒
８
０
０
ｍ
ｇ

61
04
63
17
2

42
91
00
5F
10
30
フ
ル
タ
ミ
ド
錠
１
２
５
「
Ｋ
Ｎ
」

１
２
５
ｍ
ｇ

62
00
06
87
6

42
91
00
5F
10
57
オ
ダ
イ
ン
錠
１
２
５
ｍ
ｇ

62
14
84
70
3

42
91
00
5F
10
73
フ
ル
タ
ミ
ド
錠
１
２
５
ｍ
ｇ
「
フ
ァ
イ
ザ
ー
」

62
00
05
10
1

42
91
00
6M

10
34
ベ
サ
ノ
イ
ド
カ
プ
セ
ル
１
０
ｍ
ｇ

61
04
07
02
2

42
91
00
7F
10
21
フ
ェ
ア
ス
ト
ン
錠
４
０
４
０
ｍ
ｇ

62
00
04
00
6

42
91
00
7F
10
30
ト
レ
ミ
フ
ェ
ン
錠
４
０
ｍ
ｇ
「
サ
ワ
イ
」

61
04
07
02
3

42
91
00
7F
20
28
フ
ェ
ア
ス
ト
ン
錠
６
０
６
０
ｍ
ｇ

62
21
69
00
1

42
91
00
7F
20
36
ト
レ
ミ
フ
ェ
ン
錠
６
０
ｍ
ｇ
「
サ
ワ
イ
」

62
00
03
53
4

42
91
00
9F
10
39
カ
ソ
デ
ッ
ク
ス
錠
８
０
ｍ
ｇ

62
00
09
41
4

42
91
00
9F
10
55
ビ
カ
ル
タ
ミ
ド
錠
８
０
ｍ
ｇ
「
Ｆ
」

62
00
09
41
5

42
91
00
9F
10
63
ビ
カ
ル
タ
ミ
ド
錠
８
０
ｍ
ｇ
「
Ｋ
Ｎ
」

62
00
09
41
2

42
91
00
9F
10
71
ビ
カ
ル
タ
ミ
ド
錠
８
０
ｍ
ｇ
「
Ｎ
Ｋ
」

62
00
09
41
3

42
91
00
9F
10
80
ビ
カ
ル
タ
ミ
ド
錠
８
０
ｍ
ｇ
「
Ｎ
Ｐ
」

62
00
09
41
1

42
91
00
9F
10
98
ビ
カ
ル
タ
ミ
ド
錠
８
０
ｍ
ｇ
「
Ｓ
Ｎ
」

62
00
09
42
0

42
91
00
9F
11
01
ビ
カ
ル
タ
ミ
ド
錠
８
０
ｍ
ｇ
「
Ｔ
Ｃ
Ｋ
」

62
00
09
40
9

42
91
00
9F
11
10
ビ
カ
ル
タ
ミ
ド
錠
８
０
ｍ
ｇ
「
あ
す
か
」

62
00
09
41
0

42
91
00
9F
11
28
ビ
カ
ル
タ
ミ
ド
錠
８
０
ｍ
ｇ
「
ア
メ
ル
」

62
00
09
41
6

42
91
00
9F
11
36
ビ
カ
ル
タ
ミ
ド
錠
８
０
ｍ
ｇ
「
サ
ワ
イ
」

62
00
09
41
7

42
91
00
9F
11
44
ビ
カ
ル
タ
ミ
ド
錠
８
０
ｍ
ｇ
「
サ
ン
ド
」

62
00
09
42
1

42
91
00
9F
11
60
ビ
カ
ル
タ
ミ
ド
錠
８
０
ｍ
ｇ
「
日
医
工
」

62
00
09
42
2

42
91
00
9F
11
79
ビ
カ
ル
タ
ミ
ド
錠
８
０
ｍ
ｇ
「
マ
イ
ラ
ン
」

62
00
09
42
3

42
91
00
9F
11
87
ビ
カ
ル
タ
ミ
ド
錠
８
０
ｍ
ｇ
「
明
治
」

62
19
38
70
1

42
91
00
9F
11
95
ビ
カ
ル
タ
ミ
ド
錠
８
０
ｍ
ｇ
「
Ｊ
Ｇ
」

62
19
27
30
1

42
91
00
9F
12
09
ビ
カ
ル
タ
ミ
ド
錠
８
０
ｍ
ｇ
「
オ
ー
ハ
ラ
」

62
19
79
30
1

42
91
00
9F
12
17
ビ
カ
ル
タ
ミ
ド
錠
８
０
ｍ
ｇ
「
ト
ー
ワ
」

62
19
12
30
1

42
91
00
9F
12
25
ビ
カ
ル
タ
ミ
ド
錠
８
０
ｍ
ｇ
「
ケ
ミ
フ
ァ
」

62
20
87
50
1

42
91
00
9F
12
41
ビ
カ
ル
タ
ミ
ド
錠
８
０
ｍ
ｇ
「
フ
ァ
イ
ザ
ー
」

62
18
97
50
1

42
91
00
9F
12
68
ビ
カ
ル
タ
ミ
ド
錠
８
０
ｍ
ｇ
「
テ
バ
」

62
22
65
60
1

42
91
00
9F
20
27
カ
ソ
デ
ッ
ク
ス
Ｏ
Ｄ
錠
８
０
ｍ
ｇ

62
24
92
60
1

42
91
00
9F
20
35
ビ
カ
ル
タ
ミ
ド
Ｏ
Ｄ
錠
８
０
ｍ
ｇ
「
Ｋ
Ｎ
」

62
24
87
20
1

42
91
00
9F
20
43
ビ
カ
ル
タ
ミ
ド
Ｏ
Ｄ
錠
８
０
ｍ
ｇ
「
Ｎ
Ｋ
」

62
25
02
90
1

42
91
00
9F
20
51
ビ
カ
ル
タ
ミ
ド
Ｏ
Ｄ
錠
８
０
ｍ
ｇ
「
あ
す
か
」

62
24
82
00
1

42
91
00
9F
20
60
ビ
カ
ル
タ
ミ
ド
Ｏ
Ｄ
錠
８
０
ｍ
ｇ
「
ケ
ミ
フ
ァ
」

62
24
98
10
1

42
91
00
9F
20
78
ビ
カ
ル
タ
ミ
ド
Ｏ
Ｄ
錠
８
０
ｍ
ｇ
「
サ
ワ
イ
」

62
25
01
50
1

42
91
00
9F
20
86
ビ
カ
ル
タ
ミ
ド
Ｏ
Ｄ
錠
８
０
ｍ
ｇ
「
日
医
工
」

62
25
07
10
1

42
91
00
9F
20
94
ビ
カ
ル
タ
ミ
ド
Ｏ
Ｄ
錠
８
０
ｍ
ｇ
「
ニ
プ
ロ
」

62
25
02
70
1

42
91
00
9F
21
08
ビ
カ
ル
タ
ミ
ド
Ｏ
Ｄ
錠
８
０
ｍ
ｇ
「
明
治
」

62
25
13
70
1

42
91
00
9F
21
16
ビ
カ
ル
タ
ミ
ド
Ｏ
Ｄ
錠
８
０
ｍ
ｇ
「
ト
ー
ワ
」

62
00
03
50
7

42
91
01
0F
10
31
ア
リ
ミ
デ
ッ
ク
ス
錠
１
ｍ
ｇ

62
21
92
60
1

42
91
01
0F
10
40
ア
ナ
ス
ト
ロ
ゾ
ー
ル
錠
１
ｍ
ｇ
「
Ｅ
Ｅ
」

62
22
13
40
1

42
91
01
0F
10
58
ア
ナ
ス
ト
ロ
ゾ
ー
ル
錠
１
ｍ
ｇ
「
Ｆ
」

62
22
22
60
1

42
91
01
0F
10
66
ア
ナ
ス
ト
ロ
ゾ
ー
ル
錠
１
ｍ
ｇ
「
Ｆ
Ｆ
Ｐ
」

62
22
04
40
1

42
91
01
0F
10
74
ア
ナ
ス
ト
ロ
ゾ
ー
ル
錠
１
ｍ
ｇ
「
Ｊ
Ｇ
」

62
22
02
70
1

42
91
01
0F
10
82
ア
ナ
ス
ト
ロ
ゾ
ー
ル
錠
１
ｍ
ｇ
「
Ｋ
Ｎ
」

62
22
08
70
1

42
91
01
0F
10
90
ア
ナ
ス
ト
ロ
ゾ
ー
ル
錠
１
ｍ
ｇ
「
Ｎ
Ｋ
」

62
22
11
20
1

42
91
01
0F
11
04
ア
ナ
ス
ト
ロ
ゾ
ー
ル
錠
１
ｍ
ｇ
「
Ｎ
Ｐ
」

62
22
20
30
1

42
91
01
0F
11
12
ア
ナ
ス
ト
ロ
ゾ
ー
ル
錠
１
ｍ
ｇ
「
Ｓ
Ｎ
」

62
21
98
50
1

42
91
01
0F
11
20
ア
ナ
ス
ト
ロ
ゾ
ー
ル
錠
１
ｍ
ｇ
「
ケ
ミ
フ
ァ
」

62
22
18
30
1

42
91
01
0F
11
47
ア
ナ
ス
ト
ロ
ゾ
ー
ル
錠
１
ｍ
ｇ
「
サ
ワ
イ
」

62
22
15
50
1

42
91
01
0F
11
55
ア
ナ
ス
ト
ロ
ゾ
ー
ル
錠
１
ｍ
ｇ
「
サ
ン
ド
」

62
21
95
50
1

42
91
01
0F
11
63
ア
ナ
ス
ト
ロ
ゾ
ー
ル
錠
１
ｍ
ｇ
「
テ
バ
」

62
21
95
00
1

42
91
01
0F
11
71
ア
ナ
ス
ト
ロ
ゾ
ー
ル
錠
１
ｍ
ｇ
「
ト
ー
ワ
」

62
22
08
40
1

42
91
01
0F
11
80
ア
ナ
ス
ト
ロ
ゾ
ー
ル
錠
１
ｍ
ｇ
「
日
医
工
」

62
22
22
70
1

42
91
01
0F
11
98
ア
ナ
ス
ト
ロ
ゾ
ー
ル
錠
１
ｍ
ｇ
「
マ
イ
ラ
ン
」

62
21
80
50
1

42
91
01
0F
12
01
ア
ナ
ス
ト
ロ
ゾ
ー
ル
錠
１
ｍ
ｇ
「
明
治
」

62
22
38
50
1

42
91
01
0F
12
10
ア
ナ
ス
ト
ロ
ゾ
ー
ル
錠
１
ｍ
ｇ
「
ア
メ
ル
」

62
23
80
20
1

42
91
01
1F
10
10
イ
マ
チ
ニ
ブ
錠
１
０
０
ｍ
ｇ
「
オ
ー
ハ
ラ
」

62
26
10
60
0

42
91
01
1F
10
10
イ
マ
チ
ニ
ブ
メ
シ
ル
酸
塩
１
０
０
ｍ
ｇ
錠

62
00
02
51
1

42
91
01
1F
10
28
グ
リ
ベ
ッ
ク
錠
１
０
０
ｍ
ｇ

62
22
91
50
1

42
91
01
1F
10
36
イ
マ
チ
ニ
ブ
錠
１
０
０
ｍ
ｇ
「
Ｅ
Ｅ
」

62
22
92
80
1

42
91
01
1F
10
44
イ
マ
チ
ニ
ブ
錠
１
０
０
ｍ
ｇ
「
Ｋ
Ｎ
」

62
22
87
10
1

42
91
01
1F
10
52
イ
マ
チ
ニ
ブ
錠
１
０
０
ｍ
ｇ
「
Ｎ
Ｋ
」

62
22
98
80
1

42
91
01
1F
10
60
イ
マ
チ
ニ
ブ
錠
１
０
０
ｍ
ｇ
「
ヤ
ク
ル
ト
」

62
23
48
70
1

42
91
01
1F
10
79
イ
マ
チ
ニ
ブ
錠
１
０
０
ｍ
ｇ
「
Ｄ
Ｓ
Ｅ
Ｐ
」

62
23
06
80
1

42
91
01
1F
10
87
イ
マ
チ
ニ
ブ
錠
１
０
０
ｍ
ｇ
「
Ｎ
Ｓ
Ｋ
Ｋ
」

62
23
57
60
1

42
91
01
1F
10
95
イ
マ
チ
ニ
ブ
錠
１
０
０
ｍ
ｇ
「
ニ
プ
ロ
」

62
23
40
20
1

42
91
01
1F
11
09
イ
マ
チ
ニ
ブ
錠
１
０
０
ｍ
ｇ
「
明
治
」

62
23
88
50
1

42
91
01
1F
11
25
イ
マ
チ
ニ
ブ
錠
１
０
０
ｍ
ｇ
「
ケ
ミ
フ
ァ
」

62
23
89
60
1

42
91
01
1F
11
33
イ
マ
チ
ニ
ブ
錠
１
０
０
ｍ
ｇ
「
サ
ワ
イ
」

62
24
14
30
1

42
91
01
1F
11
41
イ
マ
チ
ニ
ブ
錠
１
０
０
ｍ
ｇ
「
Ｊ
Ｇ
」

62
24
37
50
1

42
91
01
1F
11
50
イ
マ
チ
ニ
ブ
錠
１
０
０
ｍ
ｇ
「
Ｔ
Ｃ
Ｋ
」

62
24
11
60
1

42
91
01
1F
11
68
イ
マ
チ
ニ
ブ
錠
１
０
０
ｍ
ｇ
「
ト
ー
ワ
」

62
24
36
50
1

42
91
01
1F
11
76
イ
マ
チ
ニ
ブ
錠
１
０
０
ｍ
ｇ
「
日
医
工
」

62
24
17
50
1

42
91
01
1F
11
84
イ
マ
チ
ニ
ブ
錠
１
０
０
ｍ
ｇ
「
フ
ァ
イ
ザ
ー
」

62
24
96
00
1

42
91
01
1F
11
92
イ
マ
チ
ニ
ブ
錠
１
０
０
ｍ
ｇ
「
テ
バ
」

62
23
57
70
1

42
91
01
1F
20
24
イ
マ
チ
ニ
ブ
錠
２
０
０
ｍ
ｇ
「
ニ
プ
ロ
」

62
23
40
30
1

42
91
01
1F
20
32
イ
マ
チ
ニ
ブ
錠
２
０
０
ｍ
ｇ
「
明
治
」

62
23
75
40
1

42
91
01
1F
20
40
イ
マ
チ
ニ
ブ
錠
２
０
０
ｍ
ｇ
「
ヤ
ク
ル
ト
」

62
24
11
70
1

42
91
01
1F
20
59
イ
マ
チ
ニ
ブ
錠
２
０
０
ｍ
ｇ
「
ト
ー
ワ
」

62
24
36
60
1

42
91
01
1F
20
67
イ
マ
チ
ニ
ブ
錠
２
０
０
ｍ
ｇ
「
日
医
工
」

62
24
57
40
1

42
91
01
1F
20
75
イ
マ
チ
ニ
ブ
錠
２
０
０
ｍ
ｇ
「
サ
ワ
イ
」

61
04
62
02
6

42
91
01
2F
10
22
ア
ロ
マ
シ
ン
錠
２
５
ｍ
ｇ

62
21
15
80
1

42
91
01
2F
10
30
エ
キ
セ
メ
ス
タ
ン
錠
２
５
ｍ
ｇ
「
Ｎ
Ｋ
」

62
21
18
80
1

42
91
01
2F
10
49
エ
キ
セ
メ
ス
タ
ン
錠
２
５
ｍ
ｇ
「
マ
イ
ラ
ン
」

62
21
58
30
1

42
91
01
2F
10
57
エ
キ
セ
メ
ス
タ
ン
錠
２
５
ｍ
ｇ
「
テ
バ
」

61
04
62
02
7

42
91
01
3F
10
27
イ
レ
ッ
サ
錠
２
５
０

２
５
０
ｍ
ｇ

肺
が
ん

62
26
68
00
1

42
91
01
3F
10
35
ゲ
フ
ィ
チ
ニ
ブ
錠
２
５
０
ｍ
ｇ
「
Ｄ
Ｓ
Ｅ
Ｐ
」

62
00
02
49
1

42
91
01
4F
10
21
ア
ム
ノ
レ
イ
ク
錠
２
ｍ
ｇ

62
24
18
40
1

42
91
01
5F
10
18
レ
ト
ロ
ゾ
ー
ル
錠
２
．
５
ｍ
ｇ
「
ア
メ
ル
」

62
24
18
40
2

42
91
01
5F
10
18
レ
ト
ロ
ゾ
ー
ル
錠
２
．
５
ｍ
ｇ
「
サ
ン
ド
」

62
24
32
00
1

42
91
01
5F
10
18
レ
ト
ロ
ゾ
ー
ル
錠
２
．
５
ｍ
ｇ
「
テ
バ
」

62
24
38
90
1

42
91
01
5F
10
18
レ
ト
ロ
ゾ
ー
ル
錠
２
．
５
ｍ
ｇ
「
ニ
プ
ロ
」

62
24
75
60
0

42
91
01
5F
10
18
レ
ト
ロ
ゾ
ー
ル
２
．
５
ｍ
ｇ
錠

62
00
03
46
7

42
91
01
5F
10
26
フ
ェ
マ
ー
ラ
錠
２
．
５
ｍ
ｇ

62
24
27
40
1

42
91
01
5F
10
34
レ
ト
ロ
ゾ
ー
ル
錠
２
．
５
ｍ
ｇ
「
Ｄ
Ｓ
Ｅ
Ｐ
」

62
24
29
20
1

42
91
01
5F
10
42
レ
ト
ロ
ゾ
ー
ル
錠
２
．
５
ｍ
ｇ
「
Ｅ
Ｅ
」

62
24
29
90
1

42
91
01
5F
10
50
レ
ト
ロ
ゾ
ー
ル
錠
２
．
５
ｍ
ｇ
「
Ｆ
」

62
24
13
20
1

42
91
01
5F
10
69
レ
ト
ロ
ゾ
ー
ル
錠
２
．
５
ｍ
ｇ
「
Ｆ
Ｆ
Ｐ
」

62
24
22
10
1

42
91
01
5F
10
77
レ
ト
ロ
ゾ
ー
ル
錠
２
．
５
ｍ
ｇ
「
Ｊ
Ｇ
」

62
24
33
90
1

42
91
01
5F
10
85
レ
ト
ロ
ゾ
ー
ル
錠
２
．
５
ｍ
ｇ
「
Ｋ
Ｎ
」

62
24
35
20
1

42
91
01
5F
10
93
レ
ト
ロ
ゾ
ー
ル
錠
２
．
５
ｍ
ｇ
「
Ｎ
Ｋ
」

62
24
27
90
1

42
91
01
5F
11
15
レ
ト
ロ
ゾ
ー
ル
錠
２
．
５
ｍ
ｇ
「
ケ
ミ
フ
ァ
」

62
24
31
00
1

42
91
01
5F
11
23
レ
ト
ロ
ゾ
ー
ル
錠
２
．
５
ｍ
ｇ
「
サ
ワ
イ
」

62
24
12
80
1

42
91
01
5F
11
40
レ
ト
ロ
ゾ
ー
ル
錠
２
．
５
ｍ
ｇ
「
ト
ー
ワ
」
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62
00
04
73
4

42
91
40
3A

30
80
パ
ラ
プ
ラ
チ
ン
注
射
液
４
５
０
ｍ
ｇ

４
５
ｍ
Ｌ

肺
が
ん

乳
が
ん

子
宮
頸
が
ん

62
00
07
25
6

42
91
40
3A

30
99
カ
ル
ボ
プ
ラ
チ
ン
点
滴
静
注
液
４
５
０
ｍ
ｇ
「
Ｎ
Ｋ
」

４
５
ｍ
Ｌ

肺
が
ん

乳
が
ん

子
宮
頸
が
ん

62
20
98
30
3

42
91
40
3A

31
10
カ
ル
ボ
プ
ラ
チ
ン
点
滴
静
注
液
４
５
０
ｍ
ｇ
「
Ｔ
Ｙ
Ｋ
」

４
５
ｍ
Ｌ

肺
が
ん

乳
が
ん

子
宮
頸
が
ん

62
17
54
70
2

42
91
40
3A

31
29
カ
ル
ボ
プ
ラ
チ
ン
注
射
液
４
５
０
ｍ
ｇ
「
日
医
工
」

４
５
ｍ
Ｌ

肺
が
ん

乳
が
ん

子
宮
頸
が
ん

62
00
07
30
0

42
91
40
4D

10
38
コ
ホ
リ
ン
静
注
用
７
．
５
ｍ
ｇ

（
溶
解
液
付
）

64
04
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07
2

42
91
40
5F
10
25
ア
ク
プ
ラ
静
注
用
１
０
ｍ
ｇ



64
04
07
07
3

42
91
40
5F
20
21
ア
ク
プ
ラ
静
注
用
５
０
ｍ
ｇ

64
04
07
07
4

42
91
40
5F
30
28
ア
ク
プ
ラ
静
注
用
１
０
０
ｍ
ｇ

62
20
69
80
1

42
91
40
6D

30
21
ハ
ー
セ
プ
チ
ン
注
射
用
６
０

６
０
ｍ
ｇ
（
溶
解
液
付
）

胃
が
ん

乳
が
ん

62
20
69
90
1

42
91
40
6D

40
28
ハ
ー
セ
プ
チ
ン
注
射
用
１
５
０

１
５
０
ｍ
ｇ
（
溶
解
液
付
）

胃
が
ん

乳
が
ん

62
14
33
60
2

42
91
40
7A

10
35
リ
ツ
キ
サ
ン
点
滴
静
注
１
０
０
ｍ
ｇ

１
０
ｍ
Ｌ

62
14
33
70
2

42
91
40
7A

20
31
リ
ツ
キ
サ
ン
点
滴
静
注
５
０
０
ｍ
ｇ

５
０
ｍ
Ｌ

64
04
62
00
7

42
91
40
8A

10
21
ロ
イ
ス
タ
チ
ン
注
８
ｍ
ｇ

８
ｍ
Ｌ

62
00
02
41
7

42
91
40
9A

10
26
ト
リ
セ
ノ
ッ
ク
ス
注
１
０
ｍ
ｇ

62
23
83
20
1

42
91
41
0A

10
10
オ
キ
サ
リ
プ
ラ
チ
ン
点
滴
静
注
液
５
０
ｍ
ｇ
／
１
０
ｍ
Ｌ
「
サ
ン
ド
」

大
腸
が
ん

62
26
17
80
0

42
91
41
0A

10
10
オ
キ
サ
リ
プ
ラ
チ
ン
５
０
ｍ
ｇ
１
０
ｍ
Ｌ
注
射
液

62
19
32
20
1

42
91
41
0A

10
29
エ
ル
プ
ラ
ッ
ト
点
滴
静
注
液
５
０
ｍ
ｇ

１
０
ｍ
Ｌ

大
腸
が
ん

62
23
88
60
1

42
91
41
0A

10
37
オ
キ
サ
リ
プ
ラ
チ
ン
点
滴
静
注
液
５
０
ｍ
ｇ
／
１
０
ｍ
Ｌ
「
ケ
ミ
フ
ァ
」

大
腸
が
ん

62
23
74
80
1

42
91
41
0A

10
61
オ
キ
サ
リ
プ
ラ
チ
ン
点
滴
静
注
液
５
０
ｍ
ｇ
／
１
０
ｍ
Ｌ
「
ホ
ス
ピ
ー

ラ
」

大
腸
が
ん

62
23
71
10
1

42
91
41
0A

10
70
オ
キ
サ
リ
プ
ラ
チ
ン
点
滴
静
注
液
５
０
ｍ
ｇ
「
Ｄ
Ｓ
Ｅ
Ｐ
」

１
０
ｍ

Ｌ
大
腸
が
ん

62
23
73
20
1

42
91
41
0A

10
88
オ
キ
サ
リ
プ
ラ
チ
ン
点
滴
静
注
液
５
０
ｍ
ｇ
「
Ｆ
Ｆ
Ｐ
」

１
０
ｍ
Ｌ

大
腸
が
ん

62
23
85
70
1

42
91
41
0A

10
96
オ
キ
サ
リ
プ
ラ
チ
ン
点
滴
静
注
液
５
０
ｍ
ｇ
「
Ｎ
Ｋ
」

１
０
ｍ
Ｌ

大
腸
が
ん

62
23
89
80
1

42
91
41
0A

11
00
オ
キ
サ
リ
プ
ラ
チ
ン
点
滴
静
注
液
５
０
ｍ
ｇ
「
サ
ワ
イ
」

１
０
ｍ
Ｌ

大
腸
が
ん

62
23
94
70
1

42
91
41
0A

11
18
オ
キ
サ
リ
プ
ラ
チ
ン
点
滴
静
注
液
５
０
ｍ
ｇ
「
テ
バ
」

１
０
ｍ
Ｌ

大
腸
が
ん

62
23
71
80
1

42
91
41
0A

11
26
オ
キ
サ
リ
プ
ラ
チ
ン
点
滴
静
注
５
０
ｍ
ｇ
「
ト
ー
ワ
」

１
０
ｍ
Ｌ

大
腸
が
ん

62
23
93
20
1
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91
41
0A

11
34
オ
キ
サ
リ
プ
ラ
チ
ン
点
滴
静
注
液
５
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ｍ
ｇ
「
日
医
工
」

１
０
ｍ
Ｌ

大
腸
が
ん
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41
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ン
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プ
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」

１
０
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Ｌ

大
腸
が
ん
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24
37
20
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91
41
0A

11
50
オ
キ
サ
リ
プ
ラ
チ
ン
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滴
静
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液
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１
０
ｍ
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Ｋ
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大
腸
が
ん
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23
73
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91
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Ｆ
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腸
が
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23
83
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1
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91
41
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ン
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「
サ
ン
ド
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腸
が
ん
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23
92
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1
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91
41
0A

20
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オ
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サ
リ
プ
ラ
チ
ン
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滴
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注
液
１
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ｍ
ｇ
「
ニ
プ
ロ
」

２
０
ｍ

Ｌ
大
腸
が
ん
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24
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91
41
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20
17
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サ
リ
プ
ラ
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ン
１
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０
ｍ
ｇ
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液

大
腸
が
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62
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32
30
1
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91
41
0A

20
25
エ
ル
プ
ラ
ッ
ト
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滴
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注
液
１
０
０
ｍ
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２
０
ｍ
Ｌ

大
腸
が
ん

62
23
88
70
1
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91
41
0A

20
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オ
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サ
リ
プ
ラ
チ
ン
点
滴
静
注
液
１
０
０
ｍ
ｇ
／
２
０
ｍ
Ｌ
「
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ミ
フ

ァ
」

大
腸
が
ん
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20
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ン
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液
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ｍ
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０
ｍ
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「
ホ
ス
ピ

ー
ラ
」

大
腸
が
ん
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23
71
20
1
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91
41
0A

20
76
オ
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サ
リ
プ
ラ
チ
ン
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滴
静
注
液
１
０
０
ｍ
ｇ
「
Ｄ
Ｓ
Ｅ
Ｐ
」

２
０

ｍ
Ｌ

大
腸
が
ん

62
23
85
80
1

42
91
41
0A

20
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オ
キ
サ
リ
プ
ラ
チ
ン
点
滴
静
注
液
１
０
０
ｍ
ｇ
「
Ｎ
Ｋ
」

２
０
ｍ
Ｌ

大
腸
が
ん
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23
89
90
1
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91
41
0A

21
06
オ
キ
サ
リ
プ
ラ
チ
ン
点
滴
静
注
液
１
０
０
ｍ
ｇ
「
サ
ワ
イ
」

２
０
ｍ

Ｌ
大
腸
が
ん

62
23
94
80
1

42
91
41
0A

21
14
オ
キ
サ
リ
プ
ラ
チ
ン
点
滴
静
注
液
１
０
０
ｍ
ｇ
「
テ
バ
」

２
０
ｍ
Ｌ

大
腸
が
ん

62
23
71
90
1

42
91
41
0A

21
22
オ
キ
サ
リ
プ
ラ
チ
ン
点
滴
静
注
１
０
０
ｍ
ｇ
「
ト
ー
ワ
」

２
０
ｍ
Ｌ

大
腸
が
ん

62
23
93
30
1

42
91
41
0A

21
30
オ
キ
サ
リ
プ
ラ
チ
ン
点
滴
静
注
液
１
０
０
ｍ
ｇ
「
日
医
工
」

２
０
ｍ

Ｌ
大
腸
が
ん

62
24
37
30
1

42
91
41
0A

21
57
オ
キ
サ
リ
プ
ラ
チ
ン
点
滴
静
注
液
１
０
０
ｍ
ｇ
／
２
０
ｍ
Ｌ
「
Ｋ
Ｃ
Ｃ
」

大
腸
が
ん

62
24
32
40
1

42
91
41
0A

30
13
オ
キ
サ
リ
プ
ラ
チ
ン
点
滴
静
注
液
２
０
０
ｍ
ｇ
「
テ
バ
」

４
０
ｍ
Ｌ

大
腸
が
ん

62
24
37
40
1

42
91
41
0A

30
13
オ
キ
サ
リ
プ
ラ
チ
ン
点
滴
静
注
液
２
０
０
ｍ
ｇ
／
４
０
ｍ
Ｌ
「
Ｋ
Ｃ
Ｃ
」

大
腸
が
ん

62
24
61
70
1

42
91
41
0A

30
13
オ
キ
サ
リ
プ
ラ
チ
ン
点
滴
静
注
液
２
０
０
ｍ
ｇ
／
４
０
ｍ
Ｌ
「
サ
ン
ド
」

大
腸
が
ん

62
26
17
90
0

42
91
41
0A

30
13
オ
キ
サ
リ
プ
ラ
チ
ン
２
０
０
ｍ
ｇ
４
０
ｍ
Ｌ
注
射
液

62
21
89
40
1

42
91
41
0A

30
21
エ
ル
プ
ラ
ッ
ト
点
滴
静
注
液
２
０
０
ｍ
ｇ

４
０
ｍ
Ｌ

大
腸
が
ん

62
24
28
00
1

42
91
41
0A

30
48
オ
キ
サ
リ
プ
ラ
チ
ン
点
滴
静
注
液
２
０
０
ｍ
ｇ
／
４
０
ｍ
Ｌ
「
ケ
ミ
フ

ァ
」

大
腸
が
ん

62
24
26
80
1

42
91
41
0A

30
64
オ
キ
サ
リ
プ
ラ
チ
ン
点
滴
静
注
液
２
０
０
ｍ
ｇ
「
Ｄ
Ｓ
Ｅ
Ｐ
」

４
０

ｍ
Ｌ

大
腸
が
ん

62
24
14
60
1

42
91
41
0A

30
72
オ
キ
サ
リ
プ
ラ
チ
ン
点
滴
静
注
液
２
０
０
ｍ
ｇ
「
Ｆ
Ｆ
Ｐ
」

４
０
ｍ

Ｌ
大
腸
が
ん

62
24
34
90
1

42
91
41
0A

30
80
オ
キ
サ
リ
プ
ラ
チ
ン
点
滴
静
注
液
２
０
０
ｍ
ｇ
「
Ｎ
Ｋ
」

４
０
ｍ
Ｌ

大
腸
が
ん
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24
31
10
1

42
91
41
0A

30
99
オ
キ
サ
リ
プ
ラ
チ
ン
点
滴
静
注
液
２
０
０
ｍ
ｇ
「
サ
ワ
イ
」

４
０
ｍ

Ｌ
大
腸
が
ん
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24
11
90
1
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91
41
0A

31
10
オ
キ
サ
リ
プ
ラ
チ
ン
点
滴
静
注
２
０
０
ｍ
ｇ
「
ト
ー
ワ
」

４
０
ｍ
Ｌ

大
腸
が
ん

62
24
37
00
1

42
91
41
0A

31
29
オ
キ
サ
リ
プ
ラ
チ
ン
点
滴
静
注
液
２
０
０
ｍ
ｇ
「
日
医
工
」

４
０
ｍ

Ｌ
大
腸
が
ん

62
24
39
10
1

42
91
41
0A

31
37
オ
キ
サ
リ
プ
ラ
チ
ン
点
滴
静
注
液
２
０
０
ｍ
ｇ
「
ニ
プ
ロ
」

４
０
ｍ

Ｌ
大
腸
が
ん

62
24
60
60
1

42
91
41
0A

31
53
オ
キ
サ
リ
プ
ラ
チ
ン
点
滴
静
注
液
２
０
０
ｍ
ｇ
／
４
０
ｍ
Ｌ
「
ホ
ス
ピ

大
腸
が
ん

ー
ラ
」

62
00
04
42
8

42
91
41
2D

10
24
ベ
ル
ケ
イ
ド
注
射
用
３
ｍ
ｇ

62
00
04
87
2

42
91
41
3A

10
22
ア
バ
ス
チ
ン
点
滴
静
注
用
１
０
０
ｍ
ｇ
／
４
ｍ
Ｌ

大
腸
が
ん

子
宮
頸
が
ん

62
00
04
87
3

42
91
41
3A

20
29
ア
バ
ス
チ
ン
点
滴
静
注
用
４
０
０
ｍ
ｇ
／
１
６
ｍ
Ｌ

大
腸
が
ん

子
宮
頸
が
ん

62
00
06
80
6

42
91
41
4G

10
20
ゼ
ヴ
ァ
リ
ン

イ
ッ
ト
リ
ウ
ム
（
９
０
Ｙ
）
静
注
用
セ
ッ
ト

62
00
08
44
3

42
91
41
5A

10
21
ア
ー
ビ
タ
ッ
ク
ス
注
射
液
１
０
０
ｍ
ｇ

２
０
ｍ
Ｌ

大
腸
が
ん

62
19
54
00
1

42
91
41
6D

10
22
ミ
リ
プ
ラ
動
注
用
７
０
ｍ
ｇ

62
19
85
90
1

42
91
41
7A

10
20
ベ
ク
テ
ィ
ビ
ッ
ク
ス
点
滴
静
注
１
０
０
ｍ
ｇ

５
ｍ
Ｌ

大
腸
が
ん

62
20
86
20
1

42
91
41
7A

20
27
ベ
ク
テ
ィ
ビ
ッ
ク
ス
点
滴
静
注
４
０
０
ｍ
ｇ

２
０
ｍ
Ｌ

大
腸
が
ん

62
20
03
80
1

42
91
41
8A

10
25
ト
ー
リ
セ
ル
点
滴
静
注
液
２
５
ｍ
ｇ

１
ｍ
Ｌ
（
希
釈
液
付
）

62
20
45
00
1

42
91
41
9D

10
26
ビ
ダ
ー
ザ
注
射
用
１
０
０
ｍ
ｇ

62
20
85
20
1

42
91
42
0A

10
22
ハ
ラ
ヴ
ェ
ン
静
注
１
ｍ
ｇ

２
ｍ
Ｌ
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21
01
40
1
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91
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1G
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20
フ
ェ
ソ
ロ
デ
ッ
ク
ス
筋
注
２
５
０
ｍ
ｇ

５
ｍ
Ｌ

62
21
49
40
1
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91
42
2A

10
21
ポ
テ
リ
ジ
オ
点
滴
静
注
２
０
ｍ
ｇ

５
ｍ
Ｌ

62
22
44
30
1

42
91
42
3A

10
26
ア
ー
ゼ
ラ
点
滴
静
注
液
１
０
０
ｍ
ｇ

５
ｍ
Ｌ

62
22
44
40
1

42
91
42
3A

20
22
ア
ー
ゼ
ラ
点
滴
静
注
液
１
０
０
０
ｍ
ｇ

１
，
０
０
０
ｍ
ｇ
５
０
ｍ
Ｌ

62
22
55
10
1
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91
42
4A

10
20
パ
ー
ジ
ェ
タ
点
滴
静
注
４
２
０
ｍ
ｇ
／
１
４
ｍ
Ｌ

62
23
35
60
1

42
91
42
5D

10
21
ア
ド
セ
ト
リ
ス
点
滴
静
注
用
５
０
ｍ
ｇ
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22
64
40
1
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91
42
6D
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26
カ
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サ
イ
ラ
点
滴
静
注
用
１
０
０
ｍ
ｇ
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22
64
50
1
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91
42
6D

20
22
カ
ド
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イ
ラ
点
滴
静
注
用
１
６
０
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ｇ
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23
64
80
1

42
91
42
7A
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24
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プ
ジ
ー
ボ
点
滴
静
注
２
０
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ｍ
Ｌ

肺
が
ん
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23
64
90
1
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91
42
7A

20
20
オ
プ
ジ
ー
ボ
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滴
静
注
１
０
０
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ｇ
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０
ｍ
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肺
が
ん
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26
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20
1
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91
42
7A
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オ
プ
ジ
ー
ボ
点
滴
静
注
２
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Ｌ

62
23
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10
1
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91
42
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29
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ン
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ス
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滴
静
注
３
０
ｍ
ｇ
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ｍ
Ｌ
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24
17
90
1
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91
42
9A

10
23
サ
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ザ
点
滴
静
注
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１
０
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Ｌ
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91
42
9A

20
20
サ
イ
ラ
ム
ザ
点
滴
静
注
液
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49
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1
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点
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62
25
14
70
1
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43
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20
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ィ
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静
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ｇ
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25
14
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1
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20
27
エ
ム
プ
リ
シ
テ
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注
用
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5A

10
29
キ
イ
ト
ル
ー
ダ
点
滴
静
注
２
０
ｍ
ｇ

０
．
８
ｍ
Ｌ

62
25
15
80
1

42
91
43
5A

20
25
キ
イ
ト
ル
ー
ダ
点
滴
静
注
１
０
０
ｍ
ｇ

４
ｍ
Ｌ

62
25
51
80
1

42
91
43
6A

10
23
ザ
ル
ト
ラ
ッ
プ
点
滴
静
注
１
０
０
ｍ
ｇ

４
ｍ
Ｌ

62
25
51
90
1

42
91
43
6A

20
20
ザ
ル
ト
ラ
ッ
プ
点
滴
静
注
２
０
０
ｍ
ｇ

８
ｍ
Ｌ

62
25
94
80
1

42
91
43
7A

10
28
ダ
ラ
ザ
レ
ッ
ク
ス
点
滴
静
注
１
０
０
ｍ
ｇ

５
ｍ
Ｌ

62
25
94
70
1

42
91
43
7A

20
24
ダ
ラ
ザ
レ
ッ
ク
ス
点
滴
静
注
４
０
０
ｍ
ｇ

２
０
ｍ
Ｌ

62
25
82
40
1

42
91
43
8A

10
22
バ
ベ
ン
チ
オ
点
滴
静
注
２
０
０
ｍ
ｇ

１
０
ｍ
Ｌ

62
25
89
20
1

42
91
43
9A

10
27
リ
ツ
キ
シ
マ
ブ
Ｂ
Ｓ
点
滴
静
注
１
０
０
ｍ
ｇ
「
Ｋ
Ｈ
Ｋ
」

１
０
ｍ
Ｌ

62
25
89
30
1

42
91
43
9A

20
23
リ
ツ
キ
シ
マ
ブ
Ｂ
Ｓ
点
滴
静
注
５
０
０
ｍ
ｇ
「
Ｋ
Ｈ
Ｋ
」

５
０
ｍ
Ｌ

62
25
73
00
1

42
91
44
0D

10
26
イ
ス
ト
ダ
ッ
ク
ス
点
滴
静
注
用
１
０
ｍ
ｇ

（
溶
解
液
付
）

62
25
94
60
1

42
91
44
1A

10
24
テ
セ
ン
ト
リ
ク
点
滴
静
注
１
２
０
０
ｍ
ｇ

１
，
２
０
０
ｍ
ｇ
２
０
ｍ

Ｌ

62
26
28
90
1

42
91
44
2D

10
25
ト
ラ
ス
ツ
ズ
マ
ブ
Ｂ
Ｓ
点
滴
静
注
用
６
０
ｍ
ｇ
「
Ｃ
Ｔ
Ｈ
」

62
26
30
70
1

42
91
44
2D

10
33
ト
ラ
ス
ツ
ズ
マ
ブ
Ｂ
Ｓ
点
滴
静
注
用
６
０
ｍ
ｇ
「
Ｎ
Ｋ
」

62
26
29
00
1

42
91
44
2D

20
21
ト
ラ
ス
ツ
ズ
マ
ブ
Ｂ
Ｓ
点
滴
静
注
用
１
５
０
ｍ
ｇ
「
Ｃ
Ｔ
Ｈ
」

62
26
30
80
1

42
91
44
2D

20
30
ト
ラ
ス
ツ
ズ
マ
ブ
Ｂ
Ｓ
点
滴
静
注
用
１
５
０
ｍ
ｇ
「
Ｎ
Ｋ
」

62
26
33
20
1

42
91
44
3A

10
23
イ
ミ
フ
ィ
ン
ジ
点
滴
静
注
１
２
０
ｍ
ｇ

２
．
４
ｍ
Ｌ

62
26
33
30
1

42
91
44
3A

20
20
イ
ミ
フ
ィ
ン
ジ
点
滴
静
注
５
０
０
ｍ
ｇ

１
０
ｍ
Ｌ

62
26
07
30
2

42
91
44
4A

10
28
ガ
ザ
イ
バ
点
滴
静
注
１
０
０
０
ｍ
ｇ

１
，
０
０
０
ｍ
ｇ
４
０
ｍ
Ｌ

62
26
54
90
1

42
91
44
5D

10
29
ビ
ー
リ
ン
サ
イ
ト
点
滴
静
注
用
３
５
μ ｇ

（
輸
液
安
定
化
液
付
）

62
26
59
70
1

42
91
44
6D

10
23
ト
ラ
ス
ツ
ズ
マ
ブ
Ｂ
Ｓ
点
滴
静
注
用
６
０
ｍ
ｇ
「
第
一
三
共
」

（
溶

解
液
付
）

62
26
59
80
1

42
91
44
6D

20
20
ト
ラ
ス
ツ
ズ
マ
ブ
Ｂ
Ｓ
点
滴
静
注
用
１
５
０
ｍ
ｇ
「
第
一
三
共
」
（
溶

解
液
付
）

62
26
79
20
1

42
91
44
7D

10
28
ト
ラ
ス
ツ
ズ
マ
ブ
Ｂ
Ｓ
点
滴
静
注
用
６
０
ｍ
ｇ
「
フ
ァ
イ
ザ
ー
」

62
26
79
30
1

42
91
44
7D

20
24
ト
ラ
ス
ツ
ズ
マ
ブ
Ｂ
Ｓ
点
滴
静
注
用
１
５
０
ｍ
ｇ
「
フ
ァ
イ
ザ
ー
」

62
26
25
10
1

42
91
70
0Q

10
28
ラ
パ
リ
ム
ス
ゲ
ル
０
．
２
％

62
00
07
08
0

42
99
00
2M

10
34
ベ
ス
タ
チ
ン
カ
プ
セ
ル
１
０
ｍ
ｇ



62
00
07
08
1

42
99
00
2M

20
30
ベ
ス
タ
チ
ン
カ
プ
セ
ル
３
０
ｍ
ｇ

62
23
79
00
1

42
99
00
3M

10
20
ア
グ
リ
リ
ン
カ
プ
セ
ル
０
．
５
ｍ
ｇ

62
23
36
00
1

42
99
10
0F
10
26
ロ
ン
サ
ー
フ
配
合
錠
Ｔ
１
５

１
５
ｍ
ｇ
（
ト
リ
フ
ル
リ
ジ
ン
相
当
量
）

大
腸
が
ん

62
23
36
10
1

42
99
10
0F
20
22
ロ
ン
サ
ー
フ
配
合
錠
Ｔ
２
０

２
０
ｍ
ｇ
（
ト
リ
フ
ル
リ
ジ
ン
相
当
量
）

大
腸
が
ん

62
00
04
74
0

42
99
40
0D

10
38
ピ
シ
バ
ニ
ー
ル
注
射
用
０
．
２
Ｋ
Ｅ

（
溶
解
液
付
）

62
00
04
74
1

42
99
40
0D

20
34
ピ
シ
バ
ニ
ー
ル
注
射
用
０
．
５
Ｋ
Ｅ

（
溶
解
液
付
）

62
00
04
74
2

42
99
40
0D

30
30
ピ
シ
バ
ニ
ー
ル
注
射
用
１
Ｋ
Ｅ

（
溶
解
液
付
）

62
00
04
74
3

42
99
40
0D

40
37
ピ
シ
バ
ニ
ー
ル
注
射
用
５
Ｋ
Ｅ

（
溶
解
液
付
）

62
00
03
83
4

42
99
40
1D

10
83
レ
ン
チ
ナ
ン
静
注
用
１
ｍ
ｇ
「
味
の
素
」

62
00
07
46
8

42
99
40
3D

10
31
フ
ォ
ト
フ
リ
ン
静
注
用
７
５
ｍ
ｇ

62
00
01
91
8

42
99
40
4D

10
28
注
射
用
レ
ザ
フ
ィ
リ
ン
１
０
０
ｍ
ｇ

62
22
93
90
1

42
99
40
5D

10
22
ユ
ニ
タ
ル
ク
胸
膜
腔
内
注
入
用
懸
濁
剤
４
ｇ



＜
別
添
資
料
３
＞

SP
S
S
シ
ン
タ
ッ
ク
ス

（
１
）
医
科
レ
セ
プ
ト
処
理

*
E
nc
od
in
g:
w
in
do
w
s-
31
j.

**
**

毎
月
の
作
業
の
際
に
、
以
下
の
行
の
書
き
換
え
を
実
施
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。
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シ
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情
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デ
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基
金
.

D
A
TA

SE
T
C
O
PY

レ
セ
共
通
.

D
A
TA

SE
T
A
C
T
IV
A
T
E
レ
セ
共
通
.

FI
L
T
E
R
O
FF
.

U
SE

A
L
L
.

SE
L
E
C
T
IF

(V
4
=
'R
E
').

E
X
E
C
U
T
E
.

D
A
TA

SE
T
A
C
T
IV
A
T
E
基
金
.

**
**

集
計
（
重
複
削
除
）

D
A
TA

SE
T
A
C
T
IV
A
T
E
レ
セ
共
通
.

D
A
TA

SE
T
D
E
C
L
A
R
E
レ
セ
共
通
集
計
.

A
G
G
R
E
G
A
T
E

/O
U
T
FI
L
E
=
'レ
セ
共
通
集
計
'

/B
R
E
A
K
=
ID
計
算

/V
4_
fi
rs
t
レ
セ
共
通
=
FI
R
S
T
(V
4)

/V
5_
fi
rs
t
レ
セ
共
通
=
FI
R
S
T
(V
5)

/V
6_
fi
rs
t
レ
セ
共
通
=
FI
R
S
T
(V
6)

/V
7_
fi
rs
t
レ
セ
共
通
=
FI
R
S
T
(V
7)

/V
8_
fi
rs
t
レ
セ
共
通
=
FI
R
S
T
(V
8)

/V
9_
fi
rs
t
レ
セ
共
通
=
FI
R
S
T
(V
9)

/V
10
_f
ir
st
レ
セ
共
通
=
FI
R
ST

(V
10
).

**
**
**
**
**

保
険
者
コ
ー
ド
抽
出

D
A
TA

SE
T
A
C
T
IV
A
T
E
基
金
.

D
A
TA

SE
T
C
O
PY

保
険
者
.

D
A
TA

SE
T
A
C
T
IV
A
T
E
保
険
者
.

FI
L
T
E
R
O
FF
.

U
SE

A
L
L
.

SE
L
E
C
T
IF

(V
4
=
'H
O
').



E
X
E
C
U
T
E
.

**
**

集
計
（
重
複
削
除
）

D
A
TA

SE
T
A
C
T
IV
A
T
E
保
険
者
.

D
A
TA

SE
T
D
E
C
L
A
R
E
保
険
者
集
計
.

A
G
G
R
E
G
A
T
E

/O
U
T
FI
L
E
=
' 保
険
者
集
計
'

/B
R
E
A
K
=
ID
計
算

/V
4_
fi
rs
t
保
険
者
=
FI
R
S
T
(V
4)

/V
5_
fi
rs
t
保
険
者
=
FI
R
S
T
(V
5)

/V
6_
fi
rs
t
保
険
者
=
FI
R
S
T
(V
6)

/V
7_
fi
rs
t
保
険
者
=
FI
R
S
T
(V
7)
.

**
**
**
*
フ
ァ
イ
ル
集
約

D
A
TA

SE
T
A
C
T
IV
A
T
E
レ
セ
共
通
集
計
.

SO
R
T
C
A
SE

S
B
Y
ID
計
算
.

D
A
TA

SE
T
A
C
T
IV
A
T
E
保
険
者
集
計
.

SO
R
T
C
A
SE

S
B
Y
ID
計
算
.

D
A
TA

SE
T
A
C
T
IV
A
T
E
レ
セ
共
通
集
計
.

M
A
T
C
H
F
IL
E
S
/F
IL
E
=
*

/F
IL
E
=
' 保
険
者
集
計
'

/B
Y
ID
計
算
.

E
X
E
C
U
T
E
.

SO
R
T
C
A
SE

S
B
Y
ID
計
算
.

D
A
TA

SE
T
A
C
T
IV
A
T
E
傷
病
集
計
.

SO
R
T
C
A
SE

S
B
Y
ID
計
算
.

D
A
TA

SE
T
A
C
T
IV
A
T
E
レ
セ
共
通
集
計
.

M
A
T
C
H
F
IL
E
S
/F
IL
E
=
*

/F
IL
E
=
' 傷
病
集
計
'

/B
Y
ID
計
算
.

E
X
E
C
U
T
E
.

**
**
**
**
*
各
が
ん
種
レ
セ
フ
ラ
グ
作
成

D
A
TA

SE
T
A
C
T
IV
A
T
E
レ
セ
共
通
集
計
.

C
O
M
PU

T
E
五
大
が
ん

D
PC
フ
ラ
グ
=
su
m
( 胃
が
ん

D
P
C
フ
ラ
グ
, 肺
が
ん

D
PC
フ
ラ
グ
, 大
腸
が
ん

D
PC
フ
ラ
グ
, 乳
が
ん

D
PC
フ
ラ
グ
, 子
宮
頸
が
ん

D
PC
フ
ラ
グ
).

C
O
M
PU

T
E
五
大
が
ん

D
PC
フ
ラ
グ
疑
い
な
し
=
su
m
(胃
が
ん

D
PC
フ
ラ
グ
疑
い
な
し
,肺
が
ん

D
PC
フ
ラ
グ
疑
い
な
し
,大
腸
が
ん

D
PC
フ
ラ
グ
疑
い
な
し
,乳
が
ん

D
PC
フ
ラ
グ
疑
い
な
し
,子
宮
頸
が
ん

D
PC
フ
ラ
グ
疑
い
な
し
).

E
X
E
C
U
T
E
.

**
**
**
**
**
*
疑
い
フ
ラ
グ
の
ゼ
ロ
を
欠
損
に

R
E
C
O
D
E
胃
が
ん

D
PC
フ
ラ
グ
疑
い
な
し
肺
が
ん

D
PC
フ
ラ
グ
疑
い
な
し

大
腸
が
ん

D
PC
フ
ラ
グ
疑
い
な
し
乳
が
ん

D
PC
フ
ラ
グ
疑
い
な
し
子
宮
頸
が
ん

D
PC
フ
ラ
グ
疑
い
な
し
五
大
が
ん

D
PC
フ
ラ
グ
疑
い
な
し

(0
=S
Y
SM

IS
).

E
X
E
C
U
T
E
.

**
**
が
ん
患
者
を
年
度
ご
と
に
統
合
す
る
場
合
な
ど
は
、
五
大
が
ん
レ
セ
プ
ラ
グ
が

1
以
上
を
選
択
・
抽
出
す
れ
ば
よ
い

**
**
**
**
*
保
存

SA
V
E
O
U
T
FI
L
E
=
'D
:¥
支
払
基
金
か
ら
の
レ
セ
プ
ト
デ
ー
タ
¥2
01
90
3¥
基
金

D
PC
レ
セ
集
約

20
19
03
.s
av
'

/C
O
M
PR

E
SS
E
D
.

D
A
TA

SE
T
C
L
O
SE
傷
病
.

D
A
TA

SE
T
C
L
O
SE
傷
病
集
計
.

D
A
TA

SE
T
C
L
O
SE
保
険
者
.

D
A
TA

SE
T
C
L
O
SE
保
険
者
集
計
.

D
A
TA

SE
T
C
L
O
SE
レ
セ
共
通
.

D
A
TA

SE
T
C
L
O
SE
レ
セ
共
通
集
計
.

D
A
TA

SE
T
C
L
O
SE
基
金
.

**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
*

**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
*

**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
*
こ
こ
ま
で
一
気
に
実
施
可
能

**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
*

**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
*

**
**
**
*（
３
）
月
ご
と
の
が
ん
患
者
特
定

**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**

**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
月
ご
と
に
作
成
し
た
「
基
金
医
科
レ
セ
集
約

20
xx
xx
.s
av
」
「
基
金

D
PC
レ
セ
集
約

20
xx
xx
.s
av
」
を
、
手
動
で
「
デ
ー
タ
追
加
」

で
統
合
。
そ
の
際
に
記
号
番
号
な
ど
の
デ
ー
タ
統
一
が
必
要
な
の
で
、
ま
ず
以
下
の
シ
ン
タ
ッ
ク
ス
を
実
行
。

**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**

G
E
T FI
L
E
=
'D
:¥
支
払
基
金
か
ら
の
レ
セ
プ
ト
デ
ー
タ
¥2
01
90
3¥
基
金
医
科
レ
セ
集
約

20
xx
xx
.s
av
'.

D
A
TA

SE
T
N
A
M
E
医
科

W
IN
D
O
W
=
FR

O
N
T
.

D
A
TA

SE
T
A
C
T
IV
A
T
E
医
科
.

A
LT

E
R
T
Y
PE

V
4_
fi
rs
tレ
セ
共
通

(A
2)
.

A
LT

E
R
T
Y
PE

V
5_
fi
rs
t レ
セ
共
通

(A
50
).

A
LT

E
R
T
Y
PE

V
6_
fi
rs
tレ
セ
共
通

(A
17
).

A
LT

E
R
T
Y
PE

V
7_
fi
rs
t レ
セ
共
通

(A
31
).

A
LT

E
R
T
Y
PE

V
8_
fi
rs
tレ
セ
共
通

(A
76
).

A
LT

E
R
T
Y
PE

V
9_
fi
rs
t レ
セ
共
通

(A
13
).

A
LT

E
R
T
Y
PE

V
10
_f
ir
st
レ
セ
共
通

(A
10
).

A
LT

E
R
T
Y
PE

V
4_
fi
rs
t保
険
者

(A
2)
.

A
LT

E
R
T
Y
PE

V
5_
fi
rs
t 保
険
者

(A
50
).

A
LT

E
R
T
Y
PE

V
6_
fi
rs
t保
険
者

(A
17
).

A
LT

E
R
T
Y
PE

V
7_
fi
rs
t保
険
者

(A
31
).

G
E
T FI
L
E
=
'D
:¥
支
払
基
金
か
ら
の
レ
セ
プ
ト
デ
ー
タ
¥2
01
90
3¥
基
金

D
PC
レ
セ
集
約

20
xx
xx
.s
av
'.

D
A
TA

SE
T
N
A
M
E
D
PC

W
IN
D
O
W
=
FR

O
N
T
.

D
A
TA

SE
T
A
C
T
IV
A
T
E
D
PC

.
A
LT

E
R
T
Y
PE

V
4_
fi
rs
tレ
セ
共
通

(A
2)
.

A
LT

E
R
T
Y
PE

V
5_
fi
rs
t レ
セ
共
通

(A
50
).

A
LT

E
R
T
Y
PE

V
6_
fi
rs
tレ
セ
共
通

(A
17
).

A
LT

E
R
T
Y
PE

V
7_
fi
rs
t レ
セ
共
通

(A
31
).

A
LT

E
R
T
Y
PE

V
8_
fi
rs
tレ
セ
共
通

(A
76
).

A
LT

E
R
T
Y
PE

V
9_
fi
rs
tレ
セ
共
通

(A
13
).

A
LT

E
R
T
Y
PE

V
10
_f
ir
st
レ
セ
共
通

(A
10
).

A
LT

E
R
T
Y
PE

V
4_
fi
rs
t保
険
者

(A
2)
.

A
LT

E
R
T
Y
PE

V
5_
fi
rs
t保
険
者

(A
50
).

A
LT

E
R
T
Y
PE

V
6_
fi
rs
t 保
険
者

(A
17
).

A
LT

E
R
T
Y
PE

V
7_
fi
rs
t保
険
者

(A
31
).

**
**
**
**
**
**
*

**
**
**
**
**
**
*
医
科
、
D
PC
を
デ
ー
タ
追
加
で
手
動
で
（
フ
ァ
イ
ル
の
結
合
→
ケ
ー
ス
の
追
加
）
統
合
し
、
統
合
し
た
デ
ー
タ
セ
ッ
ト
名
を
「
レ
セ
共
通
集
計
」
と

す
る

**
**
**
**
**
**
*

D
A
TA

SE
T
N
A
M
E
レ
セ
共
通
集
計
.

**
**
**
**
**
**
*
が
ん
患
者
フ
ラ
グ
の
作
成

D
A
TA

SE
T
A
C
T
IV
A
T
E
レ
セ
共
通
集
計
.

C
O
M
PU

T
E
胃
が
ん
患
者
フ
ラ
グ
=
su
m
( 胃
が
ん
レ
セ
フ
ラ
グ
, 胃
が
ん

D
PC
フ
ラ
グ
).

C
O
M
PU

T
E
肺
が
ん
患
者
フ
ラ
グ
=
su
m
( 肺
が
ん
レ
セ
フ
ラ
グ
, 肺
が
ん

D
PC
フ
ラ
グ
).

C
O
M
PU

T
E
大
腸
が
ん
患
者
フ
ラ
グ
=
su
m
(大
腸
が
ん
レ
セ
フ
ラ
グ
,大
腸
が
ん

D
PC
フ
ラ
グ
).

C
O
M
PU

T
E
乳
が
ん
患
者
フ
ラ
グ
=
su
m
( 乳
が
ん
レ
セ
フ
ラ
グ
, 乳
が
ん

D
PC
フ
ラ
グ
).

C
O
M
PU

T
E
子
宮
頸
が
ん
患
者
フ
ラ
グ
=
su
m
(子
宮
頸
が
ん
レ
セ
フ
ラ
グ
,子
宮
頸
が
ん

D
PC
フ
ラ
グ
).

C
O
M
PU

T
E
胃
が
ん
患
者
フ
ラ
グ
疑
い
な
し
=
su
m
(胃
が
ん
レ
セ
疑
い
な
し
フ
ラ
グ
,胃
が
ん

D
PC
フ
ラ
グ
疑
い
な
し
).

C
O
M
PU

T
E
肺
が
ん
患
者
フ
ラ
グ
疑
い
な
し
=
su
m
( 肺
が
ん
レ
セ
疑
い
な
し
フ
ラ
グ
, 肺
が
ん

D
PC
フ
ラ
グ
疑
い
な
し
).

C
O
M
PU

T
E
大
腸
が
ん
患
者
フ
ラ
グ
疑
い
な
し
=
su
m
(大
腸
が
ん
レ
セ
疑
い
な
し
フ
ラ
グ
,大
腸
が
ん

D
PC
フ
ラ
グ
疑
い
な
し
).

C
O
M
PU

T
E
乳
が
ん
患
者
フ
ラ
グ
疑
い
な
し
=
su
m
( 乳
が
ん
レ
セ
疑
い
な
し
フ
ラ
グ
, 乳
が
ん

D
PC
フ
ラ
グ
疑
い
な
し
).

C
O
M
PU

T
E
子
宮
頸
が
ん
患
者
フ
ラ
グ
疑
い
な
し
=
su
m
( 子
宮
頸
が
ん
レ
セ
疑
い
な
し
フ
ラ
グ
, 子
宮
頸
が
ん

D
PC
フ
ラ
グ
疑
い
な
し
).



E
X
E
C
U
T
E
.

C
O
M
PU

T
E
五
大
が
ん
患
者
フ
ラ
グ
=
su
m
( 胃
が
ん
患
者
フ
ラ
グ
, 肺
が
ん
患
者
フ
ラ
グ
, 大
腸
が
ん
患
者
フ
ラ
グ
, 乳
が
ん
患
者
フ
ラ
グ
, 子
宮
頸
が
ん
患
者
フ
ラ
グ
).

C
O
M
PU

T
E
五
大
が
ん
患
者
フ
ラ
グ
疑
い
な
し
=
su
m
(胃
が
ん
患
者
フ
ラ
グ
疑
い
な
し
,肺
が
ん
患
者
フ
ラ
グ
疑
い
な
し
,大
腸
が
ん
患
者
フ
ラ
グ
疑
い
な
し
,乳
が
ん
患

者
フ
ラ
グ
疑
い
な
し
,子
宮
頸
が
ん
患
者
フ
ラ
グ
疑
い
な
し
).

E
X
E
C
U
T
E
.

**
**
が
ん
患
者
フ
ラ
グ
の
人
だ
け
を
抽
出
し
て
個
人
名
、
記
号
番
号
で
集
計

D
A
TA

SE
T
D
E
C
L
A
R
E
ca
nc
er
.

A
G
G
R
E
G
A
T
E

/O
U
T
FI
L
E
=
'c
an
ce
r'

/B
R
E
A
K
=
V
8_
fi
rs
t
レ
セ
共
通

V
9_
fi
rs
tレ
セ
共
通

V
10
_f
ir
st
レ
セ
共
通

V
6_
fi
rs
t
保
険
者

V
7_
fi
rs
t
保
険
者

/V
7_
fi
rs
t
レ
セ
共
通
_f
ir
st
_1
=
FI
R
ST

(V
7_
fi
rs
t
レ
セ
共
通
)

/胃
が
ん
患
者
フ
ラ
グ
_s
um

=S
U
M
(胃
が
ん
患
者
フ
ラ
グ
)

/ 肺
が
ん
患
者
フ
ラ
グ
_s
um

=S
U
M
( 肺
が
ん
患
者
フ
ラ
グ
)

/ 大
腸
が
ん
患
者
フ
ラ
グ
_s
um

=S
U
M
( 大
腸
が
ん
患
者
フ
ラ
グ
)

/ 乳
が
ん
患
者
フ
ラ
グ
_s
um

=S
U
M
( 乳
が
ん
患
者
フ
ラ
グ
)

/子
宮
頸
が
ん
患
者
フ
ラ
グ
_s
um

=S
U
M
(子
宮
頸
が
ん
患
者
フ
ラ
グ
)

/ 五
大
が
ん
患
者
フ
ラ
グ
_s
um

=S
U
M
( 五
大
が
ん
患
者
フ
ラ
グ
)

/胃
が
ん
患
者
フ
ラ
グ
疑
い
な
し
_s
um

=S
U
M
(胃
が
ん
患
者
フ
ラ
グ
疑
い
な
し
)

/ 肺
が
ん
患
者
フ
ラ
グ
疑
い
な
し
_s
um

=S
U
M
( 肺
が
ん
患
者
フ
ラ
グ
疑
い
な
し
)

/大
腸
が
ん
患
者
フ
ラ
グ
疑
い
な
し
_s
um

=
SU

M
(大
腸
が
ん
患
者
フ
ラ
グ
疑
い
な
し
)

/ 乳
が
ん
患
者
フ
ラ
グ
疑
い
な
し
_s
um

=S
U
M
( 乳
が
ん
患
者
フ
ラ
グ
疑
い
な
し
)

/子
宮
頸
が
ん
患
者
フ
ラ
グ
疑
い
な
し
_s
um

=
SU

M
(子
宮
頸
が
ん
患
者
フ
ラ
グ
疑
い
な
し
)

/五
大
が
ん
患
者
フ
ラ
グ
疑
い
な
し
_s
um

=
SU

M
(五
大
が
ん
患
者
フ
ラ
グ
疑
い
な
し
).

**
**

が
ん
患
者
フ
ラ
グ
の
あ
る
ひ
と
だ
け
を
抽
出

D
A
TA

SE
T
A
C
T
IV
A
T
E
ca
nc
er
.

FI
L
T
E
R
O
FF
.

U
SE

A
L
L
.

SE
L
E
C
T
IF

( 五
大
が
ん
患
者
フ
ラ
グ
_s
um

>
=
1)
.

E
X
E
C
U
T
E
.

**
**

フ
ラ
グ
を
全
て
１
に

D
A
TA

SE
T
A
C
T
IV
A
T
E
ca
nc
er
.

R
E
C
O
D
E
胃
が
ん
患
者
フ
ラ
グ
_s
um
肺
が
ん
患
者
フ
ラ
グ
_s
um
大
腸
が
ん
患
者
フ
ラ
グ
_s
um
乳
が
ん
患
者
フ
ラ
グ
_s
um
子
宮
頸
が
ん
患
者
フ
ラ
グ
_s
um

胃
が
ん
患
者
フ
ラ
グ
疑
い
な
し
_s
um
肺
が
ん
患
者
フ
ラ
グ
疑
い
な
し
_s
um
大
腸
が
ん
患
者
フ
ラ
グ
疑
い
な
し
_s
um
乳
が
ん
患
者
フ
ラ
グ
疑
い
な
し
_s
um
子

宮
頸
が
ん
患
者
フ
ラ
グ
疑
い
な
し
_s
um

(1
th
ru
H
ig
he
st
=
1)

(E
L
SE

=
SY

SM
IS
).

E
X
E
C
U
T
E
.

**
**
**
**
*
記
号
番
号
処
理
（
記
号
番
号
が
全
角
文
字
列
の
場
合
）

ST
R
IN
G
記
号

1
(A
2)
.

ST
R
IN
G
記
号

2
(A
2)
.

ST
R
IN
G
記
号

3
(A
2)
.

ST
R
IN
G
番
号

1
(A
2)
.

ST
R
IN
G
番
号

2
(A
2)
.

ST
R
IN
G
番
号

3
(A
2)
.

ST
R
IN
G
番
号

4
(A
2)
.

ST
R
IN
G
番
号

5
(A
2)
.

ST
R
IN
G
番
号

6
(A
2)
.

ST
R
IN
G
番
号

7
(A
2)
.

C
O
M
PU

T
E
記
号

1=
C
H
A
R
.S
U
B
ST

R
(V
6_
fi
rs
t
保
険
者
,1
).

C
O
M
PU

T
E
記
号

2=
C
H
A
R
.S
U
B
ST

R
(V
6_
fi
rs
t
保
険
者
,2
).

C
O
M
PU

T
E
記
号

3=
C
H
A
R
.S
U
B
ST

R
(V
6_
fi
rs
t
保
険
者
,3
).

C
O
M
PU

T
E
番
号

1=
C
H
A
R
.S
U
B
ST

R
(V
7_
fi
rs
t
保
険
者
,1
).

C
O
M
PU

T
E
番
号

2=
C
H
A
R
.S
U
B
ST

R
(V
7_
fi
rs
t
保
険
者
,2
).

C
O
M
PU

T
E
番
号

3=
C
H
A
R
.S
U
B
ST

R
(V
7_
fi
rs
t
保
険
者
,3
).

C
O
M
PU

T
E
番
号

4=
C
H
A
R
.S
U
B
ST

R
(V
7_
fi
rs
t
保
険
者
,4
).

C
O
M
PU

T
E
番
号

5=
C
H
A
R
.S
U
B
ST

R
(V
7_
fi
rs
t
保
険
者
,5
).

C
O
M
PU

T
E
番
号

6=
C
H
A
R
.S
U
B
ST

R
(V
7_
fi
rs
t
保
険
者
,6
).

C
O
M
PU

T
E
番
号

7=
C
H
A
R
.S
U
B
ST

R
(V
7_
fi
rs
t
保
険
者
,7
).

ST
R
IN
G
記
号

ne
w
1
(A
1)
.

ST
R
IN
G
記
号

ne
w
2
(A
1)
.

ST
R
IN
G
記
号

ne
w
3
(A
1)
.

ST
R
IN
G
番
号

ne
w
1
(A
1)
.

ST
R
IN
G
番
号

ne
w
2
(A
1)
.

ST
R
IN
G
番
号

ne
w
3
(A
1)
.

ST
R
IN
G
番
号

ne
w
4
(A
1)
.

ST
R
IN
G
番
号

ne
w
5
(A
1)
.

ST
R
IN
G
番
号

ne
w
6
(A
1)
.

ST
R
IN
G
番
号

ne
w
7
(A
1)
.

R
E
C
O
D
E
記
号

1(
' １

'=
'1
')
(' ２

'=
'2
')
(' ３

'=
'3
')
(' ４

'=
'4
')
(' ５

'=
'5
')
(' ６

'=
'6
')
(' ７

'=
'7
')
(' ８

'=
'8
')
(' ９

'=
'9
')
(' ０

'=
'0
')
IN
T
O
記
号

ne
w
1.

R
E
C
O
D
E
記
号

2(
'１

'=
'1
')
('２

'=
'2
')
('３

'=
'3
')
('４

'=
'4
')
('５

'=
'5
')
('６

'=
'6
')
('７

'=
'7
')
('８

'=
'8
')
('９

'=
'9
')
('０

'=
'0
')
IN
T
O
記
号

ne
w
2.

R
E
C
O
D
E
記
号

3(
'１

'=
'1
')
('２

'=
'2
')
('３

'=
'3
')
('４

'=
'4
')
('５

'=
'5
')
('６

'=
'6
')
('７

'=
'7
')
('８

'=
'8
')
('９

'=
'9
')
('０

'=
'0
')
IN
T
O
記
号

ne
w
3.

R
E
C
O
D
E
番
号

1(
' １

'=
'1
')
(' ２

'=
'2
')
(' ３

'=
'3
')
(' ４

'=
'4
')
(' ５

'=
'5
')
(' ６

'=
'6
')
(' ７

'=
'7
')
(' ８

'=
'8
')
(' ９

'=
'9
')
(' ０

'=
'0
')
IN
T
O
番
号

ne
w
1.

R
E
C
O
D
E
番
号

2(
'１

'=
'1
')
('２

'=
'2
')
('３

'=
'3
')
('４

'=
'4
')
('５

'=
'5
')
('６

'=
'6
')
('７

'=
'7
')
('８

'=
'8
')
('９

'=
'9
')
('０

'=
'0
')
IN
T
O
番
号

ne
w
2.

R
E
C
O
D
E
番
号

3(
' １

'=
'1
')
(' ２

'=
'2
')
(' ３

'=
'3
')
(' ４

'=
'4
')
(' ５

'=
'5
')
(' ６

'=
'6
')
(' ７

'=
'7
')
(' ８

'=
'8
')
(' ９

'=
'9
')
(' ０

'=
'0
')
IN
T
O
番
号

ne
w
3.

R
E
C
O
D
E
番
号

4(
'１

'=
'1
')
('２

'=
'2
')
('３

'=
'3
')
('４

'=
'4
')
('５

'=
'5
')
('６

'=
'6
')
('７

'=
'7
')
('８

'=
'8
')
('９

'=
'9
')
('０

'=
'0
')
IN
T
O
番
号

ne
w
4.

R
E
C
O
D
E
番
号

5(
' １

'=
'1
')
(' ２

'=
'2
')
(' ３

'=
'3
')
(' ４

'=
'4
')
(' ５

'=
'5
')
(' ６

'=
'6
')
(' ７

'=
'7
')
(' ８

'=
'8
')
(' ９

'=
'9
')
(' ０

'=
'0
')
IN
T
O
番
号

ne
w
5.

R
E
C
O
D
E
番
号

6(
'１

'=
'1
')
('２

'=
'2
')
('３

'=
'3
')
('４

'=
'4
')
('５

'=
'5
')
('６

'=
'6
')
('７

'=
'7
')
('８

'=
'8
')
('９

'=
'9
')
('０

'=
'0
')
IN
T
O
番
号

ne
w
6.

R
E
C
O
D
E
番
号

7(
' １

'=
'1
')
(' ２

'=
'2
')
(' ３

'=
'3
')
(' ４

'=
'4
')
(' ５

'=
'5
')
(' ６

'=
'6
')
(' ７

'=
'7
')
(' ８

'=
'8
')
(' ９

'=
'9
')
(' ０

'=
'0
')
IN
T
O
番
号

ne
w
7.

ST
R
IN
G
記
号

(A
3)
.

ST
R
IN
G
番
号

(A
7)
.

C
O
M
PU

T
E
記
号
=
C
O
N
C
A
T
(記
号

ne
w
1,
記
号

ne
w
2,
記
号

ne
w
3)
.

C
O
M
PU

T
E
番
号
=
C
O
N
C
A
T
( 番
号

ne
w
1,
番
号

ne
w
2,
番
号

ne
w
3,
番
号

ne
w
4,
番
号

ne
w
5,
番
号

ne
w
6,
番
号

ne
w
7)
.

E
X
E
C
U
T
E
.

**
**
*
多
重
が
ん
チ
ェ
ッ
ク

C
O
M
PU

T
E
多
重
が
ん
=
su
m
(胃
が
ん
患
者
フ
ラ
グ
_s
um

,肺
が
ん
患
者
フ
ラ
グ
_s
um

,大
腸
が
ん
患
者
フ
ラ
グ
_s
um

,乳
が
ん
患
者
フ
ラ
グ
_s
um

,子
宮
頸
が
ん
患
者
フ

ラ
グ
_s
um

).
C
O
M
PU

T
E
多
重
が
ん
疑
い
な
し
=
su
m
( 胃
が
ん
患
者
フ
ラ
グ
疑
い
な
し
_s
um

, 肺
が
ん
患
者
フ
ラ
グ
疑
い
な
し
_s
um

, 大
腸
が
ん
患
者
フ
ラ
グ
疑
い
な
し
_s
um

, 乳
が
ん

患
者
フ
ラ
グ
疑
い
な
し
_s
um

,子
宮
頸
が
ん
患
者
フ
ラ
グ
疑
い
な
し
_s
um

).
E
X
E
C
U
T
E
.

D
A
TA

SE
T
A
C
T
IV
A
T
E
ca
nc
er
.

C
O
M
PU

T
E
多
重
が
ん
疑
い
な
し
詳
細
=
su
m
( 胃
が
ん
患
者
フ
ラ
グ
疑
い
な
し
_s
um

*
10
00
0,
肺
が
ん
患
者
フ
ラ
グ
疑
い
な
し
_s
um

*
10
00
, 大
腸
が
ん
患
者
フ
ラ
グ

疑
い
な
し
_s
um

*
10
0,

乳
が
ん
患
者
フ
ラ
グ
疑
い
な
し
_s
um

*
10
, 子
宮
頸
が
ん
患
者
フ
ラ
グ
疑
い
な
し
_s
um

).
E
X
E
C
U
T
E
.

**
**
*
多
重
が
ん
チ
ェ
ッ
ク

C
O
M
PU

T
E
多
重
が
ん
=
su
m
(胃
が
ん
患
者
フ
ラ
グ
_s
um

,肺
が
ん
患
者
フ
ラ
グ
_s
um

,大
腸
が
ん
患
者
フ
ラ
グ
_s
um

,乳
が
ん
患
者
フ
ラ
グ
_s
um

,子
宮
頸
が
ん
患
者
フ

ラ
グ
_s
um

).
C
O
M
PU

T
E
多
重
が
ん
疑
い
な
し
=
su
m
( 胃
が
ん
患
者
フ
ラ
グ
疑
い
な
し
_s
um

, 肺
が
ん
患
者
フ
ラ
グ
疑
い
な
し
_s
um

, 大
腸
が
ん
患
者
フ
ラ
グ
疑
い
な
し
_s
um

, 乳
が
ん

患
者
フ
ラ
グ
疑
い
な
し
_s
um

,子
宮
頸
が
ん
患
者
フ
ラ
グ
疑
い
な
し
_s
um

).
E
X
E
C
U
T
E
.

D
A
TA

SE
T
A
C
T
IV
A
T
E
ca
nc
er
.

C
O
M
PU

T
E
多
重
が
ん
疑
い
な
し
詳
細
=
su
m
(胃
が
ん
患
者
フ
ラ
グ
疑
い
な
し
_s
um

*
10
00
0,
肺
が
ん
患
者
フ
ラ
グ
疑
い
な
し
_s
um

*
10
00
,大
腸
が
ん
患
者
フ
ラ
グ

疑
い
な
し
_s
um

*
10
0,

乳
が
ん
患
者
フ
ラ
グ
疑
い
な
し
_s
um

*
10
, 子
宮
頸
が
ん
患
者
フ
ラ
グ
疑
い
な
し
_s
um

).
E
X
E
C
U
T
E
.

**
**
**
**
*
保
存

D
A
TA

SE
T
A
C
T
IV
A
T
E
ca
nc
er
.

SA
V
E
O
U
T
FI
L
E
=
'D
:¥
支
払
基
金
か
ら
の
レ
セ
プ
ト
デ
ー
タ
¥2
01
90
3¥
が
ん
患
者
一
覧

20
xx
xx
.s
av
'

/C
O
M
PR

E
SS
E
D
.

D
A
TA

SE
T
C
L
O
SE
レ
セ
共
通
集
計
.

D
A
TA

SE
T
C
L
O
SE

D
PC

.
D
A
TA

SE
T
C
L
O
SE

ca
nc
er
.

**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
*

**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
*

**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
*



**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
*

**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
*

**
**
**
* （
４
）
年
単
位
の
が
ん
患
者
特
定

**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
*

**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
*
年
度
で
が
ん
患
者
一
覧
を
集
約
デ
ー
タ
追
加
で
す
べ
て
追
加

**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
*

G
E
T FI
L
E
=
'D
:¥
支
払
基
金
か
ら
の
レ
セ
プ
ト
デ
ー
タ
¥2
01
80
4¥
が
ん
患
者
一
覧

20
18
04
.s
av
'.

D
A
TA

SE
T
N
A
M
E
c0
4.

G
E
T FI
L
E
=
'D
:¥
支
払
基
金
か
ら
の
レ
セ
プ
ト
デ
ー
タ
¥2
01
80
5¥
が
ん
患
者
一
覧

20
18
05
.s
av
'.

D
A
TA

SE
T
N
A
M
E
c0
5.

G
E
T FI
L
E
=
'D
:¥
支
払
基
金
か
ら
の
レ
セ
プ
ト
デ
ー
タ
¥2
01
80
6¥
が
ん
患
者
一
覧

20
18
06
.s
av
'.

D
A
TA

SE
T
N
A
M
E
c0
6.

G
E
T FI
L
E
=
'D
:¥
支
払
基
金
か
ら
の
レ
セ
プ
ト
デ
ー
タ
¥2
01
80
7¥
が
ん
患
者
一
覧

20
18
07
.s
av
'.

D
A
TA

SE
T
N
A
M
E
c0
7.

G
E
T FI
L
E
=
'D
:¥
支
払
基
金
か
ら
の
レ
セ
プ
ト
デ
ー
タ
¥2
01
80
8¥
が
ん
患
者
一
覧

20
18
08
.s
av
'.

D
A
TA

SE
T
N
A
M
E
c0
8.

G
E
T FI
L
E
=
'D
:¥
支
払
基
金
か
ら
の
レ
セ
プ
ト
デ
ー
タ
¥2
01
80
9¥
が
ん
患
者
一
覧

20
18
09
.s
av
'.

D
A
TA

SE
T
N
A
M
E
c0
9.

G
E
T FI
L
E
=
'D
:¥
支
払
基
金
か
ら
の
レ
セ
プ
ト
デ
ー
タ
¥2
01
81
0¥
が
ん
患
者
一
覧

20
18
10
.s
av
'.

D
A
TA

SE
T
N
A
M
E
c1
0.

G
E
T FI
L
E
=
'D
:¥
支
払
基
金
か
ら
の
レ
セ
プ
ト
デ
ー
タ
¥2
01
81
1¥
が
ん
患
者
一
覧

20
18
11
.s
av
'.

D
A
TA

SE
T
N
A
M
E
c1
1.

G
E
T FI
L
E
=
'D
:¥
支
払
基
金
か
ら
の
レ
セ
プ
ト
デ
ー
タ
¥2
01
81
2¥
が
ん
患
者
一
覧

20
18
12
.s
av
'.

D
A
TA

SE
T
N
A
M
E
c1
2.

G
E
T FI
L
E
=
'D
:¥
支
払
基
金
か
ら
の
レ
セ
プ
ト
デ
ー
タ
¥2
01
90
1¥
が
ん
患
者
一
覧

20
19
01
.s
av
'.

D
A
TA

SE
T
N
A
M
E
c0
1.

G
E
T FI
L
E
=
'D
:¥
支
払
基
金
か
ら
の
レ
セ
プ
ト
デ
ー
タ
¥2
01
90
2¥
が
ん
患
者
一
覧

20
19
02
.s
av
'.

D
A
TA

SE
T
N
A
M
E
c0
2.

G
E
T FI
L
E
=
'D
:¥
支
払
基
金
か
ら
の
レ
セ
プ
ト
デ
ー
タ
¥2
01
90
3¥
が
ん
患
者
一
覧

20
19
03
.s
av
'.

D
A
TA

SE
T
N
A
M
E
c0
3.

D
A
TA

SE
T
A
C
T
IV
A
T
E
c0
4.

A
D
D
FI
L
E
S
/F
IL
E
=
*

/F
IL
E
=
'c
05
'

/F
IL
E
=
'c
06
'

/F
IL
E
=
'c
07
'

/F
IL
E
=
'c
08
'

/F
IL
E
=
'c
09
'

/F
IL
E
=
'c
10
'

/F
IL
E
=
'c
11
'

/F
IL
E
=
'c
12
'

/F
IL
E
=
'c
01
'

/F
IL
E
=
'c
02
'

/F
IL
E
=
'c
03
'

. E
X
E
C
U
T
E
.

D
A
TA

SE
T
A
C
T
IV
A
T
E
c0
4.

SA
V
E
O
U
T
FI
L
E
=
'D
:¥
支
払
基
金
か
ら
の
レ
セ
プ
ト
デ
ー
タ
¥¥
が
ん
患
者
一
覧

20
18
.s
av
'

/C
O
M
PR

E
SS
E
D
.

D
A
TA

SE
T
C
L
O
SE

c0
5.

D
A
TA

SE
T
C
L
O
SE

c0
6.

D
A
TA

SE
T
C
L
O
SE

c0
7.

D
A
TA

SE
T
C
L
O
SE

c0
8.

D
A
TA

SE
T
C
L
O
SE

c0
9.

D
A
TA

SE
T
C
L
O
SE

c1
0.

D
A
TA

SE
T
C
L
O
SE

c1
1.

D
A
TA

SE
T
C
L
O
SE

c1
2.

D
A
TA

SE
T
C
L
O
SE

c0
1.

D
A
TA

SE
T
C
L
O
SE

c0
2.

D
A
TA

SE
T
C
L
O
SE

c0
3.

D
A
TA

SE
T
A
C
T
IV
A
T
E
c0
4.

**
**
**

診
療
年
月
の
作
成

**
**
**
**
**
*

V
7_
fi
rs
t レ
セ
共
通
_f
ir
st
_1
を
手
動
で
数
値
に
変
換

D
A
TA

SE
T
A
C
T
IV
A
T
E
c0
4.

C
O
M
PU

T
E
診
療
年
月
=
V
7_
fi
rs
t レ
セ
共
通
_f
ir
st
_1

+
15
88
00
.

E
X
E
C
U
T
E
.

D
A
TA

SE
T
A
C
T
IV
A
T
E
c0
4.

**
**
*
年
合
計

D
A
TA

SE
T
D
E
C
L
A
R
E
te
st
.

A
G
G
R
E
G
A
T
E

/O
U
T
FI
L
E
=
'te
st
'

/B
R
E
A
K
=
記
号
番
号

V
8_
fi
rs
tレ
セ
共
通

/胃
が
ん
患
者
フ
ラ
グ
_s
um

_s
um

=S
U
M
(胃
が
ん
患
者
フ
ラ
グ
_s
um

)
/ 肺
が
ん
患
者
フ
ラ
グ
_s
um

_s
um

=S
U
M
( 肺
が
ん
患
者
フ
ラ
グ
_s
um

)
/大
腸
が
ん
患
者
フ
ラ
グ
_s
um

_s
um
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研究報告書

厚生労働科学研究費補助金（がん対策推進総合研究事業）

がん検診事業におけるプロセス指標の基準値の算出方法

研究分担者 雑賀 公美子 国立がん研究センターがん対策情報センターがん登録センター

研究要旨
本研究では、検診受診者のがん有病率と目指すべき検診の感度・特異度に基づいたがん種別

の精度管理指標の基準値の方法について検討した。がん検診の精度を評価する指標として用いら
れている要精検率、がん発見率および陽性反応適中度はすべて、検診の感度、特異度および受診
者の有病率を用いて算出が可能である。わが国において利用可能なデータは限定されるため、今
回は検診手法の質である感度は「科学的根拠に基づくがん検診ガイドライン」において公表され
ている値を用いた。特異度は1-要精検率と近似するはずであるため、実際の自治体の検診実施状
況を示す地域保健健康事業報告において要精検率がはずれ値でない自治体の年齢階級別、受診
歴別の1-要精検率の情報を用いることとした。検診受診者の有病率は、精検受診率が80%以上で
ある自治体の発見率を用い、受診歴別に、がん有病率（非初回）＝実測がん罹患率× 検診間隔、
がん有病率（初回）＝がん有病率（非初回）× 実測発見率（初回）÷実測発見率（非初回）と
した。手法としては理論的にはこの手法で問題ないが、実際の検診現場で達成可能な値となっ
ているか等については、今後議論を重ねた上、微調整を行い基準値を設定する予定である。

Ａ．研究目的
「今後の我が国におけるがん検診事業評価の在

り方について」報告書に示されている、各がん検
診に関する事業評価指標とそれぞれの基準値（許
容値および目標値）は、当時、がん検診の精度管
理がほぼできていない状況であったことを考慮し、
達成可能な値を示すという意図もあり、当時実施
されていた市区町村のがん検診の実態からよく精
度管理されている自治体のデータという意味で、
成績のよい上位70パーセンタイル値を許容値とし
て設定したという背景があった。しかし、自治体
におけるがん検診の精度管理の意識が少しずつ改
善し、この指標についても見直す必要がでてきた
ため、今回、本来達成すべき基準値を推計する手
法の検討を行った。がん検診の質の評価は本来感度、
特異度で評価するのが望ましいが、我が国において
がん検診受診者のすべてのがんの有無を自治体が
把握することは困難である。しかし、望ましい感度・
特異度を仮定することにより、自治体で安易に算出
可能な要精検率、発見率、陽性反応適中度を推計す
ることはできる。
本研究では、検診受診者のがん有病率と目指すべ

き感度・特異度に基づいたがん検診の精度管理指標
の基準値の方法について検討したので報告する。

Ｂ．研究方法
がん検診の精度管理指標として要精検率と発見

率の設定方法について検討した。
がん検診の精度を評価する指標として用いられ

ている要精検率、がん発見率および陽性反応適中度
はすべて、検診の感度、特異度および受診者の有病
率を用いて算出が可能である。ただし、今回の推計
では陽性反応適中度は発見率を要精検率で除する
ことで算出可能なため、要精検率およびがん発見率
についてのみ推計を行うこととした。
具体的には、以下の式が成り立つ。
・要精検率
＝（1-特異度）× （1-有病率）＋有病率× 感度

1-特異度（1-有病率 1、有病率× 感度 0より）

・がん発見率
＝感度× 有病率

つまり、感度、特異度および受診者の有病率を設
定することにより、目指すべき要精検率、がん発見
率を推計することが可能となる。ただし、実際の検
診事業においては精検受診率が影響し、精検受診率
が低いとがん発見率が低くなる。

わが国において利用可能なデータは限定される
ため、今回は検診手法の質については「科学的根拠
に基づくがん検診ガイドライン」において評価され
てきた情報、実際の検診の実施状況については地域
保健・健康増進事業報告において自治体が報告した
性・年齢5歳階級別の受診者数の全国平均の分布、
がん罹患情報については、がん登録により罹患例と
して47都道府県から報告された性・年齢階級別のが
んの部位別罹患率を用いることとした。

（倫理面への配慮）
本研究は個人情報を扱うデータ等は用いない。

Ｃ．研究結果
目標とする感度は科学的根拠に基づくがん検診

ガイドラインに示される値に基づき、表1のように
設定することとした。胃と肺と乳はエックス線検査、
大腸は便潜血検査、子宮頸は細胞診検査に関する感
度である。乳がんについては年齢階級によって感度
が異なることが示されていたため、乳がんだけは年
齢階級別の感度を想定した。

表1. 新手法により推計した精度管理指標の基準値

目標感度 許容感度

胃 80% 70%
大腸 80% 50%
肺 80% 60%
乳 40歳代：70%

50歳代：80%
40歳代：60%
50歳代：70%



60歳以上：
90%

60歳以上：80%

子宮頸 95% 90%
子 宮 頸

CIN3以上
90% 80%

次に特異度の設定について検討した。特異度は
がん有病率が健康集団に対してのがんのようにか
なり低い場合は1-要精検率と近似するはずである。
しかし、実際地域保健・健康増進事業報告におい
て精度が高いと考えられる自治体において1-要精
検率をみたところ、すべての部位において年齢階
級によって異なる傾向がみられた。ただ、がん検
診ガイドラインでは年齢階級別の特異度が示され
ていないことや、ガイドラインで評価されている
研究対象の年齢が研究によって異なることなどか
ら、特異度についてはガイドラインを参考にする
ことが困難であると思われた。よって、特異度に
ついては、地域保健健康事業報告において要精検
率がはずれ値でない自治体の年齢階級別、受診歴
別の1-要精検率の情報を用いることとした。要精検
率のはずれ値は、期待値を全国自治体の実測値と
した場合の、人口規模別の95%信頼区間の上限以上
となることとした。
最後に検診受診者の有病率の設定について検討

した。がん有病率は初回受診者と非初回受診者で
は大きく異なる。そのことから、受診歴別のがん
有病率を下記のように設定した。
・がん有病率（非初回）
＝実測がん罹患率× 検診間隔
・がん有病率（初回）
＝がん有病率（非初回）× 実測発見率（初回）

÷実測発見率（非初回）
ここで、実測がん発見率は、発見率が正しく計上
されていることが必要になるため、上記特異度の
設定に用いた自治体のうち、精検受診率が80%以上
である自治体の情報を用いる。

Ｄ．考察
本手法により、無症状の対象者に、精度管理され
た手法で検診が提供されている場合に達成可能な
基準値を推計することが可能となる。性、年齢階級、
受診歴別の基準値が算出可能であるため、検診提供
主体にとってはそれぞれの対象者の属性に応じて
検診の精度を確認することが可能となる。本手法は
理論的には矛盾がないものの、実際の現場で行われ

ている検診の感度がガイドラインで評価されてい
る内容と同等なのかや、有病率に関してベースはが
ん登録情報を用いているが、検診受診者ががん登録
の対象である一般住民と同等のリスクの者である
のかなど、実際に妥当な値となるかについてはまだ
検討の余地がある。その他、胃がん検診については、
厚生労働省が自治体に示す指針では平成28年度か
らエックス線検査の検診間隔が2年に変更されたが、
当分の間は1年に1回が認められていることなども
あり、 2年に1回の検診間隔での基準値を算出する
べきかどうかについても引き続き議論する必要が
ある。

Ｅ．結論
平成20年に出された地域住民検診における検診

指標の基準値の見直しを目的に本研究が行われて
いるが、方法は本研究結果を用いる予定である。感
度や受診者の有病率の微調整を今後部位ごとに行
った後、基準値を設定する予定である。

Ｆ．健康危険情報
特になし

Ｇ．研究発表
1. 論文発表
なし

2. 学会発表
（発表誌名巻号・頁・発行年等も記入）
雑賀公美子、松田一夫、高橋博一、町井涼子、斎
藤 博：「がん検診のプロセス指標の基準値の設
定手法について」第58回日本消化器がん検診学会
総会、2019.6.7（岡山）

Ｈ．知的財産権の出願・登録状況
（予定を含む。）

1. 特許取得
なし

2. 実用新案登録
なし

3.その他
特になし



研究報告書

厚生労働科学研究費補助金（がん対策推進総合研究事業）

職域検診における「精度管理のためのチェックリスト」の妥当性、実行可能性に関する検討

研究分担者 町井涼子 国立がん研究センターがん対策情報センターがん医療支援部

検診実施管理支援室 研究員

研究代表者 高橋宏和 国立がん研究センター社会と健康研究センター検診研究部 室長

研究要旨

目的：国は平成30年に「職域におけるがん検診に関するマニュアル」を公表し、保険者・事業者が整備す

べき体制の参考として、チェックリスト（CL）を公表した（胃/大腸/肺/乳/子宮頸がんの5種類、各々約50
項目）。しかし現行の職域CLは、がん検診精度管理指標としての妥当性や実行可能性が十分に検討されて

いない。そこで保険者を対象にパイロット調査を行い、実際にCLに回答できるか、CLの内容が遵守でき

るか（CL項目の体制が職域検診で整備できるか）を把握した。また現時点で遵守できないCL項目につい

ては、その理由を把握し今後の課題を検討した。

方法：5がんのCLに基づいた調査を実施した。まずCL各項目への回答を〔１．実施している、2．実施し

ていない、3．回答不能（項目の実施状況が確認できない）、4．回答不能（項目の意味が分からない）〕

の4択で得て、その内訳を保険者別/項目別に把握した。またCLへの意見を自由記載で収集し、現在の課題

を抽出した。調査対象は本研究班に参加協力する20の保険者とした。

結果：CL調査の回収率は100％（肺がんのみ85％）だった。回答状況は5がん共通の傾向で、CLの全項目

に回答できた保険者は全体の約3～４割だった。回答不能の主な理由は、項目の意味が分からないことで

あった。また回答できた項目においてもその遵守状況は良くなく、保険者別の遵守率（実施していると回

答した項目の総数/全項目数）は中央値9～12％、最小値0％、最大値36～38％だった。CLへの意見につい

ては13の保険者から収集した（回答率65％）。その結果、現時点でCLが遵守できない主な理由として（1）
職域検診関係者間の連携体制がないこと、（2）要精検の定義や受診者への結果通知区分が統一されてい

ないこと、（3）受診台帳等の仕様や受診者への配布物の内容が標準化されていないこと、（4）精検結果

把握やプロセス指標集計等の手法や関係者の役割分担が不明確なこと、などが特定された。

結論：少なくとも現行のCLには保険者が回答できない項目が多いこと、また現時点では体制整備が難し

い項目が多いことが分かった。今後各CL項目の意味を明確化するとともに、職域検診で全てのCL項目を

必須とするべきかについて議論が必要である。同時に、精度管理やCLに対する職域関係者の理解度や当

事者意識を高める手法の検討も必要である。

Ａ．研究の背景、目的

国のがん対策推進基本計画（以下、基本計画）で

は、既にがん死亡率減少を実現している諸外国の手

法に倣い、組織型検診を行うことが求められている。

組織型検診とは、死亡率減少の科学的根拠がある検

診を、高い精度管理のもとで行うことを指す。日本

のがん検診は、住民健診、職域検診、人間ドックに

大別されるが、現時点で組織型検診に近い枠組みが

あるのは住民検診のみである。

現在職域検診には明確な法的根拠がなく、福利厚

生の一環として保険者や事業者により行われている。

検診項目や精度管理に関する国レベルの規定はこれ

まで無かったが、平成30年の第3期基本計画において、

職域検診も組織型検診の方針で行うべきとの考え方

が示された。その具体的手法として「職域における

がん検診に関するマニュアル（以下、職域マニュア

ル）」が公表され、その中で、保険者・事業者による

体制整備の参考として「精度管理のためのチェックリ

スト（以下、CL)」が示された（※）。今後CL項目に

沿った体制整備により職域検診の質向上が期待され

るが、CL自体の妥当性や実行可能性は十分に検討され

ていない。そこで保険者を対象にパイロット調査を行

い、実際にCLに回答できるか、CLの内容が遵守でき

るかを把握した。また現時点で遵守できないCL項目

については、その理由を把握し今後の課題を検討した。

※胃がん、大腸がん、肺がん、乳がん、子宮頸がんが

各々約50項目



Ｂ．方法

1）CLへの回答の有無、遵守状況の把握

CL（表１）に基づいた調査票を作成し、電子メ

ールにより調査票の配布・回収を行った。調査対

象は本研究班に参加協力する20の保険者、調査期

間は令和元年12月下旬～令和2年1月下旬とした。

調査内容としては、CL各項目への回答を下記の4択

で得て、その内訳を項目別/保険者別に把握した。

〔選択肢〕

1.実施している

2.実施していない

3.回答不能（実施状況が確認できない）

4.回答不能（項目の意図が理解できない）

2）CLを遵守できない理由の把握

1）の調査に回答した保険者を対象に、CL内容を

遵守できない理由や今後必要な対策について自由

記載で意見を収集し、CLの主な課題を抽出した。

倫理面での配慮

本研究では個人情報は扱わないため、倫理面で

の配慮は特に必要ないものと考える。

Ｃ．研究結果

1）CLへの回答の有無、遵守状況

〔調査の回答率〕

調査の回収率は、肺がん以外の4がんでは

100％、肺がんでは85％（3保険者が未回答）で

あった。肺がんCLに回答しなかった理由はいず

れも、「胸部エックス検査（労働安全衛生法に

基づく定期健診）は行っているが、がん検診と

しては提供していない」ことであった。

〔保険者別の状況（図１）〕

・5がん共通の傾向で、CLの全項目に回答でき

た保険者は全体の約3～４割だった。回答不能

の主な理由は、項目の意図が分からないこと

であった。

・回答できた項目においても、その遵守状況は

良くなく、全項目合計の遵守率（実施してい

ると回答した項目の総数/全項目数）は、中央

値9～12％、最小値0％、最大値36～38％だっ

た。

〔項目別の状況（表１）〕

がん種による違いはほとんど無かった。例え

ば胃がんCLでは下記の特徴があった。

・42項目中、全保険者が回答できた項目は2項目

のみだった（※１）。

・3項目（※2）では遵守率（実施している保険

者数/回答保険者数）が突出して70％以上だっ

たが、約半数の項目では遵守率が0％だった。

※1：受診率の集計、精検未受診/未把握の区別

※2:対象者数の把握、個人別受診台帳の作成、

受診率の集計

2）CLを遵守できない理由の把握

13の保険者からCL項目への意見を収集し（回答率

は65％、主な意見は別添に示す）、下記の主要課題

を抽出した。

（1）CL全般：CLを遵守するために必要な、職域関

係者間の連携体制がないこと

CL項目は、保険者/事業主/検診機関等の職域関係

者が連携して行えばよいことになっているが（※）、

実際には関係者間の連携体制がほとんどない。ま

た担当者間でCLに対する認識に違いがあり、連携

に向けた具体的な話し合いが進まない。

※例えば保険者と事業主が受診資格や受診歴など

の情報を共有して、その年の検診対象者を適切に

設定することなど。

（2）要精検の定義や受診者への結果の通知区分が、

職域検診全体で統一されていないこと

検診（健診）機関や産業医等が独自の基準で要

精検判定を行っているため、正確なプロセス指標

値の集計・分析ができない。また、受診者への結

果通知区分が統一されていないため、がん疑い以

外でも要精検と通知されている場合がある。現行

のCLではこれらについて明確な指示がなされてい

ない。

（3）記録管理台帳等の仕様や受診者への配布物の

内容が標準化されていないこと

以下について、適切な仕様や内容が示されてい

ない。

・対象者名簿

・受診者台帳

・受診勧奨通知

・検診の利益/不利益等を説明するための資材

・検診機関の体制改善促進を目的として、精度

管理評価をフィードバックする際の資材

（4）職域検診での手法、関係者の役割分担、権限等

が不明確なこと

以下の項目は、職域検診の現在の環境では実

施困難である。

・要精検者に対し、受診可能な精検機関名の提



示

精検機関を指定する基準が分からない。また

住民健診と違って全国に受診者がいるため、

全ての精検機関のリストアップは不可能であ

る。

・精検機関や受診者本人への照会による、精検

方法や精検結果の把握

精検結果の回収は、住民検診では個人情報の

例外事項と規定されているが、職域では法的

な整理がなされていない。ただし今後は、職

域でも精検結果報告書のフォマットを統一し

て、精検機関から結果を返送してもらう仕組

みを作るべきとの意見もあり。

・プロセス指標値の把握

レセプトからプロセス指標値を把握する手法

はまだ研究段階にある。またそれ以前の問題

として、プロセス指標値の定義や活用方法等

が職域全体に十分に浸透していないとの意見

もあり。

・委託先検診機関の質担保

検診機関数が膨大なため、個々の保険者が検

診機関の体制確認や精度管理評価のフィード

バックを行うことは作業負荷が大きく、実施

困難である。ただし運用上の工夫として、検

診代行者等の第3者機関がこれらを実施し、最

終的に保険者に情報共有する等の仕組みを作

るべきとの意見もあり。

D．考察

今回の調査では、CLの全項目に回答できた保険者

は僅かであり、今後CL項目の意図を明確に示す必要

性が示された。また保険者が回答できたCL項目にお

いてもその遵守状況が良くないことが示され、具体

的な実施方法や優良事例等を示す必要性が示された。

CLの個別の課題のうち、とりわけ要精検の定義の

統一はプロセス指標の精度を担保するために不可欠

であり、検診関係者によるパネル会議等で早急に検

討を始める必要がある。また、受診台帳の仕様や受

診者への配布物については、住民検診の優良事例な

どを参考に、国から適切な雛形を示す必要がある。

さらに、精検結果の把握など現時点で手法がなく実

施困難な項目については、CL項目として残すか否か

(あるいは一部改訂するか）の議論を国レベルで行う

必要がある。

現行のCLの根本的な問題点は、恐らくCLの位置づ

けが明確に示されていないことだと思われる。つま

り、「全保険者が将来的に必ず整備すべき体制」か、

あるいは「できれば整備することが望ましい体制（項

目によっては整備できなくても許容される）」かに

よって、職域検診関係者の取り組み姿勢は大きく異

なると予想される。先行して精度管理の取り組みが

始まった住民検診ではCLの位置づけは前者で（全項

目達成が目標）、全国的には年々検診体制が改善して

きている。今後職域検診でCLを普及させるためには、

まずこの点について国レベルの議論が必要だと考え

る。それと同時に、検診精度管理への理解度を上げる

取り組みも必要である。今回調査に参加した20保険者

は当研究班の協力者であり、精度管理への意欲や理解

度が比較的高いと思われるが、それでも回答不能割合

が高く遵守率も低かった。今後一般の保険者に向けて、

CLの意義や項目の意図を分かりやすく示した解説資

料を作成するなど、効果的な啓発手法も検討する必要

がある。

最後に、今回は保険者を対象にパイロット調査を行

ったが、今後は事業主にも同様の調査を実施し、事業

者側の視点による、CLの課題を把握する必要がある。

Ｅ．結論

少なくとも現行の CL には保険者が回答できない

項目が多いこと、また、現在の職域検診で体制整備

が難しい項目が多いことが分かった。今後 CL項目の

意味を明確化するとともに、全 CL項目を職域検診で

必須とするべきかについて議論が必要である。同時

に、精度管理や CLの意義などに対する、職域関係者

の理解度や当事者意識を高める取り組みも必要であ

る。

Ｆ．健康危険情報

なし

Ｇ.研究発表

＜論文発表＞

１.Machii R, Saika K.Incidence rates of brain a

nd central nervous system malignancy in the w

orld from the Cancer Incidence in Five Contin

ents XI.Jpn J Clin Oncol. 2019;49(5):491-492

2. Sagawa M, Machii R, Nakayama T, Sugawara T,

Ishibashi N, Mitomo H, Kondo T, Tabata T. The

Prefectural Participation Rates of Lung Canc

er Screening Had a Negative Correlation with

the Lung Cancer Mortality Rates. Asian Pac J

Cancer Prev. 2019 ; 20(3):855-861.

3. 町井涼子,高橋宏和,中山富雄.日本の対策型検診

における直近5年度分の偶発症頻度について.Journ

al of health and welfare statistics.2019;66

(7), 13-19.

＜学会発表、シンポジウム＞

1.雑賀公美子,松田一夫,高橋宏和,町井涼子,斎藤博。

がん検診のプロセス指標の基準値の設定手法につ

いて.第58回日本消化器がん検診学会総会附置研

究会（2019.6.岡山）

2.鉢嶺元誉,町井涼子,高橋宏和,宮里治,金城福則,

斎藤博。大腸がん検診精検受診率向上を目的とし

た、県主導による精度管理体制の構築について。

第78回日本公衆衛生学会総会シンポジウム（2019.



10.高知）

3.町井涼子,斎藤博．⾃治体における健診・検診の課

題 −対策型がん検診を中心に―.第78回日本公衆

衛生学会総会シンポジウム（2019.10.高知）

Ｈ．知的財産権の出願・登録状況

（予定を含む。）

1. 特許取得

特になし

2. 実用新案登録

特になし

3.その他

特になし
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図１　保険者別の回答状況



表１－１　項目別の回答状況（胃がん）

胃がん検診のためのチェックリスト（保険者・事業者用） 回答内訳（単位：％）
回答可能 回答不能

回答1 回答2 回答3 回答4

（実施） （未実施）
（実施状況
が確認でき

ない）

（項目の意味
が不明など）

1.検診対象者の情報管理
1（1） 対象者全員の氏名を記載した名簿を作成しているか

（ 前年度受診者や希望者のみを名簿化するのは不適切である）
40 30 5 25

1（2） 対象者全員に、個別に受診勧奨を行っているか 30 45 5 20
1（3） 対象者数（推計でも可）を把握しているか 75 5 0 20
2.受診者の情報管理
2（1） 個人別の受診（記録）台帳またはデータベースを作成しているか 70 15 5 10
2（2） 過去５年間の受診歴を記録しているか 55 20 0 25
3.受診者への説明、及び要精検者への説明

3（1）

受診勧奨時に、下記の項目が全項目記載された資料を、全員に個別配布しているか
（検診実施機関が資料を作成し、配布している場合：事業者・保険者は資料内容をあらかじ

0 65 25 10

 要精密検査となった場合には、必ず精密検査を受ける必要があることを明確に説明している
か

 精密検査の方法について説明しているか
 （胃部エックス線検査の精密検査としては胃内視鏡検査を行うこと、及び胃内視鏡検査の概要など
。胃内視鏡検査の精密検査としては生検または胃内視鏡検査の再検査を行うこと、及び生検の概要
など）

 他の医療機関に精密検査を依頼した場合は、検診実施機関がその結果を共有することを説明
しているか

 検診の有効性（胃部エックス線検査及び胃内視鏡検査による胃がん検診は、死亡率減少効果があるこ
と）に加えて、がん検診で必ずがんを見つけられるわけではないこと（偽陰性）、がんがなく
てもがん検診の結果が「陽性」となる場合もあること（偽陽性）など、がん検診の限界につい
て説明しているか

 検診受診の継続（隔年）が重要であること、また、症状がある場合は医療機関の受診が重要
であることを説明しているか

 胃がんがわが国のがん死亡の上位に位置することを説明しているか

3（2） 要精検者全員に対し、受診可能な精密検査機関名（医療機関名）の一覧を提示する等、
精密検査受診を促すよう努めているか 15 50 5 30

4.受診率の集計
4（1） 受診率を集計しているか 85 15 0 0
4（1-1） 受診率を性別・年齢５歳階級別に集計しているか 15 70 0 15
4（1-2） 受診率を過去の検診受診歴別に集計しているか 10 65 0 25
5.要精検率の集計
5（1） 要精検率を集計しているか 40 55 0 5
5（1-1） 要精検率を性別・年齢５歳階級別に集計しているか 5 80 0 15
5（1-2） 要精検率を検診実施機関別に集計しているか 5 80 0 15
5（1-3） 要精検率を過去の検診受診歴別に集計しているか 0 85 0 15
6.精密検査結果の把握、精密検査未受診者の特定と受診勧奨

6（1） 精密検査方法及び、精密検査（治療）結果（内視鏡診断や生検結果、内視鏡的治療または外科手
術所見と病理組織検査結果など）を把握しているか 15 75 0 10

6（2）

精密検査方法及び、精密検査（治療）結果が不明の者については、本人もしくは精密検査機
関への照会等により、結果を確認しているか
（本人に確認する場合は、精密検査受診日・受診機関・精密検査方法・精密検査結果の４つ全てが
本人から申告される必要がある）

10 60 0 30

6（3） 過去５年間の精密検査方法及び、精密検査（治療）結果を記録しているか 10 70 0 20



胃がん検診のためのチェックリスト（保険者・事業者用） 回答内訳（単位：％）
回答可能 回答不能

回答1 回答2 回答3 回答4

（実施） （未実施）
（実施状況
が確認でき

ない）

（項目の意味
が不明など）

6（4）
精密検査未受診と精密検査結果未把握を定義aに従って区別し、精密検査未受診者を特定して
いるか
a：平成20 年３月「今後の我が国におけるがん検診事業評価の在り方について」報告書 別添６

10 85 0 5

6（5） 精密検査未受診者に精密検査の受診勧奨を行っているか 40 50 0 10
7.精検受診率、がん発見率、早期がん割合、陽性反応適中度の集計
7（1） 精検受診率を集計しているか 30 50 0 20
7（1-1） 精検受診率を性別・年齢５歳階級別に集計しているか 5 80 0 15
7（1-2） 精検受診率を検診実施機関別に集計しているか 5 70 0 25
7（1-3） 精検受診率を過去の検診受診歴別に集計しているか 0 85 0 15
7（1-4） 精検未受診率と未把握率を定義aに従って区別し、集計しているか

a：平成20 年３月「今後の我が国におけるがん検診事業評価の在り方について」報告書 別添
10 90 0 0

7（2） がん発見率を集計しているか 5 60 0 35
7（2-1） がん発見率を性別・年齢５歳階級別に集計しているか 0 80 0 20
7（2-2） がん発見率を検診実施機関別に集計しているか 0 75 0 25
7（2-3） がん発見率を過去の検診受診歴別に集計しているか 0 80 0 20
7（3） 早期がん割合（原発性のがん数に対する早期がん数）を集計しているか 0 75 0 25
7（3-1） 早期がん割合を性別・年齢５歳階級別に集計しているか 0 85 0 15
7（3-2） 早期がん割合を検診実施機関別に集計しているか 0 80 0 20
7（3-3） 早期がん割合を過去の検診受診歴別に集計しているか 0 85 0 15
7（3-4） 早期がんのうち、粘膜内がん数を区別して集計しているか 0 75 0 25
7（4） 陽性反応適中度を集計しているか 0 70 0 30
7（4-1） 陽性反応適中度を性別・年齢5歳階級別に集計しているか 0 85 0 15
7（4-2） 陽性反応適中度を検診実施機関別に集計しているか 0 80 0 20
7（4-3） 陽性反応適中度を過去の検診受診歴別に集計しているか 0 85 0 15
8.検診実施機関（医療機関）の質の担保

8（1）

委託先検診実施機関（医療機関）を、仕様書に明記すべき必要最低限の精度管理項目b（胃が
ん検診）（以下「精度管理項目」という。）の内容を参考に選定しているか

ｂ：「今後の我が国におけるがん検診事業評価の在り方について」報告書 別添８（別添８は平成28
年４月に改定）

0 85 5 10

8（2） 検診終了後に、委託先検診実施機関（医療機関）で精度管理項目の内容が遵守されたことを
確認しているか 0 95 0 5

8（3） 検診実施機関（医療機関）に精度管理評価を個別にフィードバックしているか 0 80 0 20
8（3-1） 検診実施機関（医療機関）毎のプロセス指標値を集計してフィードバックしているか 0 75 0 25

8（3-2） 上記の結果をふまえ、課題のある検診実施機関（医療機関）に改善策をフィードバックして
いるか 0 90 0 10



表１－2　項目別の回答状況（大腸がん）

大腸がん検診のためのチェックリスト（保険者・事業者用） 回答内訳（単位：％）
回答可能 回答不能

回答1 回答2 回答3 回答4

（実施） （未実施）
（実施状況
が確認でき

ない）

（項目の意味
が不明など）

1.検診対象者の情報管理
1（1） 対象者全員の氏名を記載した名簿を作成しているか

（ 前年度受診者や希望者のみを名簿化するのは不適切である）
40 30 5 25

1（2） 対象者全員に、個別に受診勧奨を行っているか 30 45 5 20
1（3） 対象者数（推計でも可）を把握しているか 75 5 0 20
2.受診者の情報管理
2（1） 個人別の受診（記録）台帳またはデータベースを作成しているか 65 20 5 10
2（2） 過去５年間の受診歴を記録しているか 50 25 0 25
3.受診者への説明、及び要精検者への説明

3（1）

受診勧奨時に、下記の項目が全項目記載された資料を、全員に個別配布しているか
（検診実施機関が資料を作成し、配布している場合：事業者・保険者は資料内容をあらかじ

0 65 25 10

 要精密検査となった場合には、必ず精密検査を受ける必要があること（便潜血検査の再検は
不適切であること）を明確に説明しているか

 精密検査の方法について説明しているか（検査の概要や、精密検査の第一選択は全大腸内視
鏡検査であること、また全大腸内視鏡検査が困難な場合はＳ状結腸内視鏡検査と注腸エック
ス線検査の併用となること）

他の医療機関に精密検査を依頼した場合は、検診実施機関がその結果を共有することを説明
しているか

 検診の有効性（便潜血検査による大腸がん検診には死亡率減少効果があること）に加えて、
がん検診で必ずがんを見つけられるわけではないこと（偽陰性）、がんがなくてもがん検診
の結果が「陽性」となる場合もあること（偽陽性）など、がん検診の限界について説明して
いるか

 検診受診の継続（毎年）が重要であること、また、症状がある場合は医療機関の受診が重要
であることを説明しているか

 大腸がんがわが国のがん死亡の上位に位置することを説明しているか

3（2） 要精検者全員に対し、受診可能な精密検査機関名（医療機関名）の一覧を提示する等、
精密検査受診を促すよう努めているか 15 50 5 30

4.受診率の集計
4（1） 受診率を集計しているか 75 25 0 0
4（1-1） 受診率を性別・年齢５歳階級別に集計しているか 15 70 0 15
4（1-2） 受診率を過去の検診受診歴別に集計しているか 10 65 0 25
5.要精検率の集計
5（1） 要精検率を集計しているか 35 55 0 10
5（1-1） 要精検率を性別・年齢５歳階級別に集計しているか 5 80 0 15
5（1-2） 要精検率を検診実施機関別に集計しているか 5 70 0 25
5（1-3） 要精検率を過去の検診受診歴別に集計しているか 0 85 0 15
6.精密検査結果の把握、精密検査未受診者の特定と受診勧奨

6（1） 精密検査方法及び、精密検査（治療）結果（内視鏡診断や生検結果、内視鏡的治療または外
科手術所見と病理組織検査結果など）を把握しているか 10 80 0 10

6（2）

精密検査方法及び、精密検査（治療）結果が不明の者については、本人もしくは精密検査機
関への照会等により、結果を確認しているか
（本人に確認する場合は、精密検査受診日・受診機関・精密検査方法・精密検査結果の４つ
全てが本人から申告される必要がある）

5 65 0 30

6（3） 過去５年間の精密検査方法及び、精密検査（治療）結果を記録しているか 10 70 0 20



大腸がん検診のためのチェックリスト（保険者・事業者用） 回答内訳（単位：％）
回答可能 回答不能

回答1 回答2 回答3 回答4

（実施） （未実施）
（実施状況
が確認でき

ない）

（項目の意味
が不明など）

6（4）

精密検査未受診と精密検査結果未把握を定義aに従って区別し、精密検査未受診者を特定して
いるか
a：平成20 年３月「今後の我が国におけるがん検診事業評価の在り方について」報告書 別添
６

10 90 0 0

6（5） 精密検査未受診者に精密検査の受診勧奨を行っているか 40 50 0 10
7.精検受診率、がん発見率、早期がん割合、陽性反応適中度の集計
7（1） 精検受診率を集計しているか 30 50 0 20
7（1-1） 精検受診率を性別・年齢５歳階級別に集計しているか 5 80 0 15
7（1-2） 精検受診率を検診実施機関別に集計しているか 5 70 0 25
7（1-3） 精検受診率を過去の検診受診歴別に集計しているか 0 85 0 15
7（1-4） 精検未受診率と未把握率を定義aに従って区別し、集計しているか

a：平成20 年３月「今後の我が国におけるがん検診事業評価の在り方について」報告書 別添
10 90 0 0

7（2） がん発見率を集計しているか 5 60 0 35
7（2-1） がん発見率を性別・年齢５歳階級別に集計しているか 0 80 0 20
7（2-2） がん発見率を検診実施機関別に集計しているか 0 75 0 25
7（2-3） がん発見率を過去の検診受診歴別に集計しているか 0 80 0 20
7（3） 早期がん割合（原発性のがん数に対する早期がん数）を集計しているか 0 75 0 25
7（3-1） 早期がん割合を性別・年齢５歳階級別に集計しているか 0 85 0 15
7（3-2） 早期がん割合を検診実施機関別に集計しているか 0 80 0 20
7（3-3） 早期がん割合を過去の検診受診歴別に集計しているか 0 85 0 15
7（3-4） 早期がんのうち、粘膜内がん数を区別して集計しているか 0 75 0 25
7（4） 陽性反応適中度を集計しているか 0 70 0 30
7（4-1） 陽性反応適中度を性別・年齢5歳階級別に集計しているか 0 85 0 15
7（4-2） 陽性反応適中度を検診実施機関別に集計しているか 0 80 0 20
7（4-3） 陽性反応適中度を過去の検診受診歴別に集計しているか 0 85 0 15
8.検診実施機関（医療機関）の質の担保

8（1）

委託先検診実施機関（医療機関）を、仕様書に明記すべき必要最低限の精度管理項目b（大腸
がん検診）（以下「精度管理項目」という。）の内容を参考に選定しているか
ｂ：「今後の我が国におけるがん検診事業評価の在り方について」報告書 別添８（別添８は
平成28年４月に改定）

0 85 5 10

8（2） 検診終了後に、委託先検診実施機関（医療機関）で精度管理項目の内容が遵守されたことを
確認しているか 0 95 0 5

8（3） 検診実施機関（医療機関）に精度管理評価を個別にフィードバックしているか 0 80 0 20
8（3-1） 検診実施機関（医療機関）毎のプロセス指標値を集計してフィードバックしているか 0 75 0 25

8（3-2） 上記の結果をふまえ、課題のある検診実施機関（医療機関）に改善策をフィードバックして
いるか 0 90 0 10



表１－3　項目別の回答状況（肺がん）
肺がん検診のためのチェックリスト（保険者・事業者用） 回答内訳（単位：％）

回答可能 回答不能
回答1 回答2 回答3 回答4

（実施） （未実施）
（実施状況
が確認でき

ない）

（項目の意味
が不明など）

1.検診対象者の情報管理
1（1） 対象者全員の氏名を記載した名簿を作成しているか

（ 前年度受診者や希望者のみを名簿化するのは不適切である）
41 29 6 24 

1（2） 対象者全員に、個別に受診勧奨を行っているか 29 47 6 18 
1（3） 対象者数（推計でも可）を把握しているか 76 6 6 12 
2.受診者の情報管理
2（1） 個人別の受診（記録）台帳またはデータベースを作成しているか 71 18 6 6 
2（2） 過去５年間の受診歴を記録しているか 59 18 0 24 
3.受診者への説明、及び要精検者への説明

3（1）

受診勧奨時に、下記の項目が全項目記載された資料を、全員に個別配布しているか
（検診実施機関が資料を作成し、配布している場合：事業者・保険者は資料内容をあらかじ

0 71 24 6 

 要精密検査となった場合には、必ず精密検査を受ける必要があること（喀痰細胞診で要精密
検査となった場合は、喀痰細胞診の再検は不適切であることなど）を明確に説明しているか

 精密検査の方法について説明しているか（精密検査はCT 検査や気管支鏡検査により行うこ
と、及びこれらの検査の概要など）

 他の医療機関に精密検査を依頼した場合は、検診実施機関がその結果を共有することを説明
しているか

 検診の有効性（胸部エックス線検査及び喫煙者への喀痰細胞診による肺がん検診は、死亡率
減少効果があること）に加えて、がん検診で必ずがんを見つけられるわけではないこと（偽
陰性）、がんがなくてもがん検診の結果が「陽性」となる場合もあること（偽陽性）など、
がん検診の限界について説明しているか

 検診受診の継続（毎年）が重要であること、また、症状がある場合は医療機関の受診が重要
であることを説明しているか

 肺がんがわが国のがん死亡の上位に位置することを説明しているか
 禁煙及び防煙指導等、肺がんに関する正しい知識の啓発普及を行っているか

3（2） 要精検者全員に対し、受診可能な精密検査機関名（医療機関名）の一覧を提示する等、
精密検査受診を促すよう努めているか 18 53 6 24 

4.受診率の集計
4（1） 受診率を集計しているか 65 29 6 0 
4（1-1） 受診率を性別・年齢５歳階級別に集計しているか 18 65 6 12 
4（1-2） 受診率を過去の検診受診歴別に集計しているか 12 65 6 18 

4（2） 「肺がん検診受診者中の高危険群割合」、「高危険群中の喀痰容器配布割合」、「喀痰容器
配布中の回収率」、「肺がん検診受診者中の喀痰容器回収率」を集計しているか 6 76 6 12 

4（2-1）
「肺がん検診受診者中の高危険群割合」、「高危険群中の喀痰容器配布割合」、「喀痰容器
配布中の回収率」、「肺がん検診受診者中の喀痰容器回収率」を、性別・年齢５歳階級別に
集計しているか

0 76 12 12 

4（2-2）
「肺がん検診受診者中の高危険群割合」、「高危険群中の喀痰容器配布割合」、「喀痰容器
配布中の回収率」、「肺がん検診受診者中の喀痰容器回収率」を、検診実施機関別に集計し
ているか

0 76 12 12 

4（2-3）
「肺がん検診受診者中の高危険群割合」、「高危険群中の喀痰容器配布割合」、「喀痰容器
配布中の回収率」、「肺がん検診受診者中の喀痰容器回収率」を、過去の検診受診歴別に集
計しているか

0 76 12 12 

5.要精検率の集計
5（1） 要精検率を集計しているか 35 53 6 6 



肺がん検診のためのチェックリスト（保険者・事業者用） 回答内訳（単位：％）
回答可能 回答不能

回答1 回答2 回答3 回答4

（実施） （未実施）
（実施状況
が確認でき

ない）

（項目の意味
が不明など）

5（1-1） 要精検率を性別・年齢５歳階級別に集計しているか 12 71 6 12 
5（1-2） 要精検率を検診実施機関別に集計しているか 6 71 6 18 
5（1-3） 要精検率を過去の検診受診歴別に集計しているか 6 76 6 12 
6.精密検査結果の把握、精密検査未受診者の特定と受診勧奨
6（1） 精密検査方法及び、精密検査（治療）結果※（内視鏡診断や生検結果、内視鏡治療または外

科手術所見と病理組織検査結果など）を把握しているか
12 82 0 6 

6（2）

精密検査方法及び、精密検査（治療）結果が不明の者については、本人もしくは精密検査機
関への照会等により、結果を確認しているか
（本人に確認する場合は、精密検査受診日・受診機関・精密検査方法・精密検査結果の４
つ全てが本人から申告される必要がある）

12 65 0 24 

6（3） 過去５年間の精密検査方法及び、精密検査（治療）結果を記録しているか 6 82 0 12 

6（4）

精密検査未受診と精密検査結果未把握を定義aに従って区別し、精密検査未受診者を特定して
いるか
a：平成20 年３月「今後の我が国におけるがん検診事業評価の在り方について」報告書 別添
６

12 88 0 0 

6（5） 精密検査未受診者に精密検査の受診勧奨を行っているか 41 53 0 6 
7.精検受診率、がん発見率、臨床病期Ⅰ期がん割合、陽性反応適中度の集計
7（1） 精検受診率を集計しているか 29 59 0 12 
7（1-1） 精検受診率を性別・年齢５歳階級別に集計しているか 6 82 0 12 
7（1-2） 精検受診率を検診実施機関別に集計しているか 6 82 0 12 
7（1-3） 精検受診率を過去の検診受診歴別に集計しているか 0 88 0 12 
7（1-4） 精検未受診率と未把握率を定義aに従って区別し、集計しているか

a：平成20 年３月「今後の我が国におけるがん検診事業評価の在り方について」報告書 別添
12 88 0 0 

7（2） がん発見率を集計しているか 6 65 0 29 
7（2-1） がん発見率を性別・年齢５歳階級別に集計しているか 0 82 0 18 
7（2-2） がん発見率を検診実施機関別に集計しているか 0 82 0 18 
7（2-3） がん発見率を過去の検診受診歴別に集計しているか 0 82 0 18 
7（3） 臨床病期Ⅰ期がん割合（原発性のがん数に対する臨床病期Ⅰ期がん数）を集計しているか 0 82 0 18 
7（3-1） 臨床病期Ⅰ期がん割合を性別・年齢５歳階級別に集計しているか 0 88 0 12 
7（3-2） 臨床病期Ⅰ期がん割合を検診実施機関別に集計しているか 0 88 0 12 
7（3-3） 臨床病期Ⅰ期がん割合を過去の検診受診歴別に集計しているか 0 88 0 12 
7（4） 陽性反応適中度を集計しているか 0 76 0 24 
7（4-1） 陽性反応適中度を性別・年齢5歳階級別に集計しているか 0 88 0 12 
7（4-2） 陽性反応適中度を検診実施機関別に集計しているか 0 88 0 12 
7（4-3） 陽性反応適中度を過去の検診受診歴別に集計しているか 0 88 0 12 
8.検診実施機関（医療機関）の質の担保

8（1）

委託先検診実施機関（医療機関）を、仕様書に明記すべき必要最低限の精度管理項目b（肺が
ん検診）（以下「精度管理項目」という。）の内容を参考に選定しているか
ｂ：「今後の我が国におけるがん検診事業評価の在り方について」報告書 別添８（別添８は
平成28年４月に改定）

0 100 0 0 

8（2） 検診終了後に、委託先検診実施機関（医療機関）で精度管理項目の内容が遵守されたことを
確認しているか 0 100 0 0 

8（3） 検診実施機関（医療機関）に精度管理評価を個別にフィードバックしているか 0 88 0 12 
8（3-1） 検診実施機関（医療機関）毎のプロセス指標値を集計してフィードバックしているか 0 82 0 18 

8（3-2） 上記の結果をふまえ、課題のある検診実施機関（医療機関）に改善策をフィードバックして
いるか 0 94 0 6 



表１－4　項目別の回答状況（乳がん）

乳がん検診のためのチェックリスト（保険者・事業者用） 回答内訳（単位：％）
回答可能 回答不能

回答1 回答2 回答3 回答4

（実施） （未実施）
（実施状況
が確認でき

ない）

（項目の意味
が不明など）

1.検診対象者の情報管理
1（1） 対象者全員の氏名を記載した名簿を作成しているか

（ 前年度受診者や希望者のみを名簿化するのは不適切である）
35 40 0 25

1（2） 対象者全員に、個別に受診勧奨を行っているか 20 45 10 25
1（3） 対象者数（推計でも可）を把握しているか 75 5 0 20
2.受診者の情報管理
2（1） 個人別の受診（記録）台帳またはデータベースを作成しているか 65 30 0 5
2（2） 過去５年間の受診歴を記録しているか 55 25 0 20
3.受診者への説明、及び要精検者への説明

3（1）

受診勧奨時に、下記の項目が全項目記載された資料を、全員に個別配布しているか
（検診実施機関が資料を作成し、配布している場合：事業者・保険者は資料内容をあらかじ

0 75 20 5

 要精密検査となった場合には、必ず精密検査を受ける必要があること
 精密検査の方法について説明しているか（精密検査はマンモグラフィの追加撮影や超音波検

査、穿刺吸引細胞診や針生検等により行うこと、及びこれらの検査の概要など）
 他の医療機関に精密検査を依頼した場合は、検診実施機関がその結果を共有することを説明

しているか
 検診の有効性（マンモグラフィ検診には死亡率減少効果があること）に加えて、がん検診で

必ずがんを見つけられるわけではないこと（偽陰性）、がんがなくてもがん検診の結果が「
陽性」となる場合もあること（偽陽性）など、がん検診の限界について説明しているか

 検診受診の継続（隔年）が重要であること、また、症状がある場合は医療機関の受診が重要
であることを説明しているか

 乳がんがわが国の女性におけるがん死亡の上位に位置することを説明しているか

3（2） 要精検者全員に対し、受診可能な精密検査機関名（医療機関名）の一覧を提示する等、
精密検査受診を促すよう努めているか 5 65 10 20

4.受診率の集計
4（1） 受診率を集計しているか 90 5 0 5
4（1-1） 受診率を年齢５歳階級別に集計しているか 15 70 0 15
4（1-2） 受診率を過去の検診受診歴別に集計しているか 10 65 0 25
5.要精検率の集計
5（1） 要精検率を集計しているか 25 70 0 5
5（1-1） 要精検率を年齢５歳階級別に集計しているか 5 75 0 20
5（1-2） 要精検率を検診実施機関別に集計しているか 5 85 0 10
5（1-3） 要精検率を過去の検診受診歴別に集計しているか 0 80 0 20
6.精密検査結果の把握、精密検査未受診者の特定と受診勧奨
6（1） 精密検査方法、精密検査結果及び最終病理結果・病期を把握しているか 5 85 0 10

6（2）

精密検査方法、精密検査結果及び最終病理結果・病期が不明の者については、本人もしくは
精密検査機関への照会等により、結果を確認しているか
（本人に確認する場合は、精密検査受診日・受診機関・精密検査方法・精密検査結果の４つ
全てが本人から申告される必要がある）

0 70 0 30

6（3） 過去５年間の精密検査方法及び、精密検査（治療）結果を記録しているか 5 75 0 20



乳がん検診のためのチェックリスト（保険者・事業者用） 回答内訳（単位：％）
回答可能 回答不能

回答1 回答2 回答3 回答4

（実施） （未実施）
（実施状況
が確認でき

ない）

（項目の意味
が不明など）

6（4）

精密検査未受診と精密検査結果未把握を定義aに従って区別し、精密検査未受診者を特定して
いるか
a：平成20 年３月「今後の我が国におけるがん検診事業評価の在り方について」報告書 別添
６

5 95 0 0

6（5） 精密検査未受診者に精密検査の受診勧奨を行っているか 25 65 0 10
7.精検受診率、がん発見率、早期がん割合、陽性反応適中度の集計
7（1） 精検受診率を集計しているか 20 60 0 20
7（1-1） 精検受診率を年齢５歳階級別に集計しているか 5 80 0 15
7（1-2） 精検受診率を検診実施機関別に集計しているか 5 75 0 20
7（1-3） 精検受診率を過去の検診受診歴別に集計しているか 0 85 0 15
7（1-4） 精検未受診率と未把握率を定義aに従って区別し、集計しているか

a：平成20 年３月「今後の我が国におけるがん検診事業評価の在り方について」報告書 別添
5 95 0 0

7（2） がん発見率を集計しているか 0 70 0 30
7（2-1） がん発見率を年齢５歳階級別に集計しているか 0 80 0 20
7（2-2） がん発見率を検診実施機関別に集計しているか 0 75 0 25
7（2-3） がん発見率を過去の検診受診歴別に集計しているか 0 80 0 20

7（2-4） 視触診を併用している場合、がん発見率を検診方法別（マンモグラフィ単独/マンモグラフィ
と視触診併用の別）に集計しているか 0 70 0 30

7（3） 早期がん割合（原発性のがん数に対する早期がん数）を集計しているか 0 80 0 20
7（3-1） 早期がん割合を年齢５歳階級別に集計しているか 0 80 0 20
7（3-2） 早期がん割合を検診実施機関別に集計しているか 0 85 0 15
7（3-3） 早期がん割合を過去の検診受診歴別に集計しているか 0 80 0 20

7（3-4） 視触診を併用している場合、早期がん割合を検診方法別（マンモグラフィ単独/マンモグラフ
ィと視触診併用の別）に集計しているか 0 80 0 20

7（3-5） 早期がんのうち、非浸潤がん数を区別して集計しているか 0 80 0 20
7（4） 陽性反応適中度を集計しているか 0 75 0 25
7（4-1） 陽性反応適中度を年齢5歳階級別に集計しているか 0 85 0 15
7（4-2） 陽性反応適中度を検診実施機関別に集計しているか 0 85 0 15
7（4-3） 陽性反応適中度を過去の検診受診歴別に集計しているか 0 85 0 15

7（4-4） 視触診を併用している場合、陽性反応適中度を検診方法別（マンモグラフィ単独/マンモグラ
フィと視触診併用の別）に集計しているか 0 80 0 20

8.検診実施機関（医療機関）の質の担保

8（1）

委託先検診実施機関（医療機関）を、仕様書に明記すべき必要最低限の精度管理項目b（乳が
ん検診）（以下「精度管理項目」という。）の内容を参考に選定しているか
ｂ：「今後の我が国におけるがん検診事業評価の在り方について」報告書 別添８（別添８は
平成28年４月に改定）

0 85 5 10

8（2） 検診終了後に、委託先検診実施機関（医療機関）で精度管理項目の内容が遵守されたことを
確認しているか

0 95 0 5
8（3） 検診実施機関（医療機関）に精度管理評価を個別にフィードバックしているか 0 80 0 20
8（3-1） 検診実施機関（医療機関）毎のプロセス指標値を集計してフィードバックしているか 0 75 0 25

8（3-2） 上記の結果をふまえ、課題のある検診実施機関（医療機関）に改善策をフィードバックして
いるか 0 90 0 10



表１－5　項目別の回答状況（子宮頸がん）

子宮頸がん検診のためのチェックリスト（保険者・事業者用） 回答内訳（単位：％）
回答可能 回答不能

回答1 回答2 回答3 回答4

（実施） （未実施）
（実施状況
が確認でき

ない）

（項目の意味
が不明など）

1.検診対象者の情報管理
1（1） 対象者全員の氏名を記載した名簿を作成しているか

（ 前年度受診者や希望者のみを名簿化するのは不適切である）
35 40 0 25

1（2） 対象者全員に、個別に受診勧奨を行っているか 20 45 10 25
1（3） 対象者数（推計でも可）を把握しているか 75 5 0 20
2.受診者の情報管理
2（1） 個人別の受診（記録）台帳またはデータベースを作成しているか 65 30 0 5
2（2） 過去５年間の受診歴を記録しているか 55 25 0 20
3.受診者への説明、及び要精検者への説明

3（1）

受診勧奨時に、下記の項目が全項目記載された資料を、全員に個別配布しているか
（検診実施機関が資料を作成し、配布している場合：事業者・保険者は資料内容をあらかじ

0 75 20 5

 要精密検査となった場合には、必ず精密検査を受ける必要があることを明確に説明している
か

 精密検査の方法について説明しているか（精密検査としては、検診結果に基づいてコルポス
コープ下の組織診や細胞診、HPV検査などを組み合わせたものを実施すること、及びこれら
の検査の概要など）

 他の医療機関に精密検査を依頼した場合は、検診実施機関がその結果を共有することを説明
しているか

 検診の有効性（細胞診による子宮頸がん検診は、子宮頸がんの死亡率・罹患率を減少させる
こと）に加えて、がん検診で必ずがんを見つけられるわけではないこと（偽陰性）、がんが
なくてもがん検診の結果が「陽性」となる場合もあること（偽陽性）など、がん検診の限界
について説明しているか

 検診受診の継続（隔年）が重要であること、また、症状がある場合は医療機関の受診が重要
であることを説明しているか

 子宮頸がんの罹患は、わが国の女性のがんの中で比較的多く、また近年増加傾向にあること
などを説明しているか

3（2） 要精検者全員に対し、受診可能な精密検査機関名（医療機関名）の一覧を提示する等、
精密検査受診を促すよう努めているか 5 65 10 20

4.受診率の集計
4（1） 受診率を集計しているか 90 5 0 5
4（1-1） 受診率を性別・年齢５歳階級別に集計しているか 15 70 0 15
4（1-2） 受診率を過去の検診受診歴別に集計しているか 5 70 0 25
5.要精検率の集計
5（1） 要精検率を集計しているか 20 75 0 5
5（1-1） 要精検率を年齢５歳階級別に集計しているか 5 80 0 15
5（1-2） 要精検率を検診実施機関別に集計しているか 5 85 0 10
5（1-3） 要精検率を過去の検診受診歴別に集計しているか 0 85 0 15
6.精密検査結果の把握、精密検査未受診者の特定と受診勧奨

6（1）
精密検査方法及び、精密検査（治療）結果※（精密検査の際に行った組織診やコルポ診、細
胞診、HPV 検査の結果などや、手術によって判明した組織診断や臨床進行期のこと）を把握
しているか

5 85 0 10



子宮頸がん検診のためのチェックリスト（保険者・事業者用） 回答内訳（単位：％）
回答可能 回答不能

回答1 回答2 回答3 回答4

（実施） （未実施）
（実施状況
が確認でき

ない）

（項目の意味
が不明など）

6（2）

精密検査方法及び、精密検査（治療）結果が不明の者については、本人もしくは精密検査機
関への照会等により、結果を確認しているか
（本人に確認する場合は、精密検査受診日・受診機関・精密検査方法・精密検査結果の４つ
全てが本人から申告される必要がある）

0 70 0 30

6（3） 過去５年間の精密検査方法及び、精密検査（治療）結果を記録しているか 5 75 0 20

6（4）

精密検査未受診と精密検査結果未把握を定義aに従って区別し、精密検査未受診者を特定して
いるか
a：平成20 年３月「今後の我が国におけるがん検診事業評価の在り方について」報告書 別添
６

5 95 0 0

6（5） 精密検査未受診者に精密検査の受診勧奨を行っているか 25 65 0 10
7.精検受診率、がん発見率、上皮内病変（CINなど）、微小浸潤がん割合、陽性反応適中度の集計
7（1） 精検受診率を集計しているか 20 60 0 20
7（1-1） 精検受診率を年齢５歳階級別に集計しているか 5 80 0 15
7（1-2） 精検受診率を検診実施機関別に集計しているか 5 75 0 20
7（1-3） 精検受診率を過去の検診受診歴別に集計しているか 0 85 0 15
7（1-4） 精検未受診率と未把握率を定義aに従って区別し、集計しているか

a：平成20 年３月「今後の我が国におけるがん検診事業評価の在り方について」報告書 別添
5 95 0 0

7（2） がん発見率を集計しているか 0 70 0 30
7（2-1） がん発見率を年齢５歳階級別に集計しているか 0 80 0 20
7（2-2） がん発見率を検診実施機関別に集計しているか 0 75 0 25
7（2-3） がん発見率を過去の検診受診歴別に集計しているか 0 80 0 20
7（3） 上皮内病変（CIN など）の数を集計しているか（区分毎） 0 75 0 25
7（3-1） 上皮内病変（CIN など）の数を年齢５歳階級別に集計しているか（区分毎） 0 85 0 15
7（3-2） 上皮内病変（CIN など）の数を検診実施機関別に集計しているか（区分毎） 0 80 0 20
7（3-3） 上皮内病変（CIN など）の数を過去の検診受診歴別に集計しているか（区分毎） 0 85 0 15
7（4） 微小浸潤がん割合（原発性のがん数に対する微小浸潤がん数）を集計しているか 0 75 0 25
7（4-1） 微小浸潤がん割合を年齢５歳階級別に集計しているか 0 80 0 20
7（4-2） 微小浸潤がん割合を検診実施機関別に集計しているか 0 85 0 15
7（4-3） 微小浸潤がん割合を過去の検診受診歴別に集計しているか 0 80 0 20
7（5） 陽性反応適中度を集計しているか 0 75 0 25
7（5-1） 陽性反応適中度を年齢5歳階級別に集計しているか 0 80 0 20
7（5-2） 陽性反応適中度を検診実施機関別に集計しているか 0 85 0 15
7（5-3） 陽性反応適中度を過去の検診受診歴別に集計しているか 0 80 0 20
8.検診実施機関（医療機関）の質の担保

8（1）

委託先検診実施機関（医療機関）を、仕様書に明記すべき必要最低限の精度管理項目b（子宮
頸がん検診）（以下「精度管理項目」という。）の内容を参考に選定しているか
ｂ：「今後の我が国におけるがん検診事業評価の在り方について」報告書 別添８（別添８は
平成28年４月に改定）

0 90 5 5

8（2） 検診終了後に、委託先検診実施機関（医療機関）で精度管理項目の内容が遵守されたことを
確認しているか 0 90 0 10

8（3） 検診実施機関（医療機関）に精度管理評価を個別にフィードバックしているか 0 80 0 20
8（3-1） 検診実施機関（医療機関）毎のプロセス指標値を集計してフィードバックしているか 0 75 0 25

8（3-2） 上記の結果をふまえ、課題のある検診実施機関（医療機関）に改善策をフィードバックして
いるか 0 90 0 10



分類 保険者からの意見、質問、提案など

チェックリスト全般

■CLでは「保険者・事業者が単独で実施できない場合は外部機関と連携して行う」ことが示されて
いるが、現状では職域関係者間の連携体制はほとんど無い。
・保険者単独の役割とは思えない項目が多い。また事業者と連携しようと思っても事業者側がその
必要性を認識していない。
・全国統一で出来ること、保険者が個々に行うことの区別を明確にしてほしい。
・がん検診の精度管理を個々の健保組合に委ねていくことは、時間と労力にみあった成果を期待で
きないと思われる。

■チェックリストの目的、活用方法が不明
・現時点で実行不可能な項目が多いが、将来的に目指す体制と考えてよいのか。
・そもそも精度管理の目的を詳しく説明しないと、多くの健保組合では必要性を理解できず実施で
きないと思われる。

■労働安全衛生法に基づく健康診断として胸部エックス線を行っているが、肺がん検診の位置づけ
ではない。受診者にも肺がん検診とは伝えていない。その場合はチェックリストの対象になるか。

体
制
分
野
別

対象者名簿、
受診者台帳の作成

対象者名簿に記載する
「対象者」の定義

■対象者の定義（受診可能年齢以外の定義）が曖昧
・健保の費用補助の有無にかかわらず、受診機会があれば対象者と考えてよいか

対象者名簿/受診者台帳
作成の実施主体

■（チェックリストでは保険者/事業者のいずれかが作成すれば良いことになっているが）事業主
と保険者の間で、対象者の情報を共有する体制がない
・健保にてがん検診を実施している場合は、事業所側は健保未加入者の扱いを明確にする必要があ
る。
・被保険者の情報は事業主、被扶養者は健保と分かれている場合があり、事業主の協力が不可欠で
ある。健保の権限の及ぶ範疇、事業主の権限で行うことを国が把握し、事業主に要請することも同
時に進めてもらいたい。

対象者名簿/受診者台帳
の項目、仕様

■対象者名簿や受診者台帳の標準項目、仕様が不明
　(項目）
・職域として必須項目を統一してはどうか。例えば氏名、健康保険証の記号番号（健保加入者であ
れば）、受診時年齢（生年月日）、過去５年間の受診歴、検診結果、がん罹患状況など。
・がん検診には明確な法的根拠がないため、そもそも検診結果の把握を「必須」と認識していない
保険者がある。まずはそこの共通認識の醸成が必要。

（仕様）
・殆どの健保が加入者のデータを基幹システムで管理しているので、基幹システムを活用した統一
のデータベースを検討してはどうか。
・XMLデータなどタグの付きで閲覧できるアプリ、または国で収集するのであれば、マイナンバー
紐づけなどもできるアプリの公開を期待する。

別添



分類 保険者からの意見、質問、提案など

体
制
分
野
別

対象者全員への
個別受診勧奨
の実施

個別受診勧奨の
実施主体

■（チェックリストでは、保険者/事業者のいずれかが個別受診勧奨を行えばよく、その場合、お
互いの実施状況を把握していることが求められるが）双方の間で、受診勧奨に関する情報共有体制
がない
・事業所が受診勧奨をしているため、全員に個別受診勧奨をしているかどうかは保険者は分からな
い。

■対象者全員への勧奨は困難
・マンパワーや予算規模の小さな保険者では個別受診勧奨の実施は困難。その前提をふまえ、国か
ら事業主に明確な要請をするなどの対策も同時にとられるのであれば、本項目をチェックリストに
入れるのは良い。　

■（法定健診以外の）がん検診についても、受診勧奨が必要であることが認識されていない。
・法定健診の受診勧奨はしているが、それ以外はしなくても良いと考えている事業主がある。
・がん検診は希望制のため受診勧奨はしていない。その場合チェックリストは×になる。しかし現
在の職域ではがん検診提供の義務はないため、踏み込んで自発的に受診勧奨を実行させることは難
しいと思う。一定の強制力が必要ではないか。

受診勧奨の
標準的な内容

■医療職が常駐していない事業所では受診勧奨ができない
・医療者が不在でも勧奨できるように、共通の勧奨通知（雛形）を基にチラシを作成し、それを配
布すればチェックリストを満たす仕組みにできないか。

受診前の説明
（口頭もしくは、
リーフレッ等の資材
配布）
（注1、注2）

説明（資材の配布）の
実施主体、方法

■（チェックリストでは、保険者/事業主/検診機関のいずれかが説明していればよく、その場合、
お互いが説明内容を把握することが求められるが）保険者が全ての説明内容を把握することは困難
。
・健診（検診）予約代行機関を介して契約している検診機関数は1500～3000機関にもなる。厚労
省等が全国の健診（検診）機関に標準的な説明資料を提供し、受診者への説明を義務化することが
最も実現性が高いと思う。

説明（資材）の内容 ■検診の有効性や不利益について、適切な説明内容が分からない
・資材内容を職域全体で統一し、それを配布すればチェックリストを満たす仕組みにできないか。

要精検者への
精検勧奨
（具体例.受診可能な
精密検査機関名の
リストを提供）

精検機関の選定基準

■精検機関の選定基準が不明
・保険者が独自に精検機関を評価することは困難
・国や学会主導で精検機関リストを作成してもらうか、住民検診で作成されたリストなど、既存の
ものを活用できる仕組みがあるとよい。
・必ずしも紙媒体のリストを配布する必要はなく、例えば、情報をまとめたwebページに誘導して
も良いのではないか（その形式でも良いのであれば、チェックリストに追記する）。
・保険者全体で同じ情報を共有できる体制を構築したい。国、医師会、がん関連学会等の主導で進
めてもらえるとありがたい。

その他

■（精検機関名のリスト配布はあくまで精検受診率向上対策の一例なので）他にも職域の特性を活
かした効果的な精検勧奨方法があれば知りたい
・今後の研究課題。
・一部の健診（検診）機関では、精検機関宛の紹介状を作成している。



分類 保険者からの意見、質問、提案など

体
制
分
野
別

要精検者の
精検結果追跡

精検結果追跡の方法

■精検結果の適切な把握方法が不明
・精検結果の把握経路は複数あるが（レセプト情報/本人からの報告/紹介状の返信/精検機関から
の結果返却）、チェックリストで求められている方法が不明確。　
〔①レセプトから把握〕：ロジックはまだ研究段階。
〔②本人の報告で把握〕：リテラシーの個人差もあり正しい情報が収集できるか分からない。また
個人情報を報告することに対しての抵抗感も懸念される。但し適切　な情報収集のためにはある程
度の強制力も必要。
〔③紹介状の返信により把握〕：一部の委託先検診機関では紹介状の返信によって精検結果を把握
している。これを他機関に横展開しようとしたところ、「検診機関としては　そこまでの義務はな
い」との回答だった。検診機関の責務についても国で整理してほしい。
〔④精検機関からの結果返却で把握〕：現時点では困難。但し今後の目標として、（どの精検機関
で受けるにしても健康保険を使うため）精検機関から自動的に健康保険組合へ結　果がフィードバ
ックされる仕組みができたらよい

精検結果追跡に
必要な体制

■精検結果追跡における保険者/事業者/検診機関の役割分担が示されておらず、具体的な業務範囲
が不明
・既に精検結果を追跡できている健保もあるので、現在は保険者間の意欲や実力に差がある状況か
と思う。
・職域検診であっても最後まで追跡しないと検診した意味を成さない。ただし保険者の作業負荷が
大きくなるため、（特定健診・指導の様に）精検受診率の報告を義務化するところまでが妥当では
ないか。

■（住民検診では、精検結果追跡は個人情報保護法の例外事項に規定されているが）職域検診での
法的整理は不明確
・将来的に自治体のデータと連携し、国全体のがん情報データとして分析することを目指すのであ
れば、そのための環境構築を国が行う必要がある。具体的には各組織の役割が明確にされ、権限を
与えられ、個人情報についても整理されなければ、本項目の実施は困難である。

プロセス指標の集計
（注3）

集計における保険者の
役割、指標の活用方法

■プロセス指標の活用法が分からない。
・プロセス指標値の集計が保険者の責務としてチェックリストに記載されることは理解するが、集
計値の活用方法が不明。
・学会や厚労省がプロセス指標値を収集して一覧で公表するのであればよいが、少なくとも健保か
ら公表することは難しい。にもかかわらず、プロセス指標値の集計が保険者
の責務となっている理由が分からない。

■検診機関別集計等の詳細な集計を、個々の保険者が行うことは困難。
・第3者機関が集計して各保険者にフィードバックする仕組みができないか。

プロセス指標の定義、
分子/分母

■各プロセス指標の分母/分子の定義が不明
・例えば受診率算定の分子には、職域以外での受診者は含めないとの整理で良いか（住民検診の受
診状況が把握できないので）

■検診機関によって要精検判定の基準が統一されていない。
・要精検判定の基準を統一しない限り、いくら個々の健康保険組合の精度管理を高めていったとし
ても、適切な事業評価はできない。ある程度強制力を持って基準統一を呼びかけていく仕組みが必
要。
・基本的に要精検/精検不要の2区分で返却されるべきと思うが、実際には独自の区分が追加されて
いる。がん検診結果を統一した記述で健保と受診者に返却してもらうことが必須。これは健保のみ
では解決できないので、国、医師会、学会主導で進めてもらいたい。

標準的な集計ツール

■チェックリストでは「〇〇率を把握しているか」のみ聞いているが、実際の数値も集めるべきで
はないか。
・人数を入力したら自動的にプロセス指標値が計算できるような、共通のプラットフォームがある
とよい。
・自治体のように必ずしも医療職がいるとは限らないので、誰でも全国レベルで同じように使える
分析ツールの開発が必要。



分類 保険者からの意見、質問、提案など

体
制
分
野
別

検診機関の質担保

委託先検診機関の
選定基準

■現時点では、がん検診精度管理の仕組みが職域検診機関に十分に理解されておらず、「一定の基
準で検診機関を選定できる」段階にない
・職域の健診（検診）機関ではまだ、「職域のがん検診マニュアル」の内容が十分知られていない
と感じる。まずは全国の健診（検診）機関のリテラシー向上と方針統一のための対策も同時に行い
、多くの健診（検診）機関がチェックリストの精度管理要件をクリアできるようにしてほしい。
・職域に係るドクターの意見が統一されていない現状では、検診機関の選定基準の統一は特に困難
だと感じる。

検診機関の体制を
点検する方法

■個々の保険者が、全検診機関の体制を確認することは困難
・国、医師会、学会、支払基金、健保連などがまとめて点検し、その結果を公表する形式のほうが
効率的ではないか。
・代行会社を介して複数の検診機関と契約している場合は、代行機関がまとめて確認すればいいの
ではないか。代行会社も自社が提供する医療機関については、国の品質基準に沿った質の管理をす
るべきで、医療機関ごとの品質評価は委託元に提供されるべきと考える。ただし実施に至るにはあ
る程度の法的な強制力が必要である。

検診機関に
精度管理評価をフィー
ドバックする方法

■検診機関別の精度管理評価、及びフィードバックの標準的な方法が不明
・具体的な方法を国から示してほしい。医療職のいない１健保単位では健診機関へのフィードバッ
クなど力不足でできず、太刀打ちできない状況。
・代行機関を仲介している場合は、フィードバックも代行会社から行う方がよい。

注1）説明内容：要精検となった場合は必ず精検を受ける必要があること/精検方法/他の医療機関に精検を依頼した場合は検診機
関が結果を共有すること/検診の利益と不利益/継続受診の必要性及び、症状があれば医療機関を受診すること/当該がんの疫学情
報）

注2）事業者、保険者、検診機関のいずれかが説明すればよい

注3）受診率・要精検率・精検受診率・発見率・陽性反応適中度を、性/年齢階級別、検診機関別、受診歴別に集計すること。



研究報告書

厚生労働科学研究費補助金（がん対策推進総合研究事業）

大腸がん検診精検受診率の向上を目指した、県主導による精度管理体制の構築

研究分担者 町井涼子 国立がん研究センターがん対策情報センターがん医療支援部

検診実施管理支援室・研究員

研究分担者 斎藤博 青森県立中央病院・医療顧問

研究代表者 高橋宏和 国立がん研究センター社会と健康研究センター検診研究部・室長

研究要旨

目的：我が国のがん対策推進基本計画（第3期）では、がん検診の精検受診率90％が個別目標に掲げられてい

るが、現状ではまだ達成されておらず、特に大腸がんの精検受診率は最も低い状況である。精検受診率向上の

効果的な手法については国内外で様々な研究が行われているが、そのエビデンスはまだ確立していない。そこ

で、我が国で厚生労働省が推奨する「都道府県主導による精度管理（県内の精度管理指標のモニタリング・フ

ィードバック）」が、実際に精検受診率向上に寄与するかを評価するため、沖縄県をフィールドとした介入研

究を開始した（今年度は2年目）。昨年度は県内各市町村の精検受診率向上体制の課題を検討し、市町村別の

解決策をフィードバックした。本研究の全体像は、県によるこれらの介入を毎年継続し、各市町村の体制及び

精検受診率の改善度を令和4年に評価することである。ここでは研究2年目に実施した内容の一部を報告する。

方法：全41市町村（集団検診41、個別検診23）を対象に、精検受診率向上体制の整備状況について、15項目の

質問調査を行った。調査票の配布・回収は県内各地の保健所の協力のもと、沖縄県健康長寿課が実施した。調

査結果の集計・分析は国立がん研究センターが実施した。

結果：調査の回収率は100％だった。集団検診における精検結果回収経路の統一、および精検結果報告用紙の

統一では遵守率が各々83％、54％、その他の項目では遵守率が50％未満だった。

結論：一部の項目を除き、研究2年目ではまだ多くの市町村において、県が目指す体制整備が不十分である。

今後県や保健所等の協力のもと、体制改善の取り組みを加速化させる必要がある。

Ａ．研究の背景、目的

我が国のがん対策推進基本計画（第3期）では、が

ん検診精検受診率の90％達成が個別目標に掲げられ

ている1）。しかし現状ではまだ達成できておらず、

特に大腸がん検診の精検受診率は直近で71％（平成2

8年度全国値、40-74歳）と極めて低い。精検受診率

向上の手法については国内外で様々な研究が行われ

ているが、そのエビデンスはまだ確立されていない2）。

そこで、我が国で厚生労働省が推奨する「都道府県

主導による精度管理（県内の精度管理指標のモニタ

リング・フィードバック）」3）が、実際に精検受診

率向上に寄与するかを評価するため、国内でも特に

精検受診率が低い沖縄県（直近の大腸がん精検受診

率は56％）をフィールドに介入研究を開始した（※）。

沖縄県で精検受診率が低い主な原因は精検未把握

率が高いことである（全国値17％、沖縄県33％）。

そこで昨年度は、精検未把握解消体制に関する体制

を中心に、県内各市町村の課題を把握し解決策を検

討した。解決策の骨子は、まず国が推奨する検診体

制（精度管理のためのチェックリスト）の遵守を前

提とし、その他に下記の体制統一を県内で推進した

（※※）。また、体制面の課題と解決策の対照表を

市町村ごとに作成し、個別にフィードバックした。

さらに、精検受診率向上の重要性や県の取り組みに

ついて、研修会や行政文書等により関係者に広く周

知した。本研究では県によるこれらの介入を令和4年

まで継続する予定である。本稿では研究2年目に実施

した内容の一部を報告する。

※検診の質改善を促すための介入を行い、介入前後の精検受

診率を比較する。また対照として、介入が行われていない

沖縄県以外の地域を設定し（国立がん研究センターの全国

調査により特定）、精検受診率の改善度を比較する。ベー

スラインは平成30年度の精検受診率とする。

※※県全体で推進する体制

・県共通の精検結果報告書を使用

・精検機関から市町村への精検結果返送は内視鏡検査実施

日から1ヶ月以内に実施

・精検受診状況が確認できない人への連絡は、便潜血検査

結果通知日の3ヵ月後、6ヵ月後、1年後の計3回実施

Ｂ．方法

全41市町村（集団検診41、個別検診23）を対象に、

精検受診率向上に関する体制について質問調査を行

った（調査内容は下記のとおり、詳細は別添1）。調

査時期は令和元年10月で、調査票の配布・回収は県

内各地の保健所の協力のもと沖縄県健康長寿課が実



施した。調査結果の集計・分析は国立がん研究セン

ターが実施した。

〔調査内容〕

（1）精検結果の回収に関する体制－4項目

（2）精検受診状況の確認と未受診者への勧奨に関す

る体制－7項目

（3）要精検率の分析や検診機関の質改善に関する体

制－4項目

倫理面での配慮

本研究の主な対象は地方公共団体であり、個人

への介入は行わないため、個人の不利益や危険性

は生じ得ない。官庁統計等は所定の申請・許可を

得て用いる。

Ｃ．研究結果

調査の回答率は100％だった。主要項目の遵守率

（41市町村ないし23市町村のうち、遵守できている市町村

の割合）は下記のとおりである。詳細は別添1に
示す。

(1)精検結果の回収に関する体制

（集団、個別）

・精検結果の回収経路を統一：83％、39％
・精検結果の報告用紙の統一：54％、12％
・精検機関からの精検結果返却時期が概ね1ヶ月以

内：22％、22％

(2)精検受診状況の確認と未受診者への勧奨に関

する体制（集団、個別）

・要精検者全員について、精検受診状況を複数回

確認：39％、35％
・精検受診状況の確認時期は、便潜血検の結果判

明後3ヵ月後、6ヵ月後、年度末の計3回：

22％、22％
・原則、未受診者が精検受診するまで複数回の勧

奨実施：49％、43％

(3)要精検率の分析や検診機関の質改善に関する体

制（集団、個別）

・全検診機関の便潜血検査キット名とカットオフ

値を把握：31％、17％
・精検結果の把握や精検勧奨について、委託先検

診機関の業務範囲を文書化：

35％、22％

D．考察

集団検診での精検結果回収経路の統一は比較的進

んでいるが、その他の体制整備はまだ多くの市町村

で不十分である。これは初年度のフィードバック（昨

年度末）から今回の調査まで僅か半年しかなく、体

制改善のための期間が十分でなかったことも一因だ

と考えられる。県からのフィードバック時期につい

ては既に初年度で検討したが、検診事業終了後でな

いと十分に情報収集ができないことから、やはり年

度末が適当と考える。ただし市町村側にとっては、

年度末から次年度の検診開始前までに体制改善を進

めなければならず、日程的に厳しいことが予想され

る。全ての市町村が県の目指す水準に達するには恐

らく年単位の時間が必要ではあるが、なるべく早期

の体制改善を実現するため、必要に応じて県と保健

所が支援しながら、優先順位をつけて市町村の取り

組みを加速化させる必要がある。

Ｅ．結論

都道府県主導による精度管理（県内の精度管理指

標のモニタリング・フィードバック）が、実際に精

検受診率向上に寄与するかを評価するための介入研

究を進めた。研究2年目では、まだ多くの市町村で、

県が推進する体制整備ができていなかった。今後県

や保健所と連携し、体制改善のための取り組みを加

速化させる必要がある。

Ｆ．健康危険情報

なし
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質問1 貴市町村での精検結果の回収ルートはどれですか（複数回答可）

回答対象：全市町村
集団検診（ｎ＝41）、個別検診（ｎ＝23） 回答数

集団 個別
① 精検機関→市町村 3 4
② 検診機関（同⼀施設で検診・精検を⾏う機関）→市町村 9 12
③ 精検機関→検診機関→市町村 31 17
④ 精検機関→要精検者本⼈→市町村 5 2
⑤ 精検機関→地区医師会→市町村 2 7
・地区医師会が運営する検診施設は「検診機関」として回答

質問2 市（県）外で精検受診しても、貴市町村に精検結果が戻りますか

回答対象：全市町村
集団検診（ｎ＝41）、個別検診（n=23） 回答数

集団 個別
① 仕組みの上では質問1のルートで戻るはず 33 19
② 質問1のルートとは別に、市外/県外から精検結果を回収する仕組みがある 0 0
③ 戻ってこない 8 4

質問3 貴市町村では精検結果報告書の様式を統⼀していますか

回答対象：全市町村
集団検診（ｎ＝41）、個別検診（n=23） 回答数

集団 個別
① 完全に統⼀している（沖縄県が⽰した様式に統⼀） 8 2
② 完全に統⼀している（沖縄県が⽰した様式以外に統⼀） 10 5
③ ⼀部の地域では統⼀している（沖縄県が⽰した様式に統⼀） 1 1
④ ⼀部の地域では統⼀している（沖縄県が⽰した様式以外に統⼀） 3 4
⑤ 全く統⼀していない 19 11

質問4 精検結果の返却期間（※）はどのくらいですか
※⼤腸内視鏡検査の施⾏⽇から、最初に精検結果を回収する機関に結果が届くまでの⽇数

回答対象：全市町村
集団検診（ｎ＝41）、個別検診（n=23） 回答数

集団 個別
① 概ね1ヶ⽉以内（県推奨） 9 5
② 概ね3ヶ⽉以内 13 8
③ 概ね半年以内 10 3
④ 概ね半年より多くかかる 8 6
⑤その他 1 ※1 1 ※2

※1 不明、※2 契約機関によって返却期間が⼤きく異なる

質問5 精検結果の回収率を上げるうえで、現在困っていること、相談したいことがあればお書きください
本稿では省略

⼤腸がん検診精検受診率改善に向けた体制に関する実態調査結果
（調査期間：令和元年10⽉31⽇〜令和元年11⽉13⽇）

rmachii
テキストボックス
別添1-1

rmachii
テキストボックス

rmachii
テキストボックス
別添1



質問6 貴市町村では、要精検者の精検受診状況を、⼀⼈ひとり個別に確認していますか

回答対象：全市町村
集団検診（ｎ＝41）、個別検診（n=23） 回答数

集団 個別
① 精検結果が返却されなかった⼈を受診台帳で特定し、その後、本⼈か精検機関に照会して確認している 24 15
② 精検結果が返却されなかった⼈を受診台帳以外から特定し、本⼈か精検機関に照会して確認している 9 3
③ その他の⽅法で確認している 5 4
④ 精検受診の有無を確認していない 3 1

質問6-1-1 精検受診状況を網羅的に確認していますか 

回答対象：質問6で①②③を選択した市町村
集団検診（ｎ＝38）、個別検診（n=22） 回答数

集団 個別
① 精検受診状況が不明な⼈全員について確認している 32 17
② 精検受診状況が不明な⼈の⼀部について確認している 6 5

質問6-1-2 精検受診状況を誰が確認していますか（複数選択可）

回答対象：質問6で①②③を選択した市町村
集団検診（ｎ＝38）、個別検診（n=22） 回答数

集団 個別
① 市町村 31 19
② （市町村から委託された）検診機関 25 16
③ （市町村から委託された）地区医師会 2 3
④ その他 0 0
・医師会が運営する検診施設は「検診機関」として回答

質問6-1-3 精検受診状況をいつ確認していますか（複数選択可）

回答対象：質問6で①②③を選択した市町村
集団検診（ｎ＝38）、個別検診（n=22） 回答数

集団 個別
① 便潜⾎検査の結果が判明してから約3ヶ⽉後 21 14
② 便潜⾎検査の結果が判明してから約6ヶ⽉後 15 6
③ 年度末 22 14
④ 特に決めていない 7 2
⑤ その他 2※ 2※

※具体的な時期の記載なし

質問6-2-1 明らかに精検未受診と判明した⽅への勧奨は、誰が⾏っていますか（複数回答可）

回答対象：質問6で①②③を選択した市町村
集団検診（ｎ＝38）、個別検診（n=22） 回答数

集団 個別
① 市町村 34 22
② （市町村から委託された）検診機関 24 15
③ （市町村から委託された）地区医師会 4 4
④ その他 0 0
・医師会が運営する検診施設は「検診機関」として回答



質問6-2-2 精検勧奨はどのように⾏っていますか（複数回答可）

回答対象：質問6で①②③を選択した市町村
集団検診（ｎ＝38）、個別検診（n=22） 回答数

集団 個別
① ⽂書で何度も勧奨する（原則として受診するまで複数回） 4 3
② ⽂書で1回のみ勧奨する 4 3
③ 電話で何度も勧奨する（原則として受診するまで複数回） 13 7
④ 電話で1回のみ勧奨する 10 6
⑤ 対⾯で何度も勧奨する（原則として受診するまで複数回） 3 0
⑥ 対⾯で1回のみ勧奨する 0 0
⑦ 精検勧奨はしていない（※） 5 4
※精検受診状況の確認時に勧奨も同時に⾏っているため、未受診者に限定した勧奨は⾏っていない。

回答対象：質問6で①②③を選択した市町村
集団検診（ｎ＝38）、個別検診（n=22） 回答数

集団 個別
① 業務範囲を決め、⽂書にしている 10 6
② 業務範囲を決めているが、⽂書にはしていない 7 5
③ 業務範囲を決めていない 16 7
④ その他 5※ 4※

※契約書の中に精検結果の追跡の項⽬を記載している、業務範囲の⼀部を決め⽂書化しているが具体的ではない、など。

質問7 精検受診状況の確認や精検勧奨について困っていること、相談したいことがあればお書きください
本稿では省略

質問8 貴市町村では、検診結果（要精検/精検不要）を住⺠にどのように通知していますか（複数回答可）

回答対象：全市町村
集団検診（ｎ＝41）、個別検診（ｎ＝23） 回答数

集団 個別
① 市町村から⽂書で通知する 5 2
② 検診機関から⽂書で通知する 35 22
③ 検診機関において、医師から通知する 1 3
④ （検診機関が再委託した）便潜⾎検査施設から⽂書で通知する 0 0
⑤ その他の⽅法で周知する 6※ 1※

※個別で結果返却時に伝えている、など。

質問6-3 複数の組織が連携して精検受診状況の確認や未受診への勧奨を⾏っている場合、各々の業務範囲を明確に⽰し
た⽂書がありますか。



質問9 貴市町村では、誰が要精検/精検不要の判定を⾏っていますか（複数回答可）

回答対象：全市町村
集団検診（ｎ＝41）、個別検診（n=23） 回答数

集団 個別
① 便潜⾎検査施設（検査を⾏った機関）で判定している 36 19
② 便潜⾎検査の結果を基に市町村が判定している 0 0
③ 外注した便潜⾎検査結果を基に、委託元検診機関の医師が判定している 4 5
④ その他 0 0
⑤ 分らない 4 4

質問10 貴市町村では、全ての検診機関の便潜⾎検査キット名及びカットオフ値を把握していますか

回答対象：全市町村
集団検診（ｎ＝41）、個別検診（n=23） 回答数

集団 個別
① 全検診機関の情報を把握している 13 4
② ⼀部の検診機関の情報を把握している 1 2
③ 現在は⼀部の検診機関しか情報を把握していないが、今後全検診機関の情報を把握することは可能 4 4
④ 現在は全く把握していないが、今後全検診機関の情報を把握することは可能 19 11
⑤ 現在も把握していないし、今後把握することも難しい 4 2

回答対象：全市町村
集団検診（ｎ＝41）、個別検診（ｎ＝23） 回答数

集団 個別
① 保健所 17 6
② 地区医師会 10 9
③ その他の機関 1 0
④ 検診機関と体制改善を話し合いたいが、⽀援してくれる機関がない 6 7
⑤ 検診機関に精度管理を⼀任しており、改善を話し合う機会がない 14 6

質問12 検診機関の体制把握やフィードバックについて困っていること、相談されたいことがあればお書きください
本稿では省略

質問13 精検受診率向上対策について、貴市町村が独⾃に取り組まれていることがあればお書きください
本稿では省略

質問11 貴市町村では、検診機関へのフィードバックや体制改善のための⽅策について相談したり、実施を⽀援してく
れる専⾨機関はありますか（複数回答可）
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